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に係る財産の状況に関する事項を記載したディスクロージャー誌を作成し、当 JAの信用事業を行う全事務所に備

え置き、公衆の縦覧に供することが義務づけられています。

昨今の金融機関を巡る相次ぐ不祥事件が発生する中、金融機関にはこれまで以上に「透明性」「健全性」が求め

られています。ディスクロージャー誌は組合員並びに地域の皆さまが安心して当 JAを利用していただけるよう、

当組合の経営方針、社会的責任及び経営内容を明らかにするものです。



JA 加賀をご利用の皆さま方には、日頃のご愛顧に対し心より感謝を申し上げ

るとともに、この度の令和３年度ディスクロージャー誌を作成するにあたり、謹

んでご挨拶申し上げます。

国内において、長期化する新型コロナウイルス感染症の影響により、農業をは

じめとした様々な経済活動において支障をきたしており、収束が見通せない状況

が続き、また、超低金利政策・金融緩和政策等厳しい状況が長引いている状況に

あります。さらに、緊迫するウクライナ情勢による燃料や肥料等、生産資材価格

の高騰および外食産業や国内外旅行者等減少に伴う消費量の減少により米在庫量

が増加し、米価の大幅な下落を招いており、農業経営に多大なる影響を与えてい

ます。

JAグループでは、令和３年１０月に第２９回 JA 全国大会を開催し、「持続可能な

農業・地域共生の未来づくり～不断の自己改革によるさらなる進化～」を決議し、

１０年後の「めざす姿」の実現に向けた不断の自己改革に取り組むことといたしま

した。

JA加賀では、令和２年度を初年度とした第９次中期３か年計画に基づき、自

己改革における「農業者の所得増大」・「農業生産の拡大」・「地域の活性化」の実

践により「持続可能な JA経営基盤の確立」に向けた JA活動を進めてまいりま
した。

令和３年度決算では、事業総利益１９億７５百万円、事業管理費を差し引いた事業

利益１億６１百万円、当期未処分剰余金５億２９百万円を計上することになり、経営

の指標である自己資本比率は２３．８％と健全な経営に努めることができました。ま

た、令和４年４月には本店構内整備により、あぐりセンター「ふらっと」の竣工

を迎えることができ、これもひとえに組合員皆さまの事業に対するご理解と温か

いご協力の賜物と心より感謝を申し上げます。

今年度は「安全・安心な食と農を守り次世代への架け橋となる JAを目指し

て」を基本方針に掲げ、新規就農者・若手農業者等への次世代につなぐ持続可能

な農業の実現に向けた支援に取り組むとともに、組合員・利用者の皆さまにより

添った提案や相談しやすい店舗づくりと人づくりを実践します。また、加賀九谷

野菜をはじめとした加賀市産農産物を JAグリーン加賀「元気村」を中心として、

地域の皆さまに提供することにより、加賀市農業の更なる発展に向けて取り組ん

でまいります。組合員の皆さまには、今後とも JA加賀の各事業に対しまして更

なるご理解・ご協力のほど、何卒宜しくお願い申し上げます。

結びとなりますが、組合員皆さまのご健勝とご多幸、今後益々のご繁栄をご祈

念申し上げ、挨拶とさせていただきます。

令和４年７月

ごあいさつ

代表理事組合長

中 村 眞
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１．経営理念・経営方針

基 本 方 針

安全・安心な食と農を守り
次世代への架け橋となる JAを目指して

基 本 目 標

１．JA加賀あぐりセンター「ふらっと」・JAグリーン加賀「元気村」を中

心として、生産者と消費者をつなぎ、次世代に向けた持続可能な加賀市農

業の実現を目指します。

２．SDGs の活動を通じて JAの魅力を発信し、各店舗・子会社が１つのチー

ムとして地域との絆づくりを実践します。

３．組合員・利用者の多様なニーズを捉え、総合事業を通じた“JAらしい”

提案や相談しやすい店舗・人財づくりを実践します。

４．広報機能を活用したアクティブメンバーシップ（寄り添いともに歩む活

動）の確立に向け、組合員活動を JA事業に活かしながら、組織基盤強化

に向けて取り組みます。

５．内部統制システム基本方針に基づき、コンプライアンス態勢を強化する

ため、内部統制の整備・標準化を図り、経営健全性の確保に取り組みます。

―２―



２．経営管理体制

◇経営執行体制

〔理事会制度〕

当 JAは農業者により組織された協同組合であり、正組合員の代表者で

構成される「総代会」の決定事項を踏まえ、総代会において選出された理

事により構成される「理事会」が業務執行を行っています。また、総代会

で選任された監事が理事会の決定や理事の業務執行全般の監査を行ってい

ます。

組合の業務執行を行う理事には、組合員の各層の意思反映を行うため、

生産者組織や女性部などから理事の登用を行っています。また、信用事業

については専任担当の理事を置くとともに、農業協同組合法第３０条に規定

する常勤監事及び員外監事を設置し、ガバナンスの強化を図っています。

―３―



３．社会的責任と貢献活動

JA 加賀コーポレートスローガン「さあ、笑顔の産地へ」の実現に向け、自己改革の３つの基本目標
（農業者の所得増大・農業生産の拡大・地域の活性化）を軸に、「第９次中期３カ年計画・JA加賀地域
農業戦略」（令和２年度～４年度）に基づき、取り組みを進めています。

（１）農業振興活動
① 農業生産力の維持・拡大による「産地づくりの強化」を図るため、水田フル活用を前提に水稲
をはじめ水田作物による所得確保対策と園芸作物の生産拡大を推進しています。

② 大規模農家のニーズや経営・生産状況等の把握を行い、個々の経営体に適した事業提案や農産
物の販路拡大に向けた取り組み、さらには総合的な複合経営を促進し、担い手対策を実践してい
ます。また、小規模農家に対しては、農産物づくりを通じて安定的な農業所得の確保が図れるよ
う、JA直売所など販売ルートの拡大などを通じ、多彩な農産物の有利販売に努めています。

③ イベントや展示会・商談会への出展やメディアを活用したPR活動を積極的に展開し、加賀市
産農産物の認知度向上とブランド力の強化に取り組んでいます。

④ ６次化商品の売上及び販売数増を図るため、魅力ある新たな商品開発に取り組んでいます。
⑤ TAC活動を通じて、経営規模に応じた定期訪問活動を強化しています。また、訪問活動によっ
て得られた情報を JA役職員や関係部門間で共有しています。

⑥ 関係機関と連携し、就農支援体制と育成研修体系の整備を図り、新規就農支援を行っています。
⑦ ㈱アグリサポート加賀と連携し、地域の実態を把握し、農業者の経営支援に努め、地域農業の
維持・発展に取り組んでいます。

⑧ 農業経営の低コスト化を実現するため、仕入れ先との価格交渉の強化や大型規格農薬と大口予
約注文による生産資材の価格低減、肥料満車直送による配送コストの低減を図り、農業支援に取
り組んでいます。

◇地域密着型金融への取り組み
① 農山漁村等地域の活性化のための融資をはじめとする支援
（JAバンク石川の農業メインバンク機能強化への取り組み）
当 JAは、地域における農業者との結び付きを強化し、地域を活性化するため、次の取り組み
を行っています。
ア．農業融資商品の適切な提供・開発

各種プロパー農業資金を提供するとともに、農業近代化資金や日本政策金融公庫資金の取り
扱いを通じて、農業者の農業経営と生活をサポートしています。
令和４年３月末時点において、農業関係資金残高（注）９３５百万円を取り扱っています。

（注） 農業関係の貸出金とは、農業者及び農業関連団体等に対する貸出金であり、農業生産・
農業経営に必要な資金や、農産物の生産・加工・流通に関係する事業に必要な資金等が該
当します。
営農類型別や資金種類別の農業資金、及び農業資金の受託貸付金の取り扱い状況につい
てはP３１の主要な農業関係の貸出金残高をご覧ください。

イ．担い手のニーズに応えるための体制整備
当 JAは、地域の農業者との関係を強化・振興するための体制整備に取り組んでいます。
農業融資担当者が、営農・経済担当者から得た情報も含めて把握し、農業融資に関する訪問・

資金提案活動を実施しています。また、本店には「担い手金融リーダー」を設置し、農業融資
担当者の活動をサポートしています。

ウ．事業間連携の強化
農業者の多様なニーズに対し信用・共済・経済事業等との合同会議・研修会の開催や農業者

への同行訪問等により、これまで以上に内部の連携を強化しています。
【具体的取り組み】
１）農業資金研修の開催
担い手担当、営農・経済担当者向けの農業資金研修を開催しています。

エ．地産地消と６次産業化に向けた産学官連携の推進
地産地消と６次産業化の推進にあたり産学官連携を図り取り組んでいます。

１）地元の高等学校と協力し、ブロッコリー・かぼちゃ等の園芸作物やぶどう等果樹を活用し
た６次化商品の開発に取り組んでいます。

２）観光協会（山代温泉、山中温泉、片山津温泉）の協力を得て、６次化商品の販売拡大に取
り組んでいます。

―４―



３）地産地消と６次産業化事業推進にあたり、行政と連携した体制作りに取り組んでいます。
② 担い手の経営のライフサイクルに応じた支援

当 JAは、担い手をサポートするため、ライフサイクルに応じて次の取り組みを行っています。
ア．新規就農者の支援

新規就農者の経営と生活をサポートするため、就農支援資金を取り扱っています。
イ．セミナー等の開催

農業者を対象としたセミナーの開催や、JA職員を対象とした研修会への出席等を通じ、農
業経営の確立強化を支援しています。

③ 経営の将来性を見極める融資手法を始め、担い手に適した資金供給手法の提供
当 JAでは、担い手の経営実態やニーズに適した資金の提供に努めています。

ア．負債整理資金による軽減支援
農業者の債務償還負担を軽減し、経営再建を支援するため、負債整理資金を取り扱っていま

す。
④ 農山漁村等地域の情報集積を活用した持続可能な農山漁村等地域育成への貢献

当 JAでは、地域社会へ貢献するため、次の取り組みを行っています。
災害被災者への支援

災害対策窓口の設置、災害対策資金の創設や個別融資先の経営状況に応じた償還条件の緩和
等の対応を行っています。

（２）地域貢献活動
当 JAは、地域に密着し、地域になくてはならない JAとしてあり続けるため、組合員のメンバー

シップを強化し、組合員の必要とする総合サービスを提供するとともに、地域協同活動を展開し、
地域に根ざした「JAづくり」に取り組んでいます。
（今年度は新型コロナウイルス感染拡大防止の観点より一部活動は実施しませんでした。）
① 組合員・地域住民の「思い」や「ニーズ」を把握するため、組合員訪問や支店別座談会を行っ
ています。

② 地域農業と協同組合の理解を深めるため、広報誌や支店だよりの組合員世帯への郵送化、SNS
（LINE、フェイスブック、インスタグラム）等により情報を発信しています。
③ 事業活動と協同活動の最前線である支店を拠点として「１支店１協同活動」に取り組み、「食」
と「農」に基づいた協同活動を推進しています。

④ 総合ポイント制度を活用することで、地元産農産物の購入をさらに拡大しています。
⑤ 女性部活動の支援強化や、地場産農産物の消費拡大を推進することで、地域コミュニティの活
性化につなげています。

⑥ 高齢者やその家族が安心して暮らせる地域社会を目指し、高齢者家事支援サービス事業の普及、
来いこい会・お助け隊等、積極的に福祉活動に取り組んでいます。

⑦ 食農教育支援事業・ふれあい体験農業を通じ、地域の皆さまや子供たちに農業への理解を深め
ています。

⑧ 農業まつり等を通じ、食への理解とおいしく安全な食料をPRするとともに、その安定供給に
努めています。

⑨ 年金友の会では、グラウンドゴルフ大会、親睦旅行、家庭菜園教室、トレッキング等を開催し、
参加者の親睦融和と健康増進のお手伝いをしています。

⑩ 顧問税理士等による無料相談やファイナンシャルプランナーによる資産相談も行っています。
また、日頃は担当者が年金・ローン相談に対応しています。

⑪ 職員による清掃活動等の地域ボランティア活動へ積極的に参加しています。

また、子供たちや消費者に対して食と農と地域の関わりや食の大切さ、食を支える農業や JAの
役割について、理解促進を図っています。
◇ 「毎月２日おにぎりの日」普及のためイベント等でおにぎり配布
◇ 米づくり体験農園の実施（管内１１小学校）
◇ バケツ稲作りの実施（青壮年部主催）
◇ 管内小学校に対する図画・書道・ポスターコンクールの開催
◇ 交通安全指導
◇ クリスマス子供大会の開催
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４．事業の概況（令和３年度）

（１）事業の概況

指導・販売事業では、加賀市農業の維持に向け、関係機関と連携し、集落内の現状把握と課題の

掘り起こしに取り組んできました。栽培面では、水稲を中心とした水田フル活用を目指し、２年３

作体系を促進しながら飼料用米・米粉用米を加えた加工用米等の一体的取り組みを行い、国の交付

金制度を有効に活用した農業所得の維持に努めました。また、園芸作物では、野菜集出荷貯蔵施設

を活用したブロッコリー・かぼちゃの集出荷体制を構築し、作付面積の拡大と新規作付者の獲得を

図り、良品質な地域振興野菜を市場や消費者へ提供してきました。その結果、販売高は２６億６，９００

万円となりました。

信用事業では、コロナによる米価下落に対する農業者支援として、農業バックアップ資金（災害）

での相談対応や提案を TACと連携して行い、農業経営の応援に努めました。

また、ご利用者の資産を守る使命のもと、資産形成サポートプログラムを導入し、運用のご提案

をはじめ、貯金や共済など総合事業を活かした適切な商品のご提案に努めるとともに、感染症防止

対策を講じた小規模なイベントや相談会などを継続実施した結果、貯金平均残高１，２５９億円、貸出

金平均残高２１５億円、年金新規獲得４２７件の実績となりました。

共済事業では、組合員・利用者のくらしと農業を守るため、感染防止対策を十分行ったうえで、

３Q訪問活動を通じたきめ細やかな保障点検活動を継続し「農業・ひと・いえ・くるま」の総合

保障を通じ、確かな安心と満足の提供に努めました。また、アンパンマンキャラバンの実施や交通

安全啓蒙活動を通じ、地域との絆づくりを行い、その結果、長期共済５５２万ポイント、短期共済４２５

万ポイントの獲得実績となりました。

購買事業では、農業者の所得増大に向けて低価格で良質な商品の提供を行いました。生産資材部

門では、予約購買の強化や大型規格品の拡充による仕入価格の引下げや工場直送による流通コスト

の低減に取り組みました。農機・自動車部門では、低価格な推奨型式農業機械・営農用車両の提案

とともに購入サイクル延長に向け、メンテナンスの向上に取り組みました。燃料部門では、原油価

格高騰により市場価格が上昇したものの、低価格営農用燃料の提供や軽油免税制度の活用や JA

カード決済による低価格販売の拡大に取り組みました。食配・生活部門では、コロナ禍の影響が引

き続きあったものの、購買事業全体で２９億４，９３５万円の取り扱い高となりました。

その他
1.9%

信用
36.9%

販売
9.6%

購買
20.0%

共済
31.6%

各事業の事業総利益に対する割合

（２）業務の適性を確保するための体制

当 JAでは、法令遵守等の徹底や、より健全性の高い経営を確保し、組合員・利用者の皆さまに

安心して組合をご利用いただくために、内部統制システムを策定し、組合の適切な内部統制の構築・

運用に努めています。
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内部統制システム基本方針

法令遵守の徹底等、より健全性の高い経営を確保し、組合員・利用者に安心して組合をご利用い
ただくために、以下のとおり内部統制システム基本方針を策定し、組合の適切な内部統制の構築・
運用に努めるものとする。

１．理事及び職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
（１）組合の基本理念及び組合のコンプライアンスに関する基本方針を定め、役職員は職務上のあ
らゆる場面において法令・規則、契約、定款等を遵守する。

（２）重大な法令違反、その他法令及び組合の諸規程の違反に関する重要な事実を発見した場合に
は、直ちに監事に報告するとともに、理事会等において協議・検討し、速やかに是正する。

（３）内部監査部署を設置し、内部統制の適切性・有効性の検証・評価を行う。内部監査の結果、
改善要請を受けた部署については、速やかに必要な対策を講じる。

（４）反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で臨み、一切の関係を持たない。
（５）組合の業務に関する倫理や法令に抵触する可能性のある事項について、役職員等が相談もし
くは通報を行うことができる制度を活用し、法令違反等の未然防止に努める。

（６）監事監査、内部監査、会計監査人が適正な監査を行えるよう、三者が密接に連絡できる体制
を整備する。

２．理事の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
（１）文書・情報の取り扱いに関する方針・規程に従い、職務執行に係る情報を適切に保存・管理
する。

（２）個人情報保護に関する規程を整備し、個人情報を適切かつ安全に保存、管理する。

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制
（１）認識すべきリスクの種類を特定するとともに管理体制の仕組みを構築し、リスク管理の基本
的な態勢を整備する。

（２）組合のリスクを把握・評価し、必要に応じ、定性・定量それぞれの面から事前ないし事後に
適切な対応を行い、組合経営をとりまくリスク管理を行う。

４．理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
（１）職制、機構、業務分掌、指示命令系統を明文化し、役職員の職務執行を効率的に遂行する。
（２）中期経営計画及び同計画に基づく部門別事業計画を策定し、適切な目標管理により、戦略的
かつ効率的な事業管理を行う。

５．監事監査の実効性を確保するための体制
（１）監事が円滑に職務を執行し、監事監査の実効性を確保するために必要な体制を整備する。
（２）監事と定期的な協議を実施し、十分な意思疎通をはかる。
（３）内部監査担当部署に対して監事と十分な連携を行うよう指示する。

６．組合及びその子会社等における業務の適正を確保するための体制
（１）各業務が適正かつ効率的に執行されるよう、規程やマニュアル、業務フロー等の業務処理に
係る内部統制を整備する。

（２）業務処理に係る内部統制が運用されるよう、定期的な検証と是正を行う。
（３）「子会社管理規程」に基づき、関連事業に係る重要な方針、事項を監督し適切な指導・助言
を行い、相互の健全な発展を推進する。

（４）「子会社管理規程」に基づき、子会社等の統括管掌を定め、事業計画の達成、法令及びその
他事項の遵守、その他運用事項を監督する。

７．財務情報その他組合情報を適切かつ適時に開示するための体制
（１）会計基準その他法令を遵守し、経理規程等の各種規程等を整備し、適切な会計処理を行う。
（２）適時・適切に財務報告を作成できるよう、決算担当部署に適切な人員を配置し、会計・財務
等に関する専門性を維持・向上させる人材育成に努める。

（３）法令の定めに基づき、ディスクロージャー等を通じて、財務情報の適時・適切な開示に努め
る。

（４）「財務諸表の正確性、内部監査の有効性についての経営者責任」をディスクロージャー誌に
記載して表明する。
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５．リスク管理の状況

◇リスク管理体制
〔リスク管理基本方針〕
組合員・利用者の皆さまに安心して JAをご利用いただくためには、より健全性の高い経営を確保
し、信頼性を高めていくことが重要です。
このため、有効な内部管理態勢を構築し、直面する様々なリスクに適切に対応すべく、認識すべき

リスクの種類や管理態勢と仕組みなど、リスク管理の基本的な体系を整備しています。
また、収益とリスクの適切な管理、適切な資産自己査定の実施などを通じてリスク管理体制の充実・

強化に努めています。
① 信用リスク管理

信用リスクとは、信用供与先の財務状況の悪化等により、資産（オフ・バランスを含む。）の価
値が減少ないし消失し、金融機関が損失を被るリスクのことです。当 JAは、個別の重要案件又は
大口案件については理事会において対応方針を決定しています。また、通常の貸出取引については、
本店に融資審査部を設置し各支店と連携を図りながら与信審査を行っています。審査にあたっては
取引先のキャッシュ・フローなどにより償還能力の評価を行うとともに、担保評価基準など厳格な
審査基準を設けて与信判定を行っています。貸出取引において資産の健全性の維持・向上を図るた
め、資産の自己査定を厳正に行っています。不良債権については管理・回収方針を作成・実践し、
資産の健全化に取り組んでいます。また、資産自己査定の結果、貸倒引当金については「資産の償
却・引当規程」に基づき必要額を計上し、資産及び財務の健全化に努めています。

② 市場リスク管理
市場リスクとは、金利、為替、株式等の様々な市場のリスク・ファクターの変動により、資産・

負債（オフ・バランスを含む。）の価値が変動し、損失を被るリスク、資産・負債から生み出され
る収益が変動し損失を被るリスクのことです。主に金利リスク、価格変動リスクなどをいいます。
金利リスクとは、金利変動に伴い損失を被るリスクで、資産と負債の金利又は期間のミスマッチが
存在している中で金利が変動することにより、利益が低下ないし損失を被るリスクをいいます。ま
た、価格変動リスクとは、有価証券等の価格の変動に伴って資産価格が減少するリスクのことです。
当 JAでは、金利リスク、価格変動リスクなどの市場性リスクを的確にコントロールすることに

より、収益化及び財務の安定化を図っています。このため、財務の健全性維持と収益力強化とのバ
ランスを重視した ALMを基本に、資産・負債の金利感応度分析などを実施し、金融情勢の変化に
機敏に対応できる柔軟な財務構造の構築に努めています。
とりわけ、有価証券運用状況については、市場動向や経済見通しなどの投資環境分析及び当 JA

の保有有価証券ポートフォリオの状況や ALMなどを考慮し、理事会において運用方針を定めると
ともに、経営層で構成する ALM委員会を定期的に開催して、日常的な情報交換及び意思決定を行っ
ています。運用部門は、理事会で決定した運用方針及び ALM委員会で決定された方針などに基づ
き、有価証券の売買やリスクヘッジを行っています。運用部門が行った取引についてはリスク管理
部門が適切な執行を行っているかどうかチェックし、定期的にリスク量の測定を行い経営層に報告
しています。

③ 流動性リスク管理
流動性リスクとは、運用と調達のミスマッチや予期せぬ資金の流出により、必要な資金確保が困

難になる、又は通常よりも著しく高い金利での資金調達を余儀なくされることにより損失を被るリ
スク（資金繰りリスク）及び市場の混乱等により市場において取引ができないため、通常よりも著
しく不利な価格での取引を余儀なくされることにより損失を被るリスク（市場流動性リスク）のこ
とです。
当 JAでは、資金繰りリスクについては、運用・調達について月次の資金計画を作成し、安定的
な流動性の確保に努めています。また、市場流動性リスクについては、投資判断を行う上での重要
な要素と位置づけ、商品ごとに異なる流動性（換金性）を把握した上で、運用方針などの策定の際
に検討を行っています。

④ オペレーショナル・リスク管理
オペレーショナル・リスクとは、業務の過程、役職員の活動もしくはシステムが不適切であるこ

と又は外生的な事象による損失を被るリスクのことです。
当 JAでは、収益発生を意図し能動的な要因により発生する信用リスクや市場リスク及び流動性
リスク以外のリスクで、受動的に発生する事務、システム、法務などについて事務処理や業務運営

―８―



の過程において、損失を被るリスクと定義しています。事務リスク、システムリスクなどについて、
事務手続にかかる各種規程を理事会で定め、その有効性について内部監査や監事監査の対象とする
とともに、事故・事務ミスが発生した場合は速やかに状況を把握して理事会に報告する体制を整備
して、リスク発生後の対応及び改善が迅速・正確に反映ができるよう努めています。

⑤ 事務リスク管理
事務リスクとは、役職員が正確な事務を怠る、あるいは事故・不正等を起こすことにより金融機

関が損失を被るリスクのことです。当 JAでは、業務の多様化や事務量の増加に対応して、正確な
事務処理を行うため事務マニュアルを整備するとともに、自店検査を実施し事務リスクの削減に努
めています。また、事故・事務ミスが発生した場合には、発生状況を把握し改善を図るとともに、
内部監査により重点的なチェックを行い、再発防止策を実施しています。

⑥ システムリスク管理
システムリスクとは、コンピュータシステムのダウン又は誤作動等、システムの不備に伴い金融

機関が損失を被るリスク、さらにコンピュータが不正に使用されることにより金融機関が損失を被
るリスクのことです。当 JAでは、コンピュータシステムの安定稼動のため、安全かつ円滑な運用
に努めるとともに、システムの万一の災害・障害等に備え、内部規程・マニュアルなどを策定して
います。

◇法令遵守体制
〔コンプライアンス基本方針〕

利用者保護への社会的要請が高まっており、また最近の企業不祥事に対する社会の厳しい批判に鑑
みれば、組合員・利用者からの信頼を得るためには、法令等を遵守し、透明性の高い経営を行うこと
がますます重要になっています。
このため、コンプライアンス（法令等遵守）を経営の重要課題の一つとして位置づけ、この徹底こ

そが不祥事を未然に防止し、ひいては組織の信頼性向上に繋がるとの観点にたち、コンプライアンス
を重視した経営に取り組みます。

〔コンプライアンス運営態勢〕
コンプライアンス態勢全般にかかる検討・審議を行うため、代表理事組合長を委員長とするコンプ

ライアンス委員会を設置するとともに、コンプライアンスの推進を行うため、本店各部門・各支店に
コンプライアンス担当者を設置しています。
基本姿勢及び遵守すべき事項を記載した手引書「コンプライアンス・マニュアル」を策定し、研修

会を行い全役職員に徹底しています。
毎年度、コンプライアンス・プログラムを策定し、実効ある推進に努めるとともに、統括部署を設

置し、その進捗管理を行っています。
また、組合員・利用者の皆さまの声を真摯に捉え、前向きに事業に反映するため、苦情・相談等の

専門窓口を設置しています。
〔個人情報保護方針〕

当 JAでは組合員情報の保護管理を徹底するために、職員に対する周知及び保護管理状況の点検等
を行い、組合員が安心してご利用いただけるように、組合員情報の保護管理に万全を期すよう取り組
んでいます。

〔情報セキュリティ基本方針〕
当 JAでは情報資産保護の基本方針としてセキュリティポリシーを制定し、安全対策に万全を期し

ています。
〔金融商品の勧誘方針〕
当 JAは、貯金・定期積金、共済その他の金融商品の販売等の勧誘にあたっては、次の事項を遵守

し、組合員・利用者の皆さまに対して適正な勧誘を行います。
１．組合員・利用者の皆さまの商品利用目的ならびに知識、経験、財産の状況及び意向を考慮の上、
適切な金融商品の勧誘と情報の提供を行います。

２．組合員・利用者の皆さまに対し、商品内容や当該商品のリスク内容など重要な事項を十分に理解
していただくよう努めます。

３．不確実な事項について断片的な判断を示したり、事実でない情報を提供するなど、組合員・利用
者の皆さまの誤解を招くような説明は行いません。

４．電話や訪問による勧誘は、組合員・利用者の皆さまのご都合に合わせて行うよう努めます。
５．組合員・利用者の皆さまに対し、適切な勧誘が行えるよう役職員の研修の充実に努めます。
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６．販売・勧誘に関する組合員・利用者の皆さまからのご質問やご照会については、適切な対応に努
めます。

◇金融 ADR制度への対応
① 苦情処理措置の内容
当 JAでは、苦情処理措置として、業務運営体制・内部規則等を整備のうえ、その内容をホーム
ページ・チラシ等で公表するとともに、JAバンク相談所や JA共済連とも連携し、迅速かつ適切な
対応に努め、苦情等の解決を図ります。
当 JAの苦情等受付窓口（月～金 ９時～１７時）

・信用事業に関する受付窓口：金融共済部 金融課（電話：（０７６１）７３－５３０６）
・共済事業に関する受付窓口：金融共済部 共済課（電話：（０７６１）７３－５３０８）
・その他の事業に関する受付窓口：総務部 総務人事課（電話：（０７６１）７３－１３１３）

② 紛争解決措置の内容
当 JAでは、紛争解決措置として、次の外部機関を利用しています。

・信用事業
金沢弁護士会紛争解決センター（電話：０７６－２２１－０２４２）
（信用事業の紛争解決措置利用にあたっては、①の窓口または JAバンク相談所（電話：０３－
６８３７－１３５９）にお申し出下さい。なお、金沢弁護士会紛争解決センターに直接紛争解決をお申し
立ていただくことも可能です。）
・共済事業
（一社）日本共済協会 共済相談所（電話：０３－５３６８－５７５７）
https : //www.jcia.or.jp/advisory/index.html

（一財）自賠責保険・共済紛争処理機構
http : //www.jibai-adr.or.jp/

（公財）日弁連交通事故相談センター
http : //www.n-tacc.or.jp/

（公財）交通事故紛争処理センター
http : //www.jcstad.or.jp/

日本弁護士連合会 弁護士保険 ADR
（https : //www.nichibenren.or.jp/activity/resolution/lac.html）
（各機関の連絡先（住所・電話番号）につきましては、上記ホームページをご覧いただくか、①
の窓口にお問い合わせ下さい。）

◇内部監査体制
当 JAでは、内部監査部門を被監査部門から独立して設置し、経営全般にわたる管理及び各部門の

業務の遂行状況を、内部管理態勢の適切性と有効性の観点から検証・評価し、改善事項の勧告などを
通じて業務運営の適切性の維持・改善に努めています。
また、内部監査は、当 JAの本店・支店のすべてを対象とし、中期及び年度の内部監査計画に基づ

き実施しています。監査結果は代表理事組合長及び監事に報告したのち被監査部門に通知され、定期
的に被監査部門の改善取り組み状況をフォローアップしています。また、監査結果の概要を定期的に
理事会に報告することとしていますが、特に重要な事項については、直ちに理事会、代表理事組合長、
監事に報告し、速やかに適切な措置を講じています。

◇金融円滑化体制
平成２１年１２月金融円滑化法施行以来、合計９６件 １，２８０百万円（令和４年３月３１日まで）の貸付条

件変更申込があり、当該取引先のキャッシュフロー検証や対象中小企業等の業況・特性をも踏まえた
審査の結果、全件について対応処理いたしました。
なお、貸付条件変更先については、定期的な訪問等により債務者の経営状況の把握に努め、適切な

経営指導・経営改善支援等に努めています。
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６．事業のご案内

（信用事業）
信用事業は、貯金・融資・為替決済などの金融サービスを提供することにより農業をはじめ地域社

会の発展に貢献しています。この信用事業は、JA・信連・農林中金という三段階の組織が有機的に
結びつき、JAバンクとして大きな力を発揮しています。

１．貯金業務
組合員はもちろん地域住民の皆さまや事業主の皆さまにもお気軽にご利用いただけるよう貯金の

種類として当座貯金・普通貯金・貯蓄貯金・定期貯金・定期積金などの各種貯金を目的・期間にあ
わせてご利用いただいています。

２．融資業務
組合員への融資を始め、地域の皆さまの暮らしや、事業に必要な資金をご融資しています。
また、地方公共団体・農業関連産業などへも融資し、地域経済の発展に貢献しています。さらに、

㈱日本政策金融公庫（旧農林公庫）等の融資の申し込みのお取り次ぎもしています。
３．為替決済業務

全国の JAをはじめ、すべての民間金融機関とオンライン提携し、送金・振込・代金取立等の内
国為替業務を行っています。
貯金ネットサービスは都銀・地銀をはじめとする民間金融機関とCDオンライン提携しており全

国の金融機関のCD・ATM利用が可能となっています。
また、給与・年金等口座振替業務についてもお取り扱いしています。

４．投資信託等の販売業務
資産形成、資産運用の販売相談業務を行っています。

（共済事業）
JA共済は、JAが行う地域密着型の総合事業の一環として、組合員・利用者の皆さまの生命・傷害・

家屋・財産を相互扶助によりトータルに保障しています。事業実施当初から生命保障と損害保障の両
方を実施しており、個人の日常生活のうえで必要とされるさまざまな保障・ニーズにお応えできます。
JA共済では、生命・建物・自動車などの各種共済による生活総合保障を展開しています。
長期共済 終身共済、定期生命共済、養老生命共済、こども共済、医療共済、がん共済、

定期医療共済、介護共済、年金共済、建物更生共済、生活障害共済、
特定重度疾病共済

短期共済 火災共済、自動車共済、傷害共済、定額定期生命共済、賠償責任共済、自賠責共済

（経済事業）
JAは信用・共済事業の他に、農業から生活までに関わるさまざまな事業を行っています。

１．農業に関わる事業
JAは肥料や農薬等の生産資材の販売、米や野菜などの農産物の生産・販売、育苗センター・ラ
イスセンター・カントリーエレベーター・選果場等の農業関連施設の利用事業、営農指導・相談を
行っています。

２．生活に関わる事業
JAは日用品・プロパンガス・ガソリン・車など生活に関わる用品を販売しています。また、旅
行の手配、生活福祉事業（高齢者福祉事業・健康管理活動・生きがいづくり活動）を行っています。
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【経営資料】
Ⅰ 決算の状況

１．貸借対照表
（単位：千円）

資 産
科 目 令和 ２ 年度 令和 ３ 年度
（資 産 の 部）

１．信用事業資産 １２４，７５６，６２７ １２８，８０４，１４６
（１）現金 ２６０，２８９ ２６４，４５７
（２）預金 ９５，９４１，２３６ ９９，８７１，０５７

系統預金 ９５，９３８，０１９ ９９，８６７，６７７
系統外預金 ３，２１６ ３，３７９
譲渡性預金 － －

（３）買入金銭債権 － －
（４）商品有価証券 － －
（５）金銭の信託 － －
（６）有価証券 ６，５７１，２５０ ７，０９９，６２０
（７）貸出金 ２２，０７６，１５７ ２１，６６０，６６１
（８）その他の信用事業資産 ８２，８５４ ７５，１０４

未収収益 ７１，３５６ ６４，７０２
その他の資産 １１，４９８ １０，４０２

（９）債務保証見返 － －
（１０）貸倒引当金 ▲ １７５，１５９ ▲ １６６，７５３
２．共済事業資産 ３０，２４１ ２９，３７７
（１）共済貸付金 － －
（２）共済未収利息 － －
（３）その他の共済事業資産 ３０，２４１ ２９，３７７
（４）貸倒引当金 － －
３．経済事業資産 １，０９０，０２８ ９９８，０９３
（１）受取手形 ２，２２６ ７１５
（２）経済事業未収金 ５６７，０５０ ６０８，９３０
（３）経済受託債権 ２８５，４４４ １５３，１５１
（４）棚卸資産 ２６６，０７７ ２５９，６２０

購買品 ２５５，６４９ ２５３，９３０
その他の棚卸資産 １０，４２７ ５，６９０

（５）その他の経済事業資産 ２６，７８９ ３７，５５９
（６）貸倒引当金 ▲ ５７，５５９ ▲ ６１，８８４
４．雑資産 ７９４，９４６ ３６６，１２３
５．固定資産 ４，２００，４０６ ４，０７８，１７２
（１）有形固定資産 ４，１９８，５７４ ４，０７６，３４０

建物 ４，７４９，２０２ ４，７４９，１５３
機械装置 １，７２３，４１５ １，７０１，２６８
土地 １，６２０，２３２ １，６１９，０９７
リース資産 ２６，１５６ ４０，２０９
建設仮勘定 － ４０，６９４
その他の有形固定資産 １，１６２，０６５ １，１６９，０６３
減価償却累計額 ▲ ５，０８２，４９７ ▲ ５，２４３，１４６

（２）無形固定資産 １，８３２ １，８３２
リース資産 － －
その他の無形固定資産 １，８３２ １，８３２

６．外部出資 ４，４９７，５６０ ４，４９９，３００
（１）外部出資 ４，４９７，５６０ ４，４９９，３００

系統出資 ４，３１０，７２２ ４，３１０，７２２
系統外出資 １１４，８３８ １１６，５７８
子会社等出資 ７２，０００ ７２，０００

（２）外部出資等損失引当金 － －
７．前払年金費用 － －
８．繰延税金資産 － －
９．再評価に係る繰延税金資産 － －
１０．繰延資産 － －
資 産 の 部 合 計 １３５，３６９，８１１ １３８，７７５，２１４
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（単位：千円）

負 債 及 び 純 資 産
科 目 令和 ２ 年度 令和 ３ 年度
（負 債 の 部）

１．信用事業負債 １２１，５６６，２９５ １２５，７３７，４６８
（１）貯金 １２０，８４２，７８６ １２５，１６６，５６３
（２）譲渡性貯金 ３００，０００ ３００，０００
（３）借入金 ３，６１５ １，７３２
（４）その他の信用事業負債 ４１９，８９４ ２６９，１７３

未払費用 ３２，１９４ ２９，７７０
その他の負債 ３８７，６９９ ２３９，４０３

（５）債務保証 － －
２．共済事業負債 ６００，６０８ ５６７，２４９
（１）共済借入金 － －
（２）共済資金 ３３６，２６１ ２９６，０６４
（３）共済未払利息 － －
（４）未経過共済付加収入 ２６０，６４７ ２６４，７３７
（５）共済未払費用 ３，６９０ ３，５１５
（６）その他の共済事業負債 ９ ２，９３２
３．経済事業負債 ７６５，８５２ ６６７，５８６
（１）支払手形 － －
（２）経済事業未払金 ３７９，３９９ ３７７，６３１
（３）経済受託債務 ３７９，０７５ ２６９，６１２
（４）その他の経済事業負債 ７，３７７ ２０，３４２
４．設備借入金 － －
５．雑負債 ８２０，４５７ ２２９，２２３
（１）未払法人税等 １１，２８４ １３，７７６
（２）リース債務 ２３，４５６ ３２，９５６
（３）資産除去債務 ２，６４０ ２，６４０
（４）その他の負債 ７８３，０７６ １７９，８５０
６．諸引当金 ２４９，６５４ ２５９，３８８
（１）賞与引当金 ９２，７１０ ９３，２８２
（２）退職給付引当金 １１７，１５４ １２０，８６５
（３）役員退職慰労引当金 ２１，８５９ ２８，５１３
（４）ポイント引当金 １７，９２９ １６，７２７
７．繰延税金負債 １３１，２１５ ７９，４１２
８．再評価に係る繰延税金負債 － －

負 債 の 部 合 計 １２４，１３４，０８４ １２７，５４０，３２９
（純 資 産 の 部）

１．組合員資本 １０，６７５，０６９ １０，７９７，５４７
（１）出資金 １，９７５，６４０ １，９６０，８４５
（２）再評価積立金 － －
（３）資本準備金 － －
（４）利益剰余金 ８，７０７，９７４ ８，８４３，９１７

利益準備金 ３，６６５，０００ ３，７１５，０００
その他利益剰余金 ５，０４２，９７４ ５，１２８，９１７
任意積立金 ２，８９４，７５９ ４，５９９，４０９
リスク管理積立金 １，５８１，２５０ １，５８２，２５０
農業経営基盤積立金 ２９０，５９９ ２９０，５９９
施設整備積立金 １８，０００ ３００，０００
記念事業積立金 － －
福祉事業積立金 １１０，０００ １１０，０００
税効果積立金 ８２，４０９ ８２，４０９
取得施設維持管理積立金 － １，４２１，６５０
宅地等供給事業積立金 － －
農業経営事業積立金 － －
特別積立金 ８１２，５００ ８１２，５００

当期未処分剰余金 ２，１４８，２１４ ５２９，５０８
（うち当期剰余金） （２４０，５１３） （２４８，６１７）

（５）処分未済持分 ▲ ８，５４５ ▲ ７，２１５
２．評価・換算差額等 ５６０，６５８ ４３７，３３６
（１）その他有価証券評価差額金 ５６０，６５８ ４３７，３３６
（２）土地再評価差額金 － －
純 資 産 の 部 合 計 １１，２３５，７２７ １１，２３４，８８４
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 １３５，３６９，８１１ １３８，７７５，２１４
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（単位：千円）
科 目 令和 ２ 年度 令和 ３ 年度

１．事業総利益 １，９８１，２６１ １，９７５，１０７
事業収益 ４，８３９，２９０ ４，７１１，１９３
事業費用 ２，８５８，０２９ ２，７３６，０８６
（１）信用事業収益 ８６８，９４７ ８４７，０５４

資金運用収益 ８１８，７８９ ７９２，３０９
（うち預金利息） （４６１，３２６） （４５２，７９３）
（うち有価証券利息） （８１，２８２） （８５，２６０）
（うち貸出金利息） （１６５，５１９） （１５８，８００）
（うちその他受入利息） （１１０，６６１） （９５，４５４）
役務取引等収益 ２９，９３３ ２９，２７０
その他事業直接収益 － ３，８１９
その他経常収益 ２０，２２３ ２１，６５４

（２）信用事業費用 １１６，８５６ １１７，７３０
資金調達費用 ３１，５６９ ２２，５１０
（うち貯金利息） （２６，７２０） （１８，９１６）
（うち給付補�備金繰入） （１，７４３） （１，１２２）
（うち譲渡性貯金利息） （４３１） （７０）
（うち借入金利息） （１０１） （６０）
（うちその他支払利息） （２，５７１） （２，３４０）
役務取引等費用 ７，９７８ ７，８７３
その他事業直接費用 － －
その他経常費用 ７７，３０９ ８７，３４５
（うち貸倒引当金繰入額） － －
（うち貸倒引当金戻入益） （▲ １８，０７２） （▲ ８，４０６）
（うち貸出金償却） － －

信用事業総利益 ７５２，０９０ ７２９，３２４
（３）共済事業収益 ６６６，５３１ ６５５，７９１

共済付加収入 ５８９，４２２ ５７２，５６８
共済貸付金利息 － －
その他の収益 ７７，１０９ ８３，２２３

（４）共済事業費用 ３０，７８９ ３２，６３２
共済借入金利息 － －
共済推進費 ９，２９１ １１，９０９
共済保全費 － －
その他の費用 ２１，４９７ ２０，７２３
（うち貸倒引当金繰入額） － －
（うち貸倒引当金戻入益） － －
（うち貸出金償却） － －

共済事業総利益 ６３５，７４２ ６２３，１５９
（５）購買事業収益 ２，９２６，９１１ ２，７９１，０３０

購買品供給高 ２，７９３，２９３ ２，６２８，４７４
購買手数料 － １９，００６
修理サービス料 ９２，９９１ ９３，３５５
その他の収益 ４０，６２７ ５０，１９３

（６）購買事業費用 ２，５１６，９６８ ２，３９５，８９８
購買品供給原価 ２，３９０，８５７ ２，２５４，９２４
購買供給費 － －
修理サービス費 － －
その他の費用 １２６，１１１ １４０，９７４
（うち貸倒引当金繰入額） （１，４２２） （４，３２４）
（うち貸倒引当金戻入益） － －
（うち貸倒損失） － －

購買事業総利益 ４０９，９４３ ３９５，１３２
（７）販売事業収益 １８１，２７５ ２１３，５８７

販売品販売高 － －
販売手数料 １６６，１０１ １９６，８７２
その他の収益 １５，１７３ １６，７１５

（８）販売事業費用 ２７，６２４ ２４，２３７
販売品販売原価 － －
販売費 － －
その他の費用 ２７，６２４ ２４，２３７
（うち貸倒引当金繰入額） （０） －
（うち貸倒引当金戻入益） － （０）
（うち貸倒損失） － －

販売事業総利益 １５３，６５１ １８９，３５０

２．損益計算書
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（単位：千円）

科 目 令和 ２ 年度 令和 ３ 年度
（９）保管事業収益 ２６，８５３ ２９，２８６
（１０）保管事業費用 １８，３２０ １７，３４６
保管事業総利益 ８，５３３ １１，９３９
（１１）加工事業収益 ２，０７０ ２，１３４
（１２）加工事業費用 ２，００４ ２，０７５
加工事業総利益 ６６ ５８
（１３）利用事業収益 １８５，８８９ １８３，９９９
（１４）利用事業費用 １１９，９９３ １２２，４５９
利用事業総利益 ６５，８９５ ６１，５３９
（１５）宅地等供給事業収益 － －
（１６）宅地等供給事業費用 － －
宅地等供給事業総利益 － －
（１７）その他事業収益 ９，６３６ １４，４２０
（１８）その他事業費用 ５，８３８ ５，７４８
その他事業総利益 ３，７９７ ８，６７２
（１９）指導事業収入 ５，４７０ ５，７５４
（２０）指導事業支出 ５３，９２８ ４９，８２２
指導事業収支差額 ▲ ４８，４５７ ▲ ４４，０６８

２．事業管理費 １，７５８，９９４ １，８１３，６３５
（１）人件費 １，２６６，９５５ １，２４４，０７０
（２）業務費 １４０，７８９ １４４，４４６
（３）諸税負担金 ４３，７９０ ６４，９５０
（４）施設費 ２９４，６８０ ３４８，０００
（５）その他費用 １２，７７８ １２，１６７
事 業 利 益 ２２２，２６７ １６１，４７２

３．事業外収益 １３９，９０４ １５７，２２１
（１）受取雑利息 ３５ ２８
（２）受取出資配当金 ８１，０７９ ９２，７８９
（３）賃貸料 ３６，３８２ ３５，４２６
（４）償却債権取立益 １２０ １２０
（５）雑収入 ２２，２８７ ２８，８５６

４．事業外費用 ３１，４４４ ３４，７８９
（１）支払雑利息 － －
（２）貸倒損失 － －
（３）寄付金 ５６１ ５６１
（４）賃貸費用 ２０，７８１ ２１，２０２
（５）雑損失 １０，１０１ １３，０２５

（うち貸倒引当金繰入額） （１２） －
（うち貸倒引当金戻入益） － （▲ １０）

経 常 利 益 ３３０，７２７ ２８３，９０３
５．特別利益 ２７１，５２３ ４，０４３

（１）固定資産処分益 ９，９３７ ２，６３４
（２）臨時収入 － －
（３）一般補助金 ２６１，５８６ １，４０９
（４）特定資産特別勘定戻入 － －

６．特別損失 ３１９，８１９ ３，０９８
（１）固定資産処分損 ５７，４００ ８７１
（２）固定資産圧縮損 ２６１，５８６ １，４０９
（３）減損損失 ８３３ ８１８
（４）臨時損失 － －
（５）特定資産特別勘定繰入 － －
税引前当期利益 ２８２，４３０ ２８４，８４８
法人税、住民税及び事業税 ２５，９３２ ３６，０６０
法人税等調整額 １５，９８５ １７０
法人税等合計 ４１，９１７ ３６，２３１
当期剰余金 ２４０，５１３ ２４８，６１７
当期首繰越剰余金 １０８，７１６ １９２，１８７
会計方針の変更による累積的影響額 － ▲ １３，０８３
遡及処理後当期首繰越剰余金 － １７９，１０４
取得施設維持管理積立金取崩額 － １０１，７８６
税効果積立金取崩額 １５，９８５ －
リスク管理積立金取崩額 ９９９ －
施設整備積立金取崩額 １，７８２，０００ －
当期未処分剰余金 ２，１４８，２１４ ５２９，５０８
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１．重要な会計方針に係る事項に関する注記
（１）次に掲げる資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券（株式形態の外部出資を含む）の評価基準及び評価方法
・子会社株式及び関連会社株式……移動平均法による原価法
・その他有価証券
イ．時価のあるもの……………時価法（評価差額は全部純資産

直入法により処理し、売却原価
は移動平均法により算定）

ロ．市場価格のない株式等……移動平均法による原価法
② 棚卸資産の評価基準及び評価方法
・購買品（生産資材・燃料等）……総平均法による原価法（貸借対

照表価額は収益性の低下に基づ
く簿価切下げの方法）

・購買品（農機・自動車）………個別法による原価法（貸借対照
表価額は収益性の低下に基づく
簿価切下げの方法）

・購買品（小売店舗品、部品等）…売価還元法による原価法（貸借
対照表価額は収益性の低下に基
づく簿価切下げの方法）

・その他の棚卸資産………………主として総平均法による原価法
（貸借対照表価額は収益性の低下
に基づく簿価切下げの方法）

（２）固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産

定率法（ただし、平成１０年４月１日以降に取得した建物（建物
附属設備を除く）については定額法）並びに平成２８年４月１日以
降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用し
ています。
なお、主な耐用年数は以下のとおりです。
建物 ６年～５０年、機械装置 ３年～１５年

② 無形固定資産
定額法を採用しています。
なお、主な耐用年数は以下の通りです。
自組合利用のソフトウェア ５年

③ リース資産
・所有権移転外ファイナンス・
リース取引に係るリース資産

…リース期間を耐用年数とし、残
存価額を零とする定額法を採用
しています。

（３）引当金の計上基準
① 貸倒引当金

貸倒引当金は、予め定めている資産の自己査定の基準、経理規
程及び資産の償却・引当規程に則り、次の通り計上しています。
正常先債権及び要注意先債権（要管理債権を含む）については、

今後１年間の予想損失額又は今後３年間の予想損失額を見込んで
計上しており、予想損失額は、主に１年間又は３年間の貸倒実績
を基礎とした貸倒実績率等の過去の一定期間における平均値に基
づき損失率を求め、算定しています。
破綻懸念先債権については、債権額から担保の処分可能見込額

及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務
者の支払能力を総合的に判断して必要と認められる額を引当てて
います。このうち債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッ
シュ・フローを合理的に見積もることができる債権については、
当該キャッシュ・フローと債権の帳簿価額から担保の処分可能見
込額及び保証による回収可能見込額を控除した残額との差額を引
当てています。
実質破綻先債権及び破綻先債権については、債権の帳簿価額か

ら担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、
その残額を引き当てています。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、企画管理部署

が資産査定を実施し、当該部署から独立した内部監査及び監事の
監査を受けています。

② 賞与引当金
職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の

うち当事業年度負担分を計上しています。
③ 退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付
債務及び年金資産の見込額に基づき計上しています。
なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に

係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡

便法を適用しています。
④ 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えて、役員退職慰労金支給規程に
基づく期末要支給額を計上しています。

⑤ ポイント引当金
JAポイントサービスに基づき組合員・利用者に付与したポイン

トの使用による費用発生に備えるため当事業年度末において将来
発生すると見込まれる額を計上しています。

（４）収益及び費用の計上基準
当組合は、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第２９

号 ２０２０年３月３１日改正）及び「収益認識に関する会計基準の適用
指針」（企業会計基準適用指針第３０号 ２０２１年３月２６日改正）を適用
しており、約束した財又はサービスの支配が利用者等に移転した時
点で、もしくは、移転するにつれて当該財又はサービスと交換に受
け取ると見込まれる金額で収益を認識しています。
主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常

の時点は以下のとおりであります。
① 購買事業

農業生産に必要な資材と生活に必要な物資を共同購入し、組合
員に供給する事業であり、当組合は利用者等との契約に基づき、
購買品を引き渡す義務を負っています。この利用者等に対する履
行義務は、購買品の引き渡し時点で充足することから、当該時点
で収益を認識しています。

② 販売事業
組合員が生産した農畜産物を当組合が集荷して共同で業者等に

販売する事業であり、当組合は販売先等との契約に基づき、販売
品を引き渡す義務を負っています。この利用者等に対する履行義
務は、販売品の引き渡し時点で充足することから、当該時点で収
益を認識しています。

③ 保管事業
組合員が生産した米・麦・大豆等の農産物を保管・管理する事

業であり、当組合は利用者等との契約に基づき、役務提供する義
務を負っています。この利用者等に対する履行義務は、農産物の
保管期間にわたって充足することから、当該サービスの進捗度に
応じて収益を認識しています。

④ 加工事業
組合員が生産した農畜産物を原料に、加工食品等を製造して販

売する事業であり、当組合は利用者等との契約に基づき、加工し
た商品を引き渡す義務を負っています。この利用者等に対する履
行義務は、商品の引き渡し時点で充足することから、当該時点で
収益を認識しています。

⑤ 利用事業
カントリーエレベータ一・ライスセンター・育苗センター・共

同選果場・保冷貯蔵庫・農産物等の施設を設置して、共同で利用
する事業であり、当組合は利用者等との契約に基づき、役務提供
する義務を負っています。この利用者等に対する履行義務は、各
種施設の利用が完了した時点で充足することから、当該時点で収
益を認識しています。

（５）消費税及び地方消費税の会計処理の方法
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっています。
ただし、固定資産に係る控除対象外消費税等は雑資産に計上し、

５年間で均等償却を行っています。
（６）記載金額の端数処理

記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しており、金額が千円未
満の科目については「０」で表示しています。

（７）その他計算書類等の作成のための基本となる重要な事項
① 事業別収益・事業別費用の内部取引の処理方法

当組合は、事業別の収益及び費用について、事業間取引の相殺
表示を行っていません。
よって、事業別の収益及び費用については、事業間の内部取引

も含めて表示しています。
ただし、損益計算書の事業収益、事業費用については、農業協

同組合法施行規則にしたがい、各事業間の内部損益を除去した額
を記載しています。

② 当組合が代理人として関与する取引の損益計算書の表示について
購買事業収益のうち、当組合が代理人として購買品の供給に関

与している場合には、純額で収益を認識して、購買手数料として
表示しています。

３．注記表（令和３年度）
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２．会計方針の変更に関する注記
（１）収益認識会計基準等の適用

当組合は、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第２９
号 ２０２０年３月３１日。以下「収益認識会計基準」という。）及び「収
益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第３０
号 ２０２１年３月２６日）を当事業年度の期首から適用し、約束した財
又はサービスの支配が利用者等に移転した時点で、当該財又はサー
ビスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとい
たしました。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下の通りです。

① 代理人取引に係る収益認識
財又はサービスを利用者等に移転する前に支配していない場合、

すなわち、利用者等に代わって調達の手配を代理人として行う取
引については、従来は利用者等から受け取る対価の総額を収益と
して認識していましたが、利用者等から受け取る額から受入先（仕
入先）に支払う額を控除した純額で収益を認識する方法に変更し
ています。

② 米穀共同計算の収益認識
販売事業の米穀県域共同計算において、従来は、当組合の倉庫

を出荷した時点で収益を認識していましたが、県域全体での販売
実績進捗率に基づき収益を認識する方法に変更しています。

③ LPガスに関する収益認識
購買事業における LPガスの供給に関して、従来は、毎月の検針

日に確認した利用者等の使用量に基づいて収益を認識していまし
たが、決算月においては、検針日から決算日までに生じた収益を
合理的に見積もって認識する方法に変更しています。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第８４

項ただし書きに定める経過的な取り扱いに従っており、当事業年
度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影
響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高
から新たな会計方針を適用しています。
この結果、利益剰余金の当期首残高は、１３，０８３千円減少してい

ます。また、当事業年度の事業収益が２９４，１３３千円、事業費用が
３０１，６８３千円、事業利益、経常利益、及び税引前当期利益が７，５４９
千円それぞれ減少（増加）しています。

（２）時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第３０号 ２０１９年７
月４日。以下「時価算定会計基準」という。）等を当事業年度の期首
から適用し、時価算定会計基準第１９項及び「金融商品に従って、時
価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用
することといたしました。これによる当事業年度の計算書類への影
響はありません。

３．貸借対照表に関する注記
（１）有形固定資産に係る圧縮記帳額

有形固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳額は１，７１８，７９３
千円であり、その内訳は次のとおりです。

① 建物 ６１９，６１０千円
② 機械装置 ９５１，６２２千円
③ 土地 ２８，４３３千円
④ その他の有形固定資産 １１９，１２６千円

（２）担保に供している資産
定期預金９００，０００千円を為替決済保証金の担保に供しています。ま

た、定期預金３，０００千円を県公金収納事務取り扱いに係る担保に供し
ています。

（３）子会社等に対する金銭債権及び金銭債務
子会社等に対する金銭債権の総額 １２４，９６４千円
子会社等に対する金銭債務の総額 ３５５，５９２千円

（４）役員との間の取引による役員に対する金銭債権及び金銭債務
理事及び監事に対する金銭債権の総額 ７０，１５７千円
理事及び監事に対する金銭債務の総額 なし

（５）債権のうち農業協同組合法施行規則第２０４条第１項第１号ホ（２）
（ i ）から（iv）までに掲げるものの額及びその合計金額債権のうち、
破産更生債権及びこれらに準ずる債権額は１，１６３千円、危険債権額は
２８０，５８０千円です。
なお、破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、

更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っ
ている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権です。
また、危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていない

ものの、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本
の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権（破産更生債
権及びこれらに準ずる債権を除く。）です。

債権のうち、三月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権額はありま
せん。
なお、三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日

の翌日から三月以上遅延している貸出金で破産更生債権及びこれら
に準ずる債権及び危険債権に該当しないものです。
また、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図る

ことを目的として、金利の減免、利息の支払い猶予、元本の返済猶
予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で
破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権及び三月以上延滞
債権に該当しないものです。
破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権の合計額は

２８１，７４４千円です。
なお、上記に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額です。

４．損益計算書に関する注記
（１）子会社等との事業取引による取引高の総額及び事業取引以外の取
引による取引高の総額
① 子会社等との取引による収益総額 ６３，３０４千円

うち事業取引高 １３，７１８千円
うち事業取引以外の取引高 ４９，５８５千円

② 子会社等との取引による費用総額 ３２，３９７千円
うち事業取引高 ３１，２３８千円
うち事業取引以外の取引高 １，１５９千円

（２）減損会計に関する注記
① グルーピングの方法と共用資産の概要

当組合は、支店については管理会計の単位としている支店を基
本にグルーピングし、経済施設については施設単位でグルーピン
グしています。また、本店、農業関係施設等の共同利用施設につ
いては、JA全体の共用資産としています。

② 減損損失を認識した資産または資産グループの概要
当期に減損損失を計上した固定資産は以下のとおりです。

場 所 用途 種類

旧Ａコープ山中店 賃 貸 土地・建物

③ 減損損失の認識に至った経緯
旧Ａコープ山中店は、時価相当額が帳簿価額まで達していない

ため帳簿価額を回収可能限度額まで減額し、当期減少額を減損損
失として認識しました。

④ 減損損失の金額について、特別損失に計上した金額と主な固定
資産の種類ごとの減損損失の内訳
旧Ａコープ山中店 ８１８千円（土地：７６９千円）

⑤ 回収可能価額の算定方法
上記資産の回収可能価額については正味売却価額を採用してお

り、その時価は固定資産税評価に基づき算定しています。
５．金融商品に関する注記
（１）金融商品の状況に関する事項
① 金融商品に対する取り組み方針

当組合は農家組合員の皆さまや地域から預かった貯金を原資に、
農家組合員や地域内の企業や団体などへ貸付け、残った余裕金を
石川県信用農業協同組合連合会へ預けているほか、国債や地方債
などの債券による運用を行っています。

② 金融商品の内容及びそのリスク
当組合が保有する金融資産は、主として当組合管内の組合員等

に対する貸出金及び有価証券であり、貸出金は、組合員等の契約
不履行によってもたらされる信用リスクに晒されています。
また、有価証券は債券であり、純投資目的（その他有価証券）

で保有しています。これらは発行体の信用リスク、金利の変動リ
スク及び市場価格の変動リスクに晒されています。

③ 金融商品に係るリスク管理体制
イ．信用リスクの管理

当組合は、個別の重要案件又は大口案件については理事会に
おいて対応方針を決定しています。また、通常の貸出取引につ
いては、本店に審査課を設置し各支店との連携を図りながら、
与信審査を行っています。審査にあたっては、取引先のキャッ
シュ・フローなどにより償還能力の評価を行うとともに、担保
評価基準など厳格な審査基準を設けて、与信判定を行っていま
す。貸出取引において資産の健全性の維持・向上を図るため、
資産の自己査定を厳格に行っています。不良債権については管
理・回収方針を作成・実践し、資産の健全化に取り組んでいま
す。また、資産自己査定の結果、貸倒引当金については資産の
償却・引当規程に基づき必要額を計上し、資産及び財務の健全
化に努めています。
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ロ．市場リスクの管理
当組合では、金利リスク、価格変動リスクなどの市場性リス

クを的確にコントロールすることにより、収益化及び財務の安
定化を図っています。このため、財務の健全性維持と収益力強
化とのバランスを重視した ALMを基本に、資産・負債の金利感
応度分析などを実施し、金融情勢の変化に機敏に対応できる柔
軟な財務構造の構築に努めています。
とりわけ、有価証券運用については、市場動向や経済見通し

などの投資環境分析及び当組合の保有有価証券ポートフォリオ
の状況や ALMなどを考慮し、理事会において運用方針を定める
とともに、経営層で構成する ALM委員会を定期的に開催して、
日常的な情報交換及び意思決定を行っています。金融課は、理
事会で決定した運用方針及び ALM委員会で決定された方針など
に基づき、有価証券の売買やリスクヘッジを行っています。金
融課が行った取引については企画管理課が適切な執行を行って
いるかどうかチェックし定期的にリスク量の測定を行い経営層
に報告しています。
市場リスクに係る定量的情報

当組合で保有している金融商品はすべてトレーディング目
的以外の金融商品です。当組合において、主要なリスク変数
である金利リスクの影響を受ける主たる金融商品は、預金、
貸出金、有価証券のうちその他有価証券に分類している債券、
貯金及び借入金です。
当組合では、これらの金融資産及び金融負債について、期

末後１年程度の金利の合理的な予想変動幅を用いた経済価値
の変動額を、金利の変動リスクの管理にあたっての定量的分
析に利用しています。
金利以外のすべてのリスク変数が一定であると仮定し、当

事業年度末現在、指標となる金利が０．１％上昇したものと想定
した場合には、経済価値が７１，０２９千円減少するものと把握し
ています。
当該変動額は、金利を除くリスク変数が一定の場合を前提

としており、金利とその他のリスク変数の相関を考慮してい
ません。
また、金利の合理的な予想変動幅を超える変動が生じた場

合には、算定額を超える影響が生じる可能性があります。
ハ．資金調達に係る流動性リスクの管理

当組合では、資金繰りリスクについては、運用・調達につい
て月次の資金計画を作成し、安定的な流動性の確保に努めてい
ます。また、市場流動性リスクについては、投資判断を行う上
での重要な要素と位置付け、商品ごとに異なる流動性（換金性）
を把握したうえで、運用方針などの策定の際に検討を行ってい
ます。

④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価（時価に代わるものを含む）には、市場価格に

基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された
価額（これに準ずる価額を含む）が含まれています。当該価額の
算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（２）金融商品の時価等に関する事項
① 金融商品の貸借対照表計上額及び時価等

当年度末における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、
次のとおりです。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものにつ

いては、次表には含めず③に記載しています。
（単位：千円）

種 類 貸借対照表
計 上 額 時 価 差 額

預 金 ９９，８７１，０５７ ９９，８７１，７６７ ７１０

有 価 証 券 ７，０９９，６２０ ７，０９９，６２０ －

貸 出 金
（貸倒引当金控除後） ２１，４９３，９０７ ２１，８８８，５３０ ３９４，６２２

貸 出 金 ２１，６６０，６６１

貸 倒 引 当 金 １６６，７５３

資 産 計 １２８，４６４，５８４ １２８，８５９，９１７ ３９５，３３３

貯 金 １２５，１６６，５６３ １２５，１５７，３２８ ▲ ９，２３４

負 債 計 １２５，１６６，５６３ １２５，１５７，３２８ ▲ ９，２３４

（注） 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除
しています。

② 金融商品の時価の算定に用いた評価技法の説明
【資産】
イ．預金

満期のない預金については、時価は帳簿価額と近似している
ことから、当該帳簿価額によっています。
満期のある預金については、期間に基づく区分ごとに、リス

クフリーレートである翌日物金利スワップ（Overnight Index
Swap 以下OIS という）のレートで割り引いた現在価値を時価
に代わる金額としてを時価に代わる金額として算定しています。

ロ．有価証券
債券は取引金融機関等から提示された価格によっています。
投資信託は、公表されている基準価格、または、取引金融機

関等から掲示された価格によっており、「時価の算定に関する会
計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第３１号 ２０１９年７月
４日）第２６項に従い、経過措置を適用しています。

ハ．貸出金
貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を

反映するため、貸出先の信用状態が実行後大きく異なっていな
い限り、時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額
によっています。
一方、固定金利によるものは、貸出金の種類及び期間に基づ

く区分ごとに、元利金の合計額をリスクフリーレートであるOIS
のレートで割り引いた額から貸倒引当金を控除して時価に代わ
る金額として算定しています。
また、延滞債権・期限の利益を喪失した債権等について、帳

簿価額から貸倒引当金を控除した額を時価に代わる金額として
います。

【負債】
イ．貯金

要求払貯金については、決算日に要求された場合の支払額（帳
簿価額）を時価とみなしています。また、定期性貯金について
は、期間に基づく区分ごとに、将来のキャッシュ・フローをリ
スクフリーレートであるOIS のレートで割り引いた現在価値を
時価に代わる金額として算定しています。

③ 市場価格のない株式等
市場価格のない株式等は次のとおりであり、これらは①の金融

商品の時価情報には含まれていません。
（単位：千円）

貸借対照表計上額

外 部 出 資 ４，４９９，３００

（注） 外部出資のうち、市場において取引されていない株式や出資
金等については、「金融商品の時価等の開示に関する摘要指針」
（企業会計基準適用指針第１９号 ２０１９年７月４日）第５項に基づ
き、時価開示の対象とはしていません。

④ 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
（単位：千円）

種類 １年以内 １年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内 ５年超

預 金 ９９，８７１，０５７ － － － － －

有価証券 － － － － ２０２，７００ ６，８９６，９２０

その他
有価証
券のう
ち満期
がある
もの

－ － － － ２０２，７００ ６，８９６，９２０

貸 出 金 ３，５８６，６４１ １，８４３，８８５ １，４４２，８９１ １，１３６，０８４ １，４２０，４８９ １２，００７，２９２

合 計 １０３，４５７，６９９ １，８４３，８８５ １，４４２，８９１ １，１３６，０８４ １，６２３，１８９ １８，９０４，２１２

（注）１．貸出金のうち、当座貸越４５５，６１６千円については「１年以内」
に含めています。

２．貸出金のうち３カ月以上延滞債権・期限の利益を喪失した
債権等２２３，３７６千円は償還の予定が見込まれないため、含めて
いません。

⑤ 有利子負債の決算日後の返済予定額
（単位：千円）

種類 １年以内 １年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内 ５年超

貯 金 １０２，９７９，５１３ １０，３３２，４６８ ９，１６７，０５８ ８８８，９５３ ５６６，５８４ １，２３１，９８４

合 計 １０２，９７９，５１３ １０，３３２，４６８ ９，１６７，０５８ ８８８，９５３ ５６６，５８４ １，２３１，９８４

（注） 貯金のうち、要求払貯金については「１年以内」に含めて開
示しています。
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６．有価証券に関する注記
（１）有価証券の時価及び評価差額に関する事項

有価証券の時価及び評価差額に関する事項は次のとおりです。
その他有価証券

その他有価証券において、種類ごとの取得原価又は償却原価、
貸借対照表計上額及びこれらの差額については、次のとおりです。

（単位：千円）
取得原価又
は償却原価

貸借対照表
計 上 額 差 額

貸借対照表
計上額が取
得原価又は
償却原価を
超えるもの

国 債 ９９７，５０１ １，１４５，５８０ １４８，０７８

地 方 債 ２，９９９，６３２ ３，４１５，３８０ ４１５，７４７

政府保証債 ２９８，７７４ ３３８，０００ ３９，２２５

社 債 ６００，０００ ６７２，２００ ７２，２００

受 益 証 券 － － －

小 計 ４，８９５，９０８ ５，５７１，１６０ ６７５，２５１

貸借対照表
計上額が取
得原価又は
償却原価を
超えないも
の

国 債 ４９９，７３８ ４８３，２５０ ▲ １６，４８８

地 方 債 － － －

政府保証債 － － －

社 債 ８００，０００ ７５７，４８０ ▲ ４２，５２０

受 益 証 券 ３００，０００ ２８７，７３０ ▲ １２，２７０

小 計 １，５９９，７３８ １，５２８，４６０ ▲ ７１，２７８

合 計 ６，４９５，６４７ ７，０９９，６２０ ６０３，９７２

（注） 上記評価差額から繰延税金負債１６６，６３６千円を差し引いた額
４３７，３３６千円が、「その他有価証券評価差額金」に含まれていま
す。

（２）当事業年度中に売却したその他有価証券
当事業年度中において、売却した有価証券はありません。

（単位：千円）
売却額 売却益 売却損

国 債 ４０５，２４０ ３，８１９ －

（３）当事業年度中において、保有目的が変更となった有価証券
当事業年度中において、保有目的が変更となった有価証券はあり

ません。
７．退職給付に関する注記
（１）退職給付制度の概要

職員の退職給付にあてるため、退職給与規程に基づき、退職一時
金制度を採用しています。また、この制度に加え、同規程に基づき
退職給付の一部にあてるため全国農林漁業団体共済会との契約に基
づく退職金共済制度を採用しています。
なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係

る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法
を適用しています。

（２）退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
（単位：千円）

期首における退職給付引当金 １１７，１５４

退 職 給 付 費 用 ９，５７７

退 職 給 付 の 支 払 額 ▲ ５，８６６

期末における退職給付引当金 １２０，８６５

（３）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された
退職給付引当金の調整表

（単位：千円）
退 職 給 付 債 務 １，１５３，８１７

特 定 退 職 金 共 済 制 度 ▲ １，０３２，９５２

未 積 立 退 職 給 付 債 務 １２０，８６５

退 職 給 付 引 当 金 １２０，８６５

（４）退職給付に関連する損益
（単位：千円）

勤 務 費 用 ９，５７７

退 職 給 付 費 用 計 ９，５７７

（注） 特定共済退職制度への拠出金５４，５２５千円は福利厚生費で処理
しています。

（５）特例業務負担金の将来見込額
人件費（うち福利厚生費）には、厚生年金保険制度及び農林漁業

団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組
合法等を廃止する等の法律附則第５７条の規定に基づき、旧農林共済
組合（存続組合）が行う特例年金給付等の業務に要する費用にあて
るため拠出した特例業務負担金１５，０７２千円を含めて計上しています。
なお、同組合より示された令和４年３月現在における令和１４年３

月までの特例業務負担金の将来見込額は１５３，０６７千円となっています。
８．税効果会計に関する注記
（１）繰延税金資産及び繰延税金負債の内訳

（単位：千円）
区 分 当 期

貸 倒 引 当 金 ６２，７５０
退 職 給 付 引 当 金 ３３，４３１
賞 与 引 当 金 ２５，８０２
役員退職慰労引当金 ７，８８６
減 損 損 失 １３７，８３４
そ の 他 ２７，６０５

繰 延 税 金 資 産 小 計 ２９５，３１０
評 価 性 引 当 額 ▲ ２０２，４１３

繰 延 税 金 資 産 合 計 （Ａ） ９２，８９６
その他有価証券評価差額金 ▲ １６６，６３６
そ の 他 ▲ ５，６７３

繰 延 税 金 負 債 合 計 （Ｂ） ▲ １７２，３０９
繰 延 税 金 負 債 の 純 額（Ａ）＋（Ｂ） ▲ ７９，４１２

（２）法定実効税率と法人税等負担率との差異の主な原因
（単位：％）

区 分 当 期

法定実効税率 ２７．６

交際費等永久に損金に算入されない項目 ０．９

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 ▲ ５．５

事業分量配当金の損金算入額 ▲ ８．９

評価性引当額の増減 ０．１

住民税均等割 ０．８

税額控除 ▲ １．７

その他 ▲ ０．５

税効果会計適用後の法人税等の負担率 １２．８

９．収益認識に関する注記
（収益を理解するための基礎となる情報）

「重要な会計方針に係る事項に関する注記（４）収益及び費用の計上
基準」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しています。

１０．その他の注記
（１）当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約

当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、組
合員等からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された
条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けるこ
とを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は、
１，３７６，２２５千円であります。
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１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

（１）次に掲げる資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券（株式形態の外部出資を含む）の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券……………償却原価法（個別法による定額

法）

・子会社株式及び関連会社株式…移動平均法による原価法

・その他有価証券

イ．時価のあるもの……………期末日の市場価格等に基づく時

価法（評価差額は全部純資産直

入法により処理し、売却原価は

移動平均法により算定）

ロ．時価のないもの……………移動平均法による原価法

② 棚卸資産の評価基準及び評価方法

・購買品（生産資材・燃料等）……総平均法による原価法（貸借対

照表価額は収益性の低下に基づ

く簿価切下げの方法）

・購買品（農機・自動車）…………個別法による原価法（貸借対照

表価額は収益性の低下に基づく

簿価切下げの方法）

・購買品（小売店舗品、部品等）…売価還元法による原価法（貸借

対照表価額は収益性の低下に基

づく簿価切下げの方法）

・その他の棚卸資産………………主として総平均法による原価法

（貸借対照表価額は収益性の低下

に基づく簿価切下げの方法）

（２）固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定率法（ただし、平成１０年４月１日以降に取得した建物（建物

附属設備を除く）については定額法）並びに平成２８年４月１日以

降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用し

ています。

なお、主な耐用年数は以下のとおりです。

建物 ６年～５０年、機械装置 ３年～１５年

② 無形固定資産

定額法を採用しています。

なお、主な耐用年数は以下の通りです。

自社利用のソフトウェア ５年

（３）引当金の計上基準

① 貸倒引当金

貸倒引当金は、予め定めている資産の自己査定の基準、経理規

程及び資産の償却・引当規程に則り、次の通り計上しています。

正常先債権及び要注意先債権（要管理債権を含む）については、

今後１年間の予想損失額又は今後３年間の予想損失額を見込んで

計上しており、予想損失額は、主に１年間又は３年間の貸倒実績

を基礎とした貸倒実績率等の過去の一定期間における平均値に基

づき損失率を求め、算定しています。

破綻懸念先債権については、債権額から担保の処分可能見込額

及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務

者の支払能力を総合的に判断して必要と認められる額を引当てて

います。このうち債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッ

シュ・フローを合理的に見積もることができる債権については、

当該キャッシュ・フローと債権の帳簿価額から担保の処分可能見

込額及び保証による回収可能見込額を控除した残額との差額を引

当てています。

実質破綻先債権及び破綻先債権については、債権の帳簿価額か

ら担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、

その残額を引き当てています。

すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、企画管理部署

が資産査定を実施し、当該部署から独立した内部監査及び監事の

監査を受けており、その査定結果に基づいて、上記の引当を行っ

ています。

② 賞与引当金

職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の

うち当事業年度負担分を計上しています。

③ 退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付

債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度に発生している

と認められる額を計上しています。

なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に

係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡

便法を適用しています。

④ 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えて、役員退職慰労金支給規程に

基づく期末要支給額を計上しています。

⑤ ポイント引当金

JAポイントサービスに基づき組合員・利用者に付与したポイン

トの使用による費用発生に備えるため当事業年度末において将来

発生すると見込まれる額を計上しています。

（４）消費税及び地方消費税の会計処理の方法

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっています。

ただし、固定資産に係る控除対象外消費税等は雑資産に計上し、

５年間で均等償却を行っています。

（５）記載金額の端数処理

記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しており、金額が千円未

満の科目については「０」で表示しています。

（６）その他計算書類等の作成のための基本となる重要な事項

① 事業別収益・事業別費用の内部取引の処理方法

当組合は、事業別の収益及び費用について、事業間取引の相殺

表示を行っていません。

よって、事業別の収益及び費用については、事業間の内部取引

も含めて表示しています。

ただし、損益計算書の事業収益、事業費用については、農業協

同組合法施行規則にしたがい、各事業間の内部損益を除去した額

を記載しています。

２．貸借対照表に関する注記

（１）有形固定資産に係る圧縮記帳額

有形固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳額は１，７６４，６３６

千円であり、その内訳は次のとおりです。

① 建物 ６１９，６１０千円

② 機械装置 ９９８，８７４千円

③ 土地 ２８，４３３千円

④ その他の有形固定資産 １１７，７１７千円

（２）担保に供した資産

定期預金９００，０００千円を為替決済保証金の担保に供しています。ま

た、定期預金子会社等に対する金銭債務の総額３，０００千円を県公金収

納事務取り扱いに係る担保に供しています。

（３）子会社等に対する金銭債権及び金銭債務

子会社等に対する金銭債権の総額 １３３，３０６千円

子会社等に対する金銭債務の総額 ３２１，２３６千円

（４）役員との間の取引による役員に対する金銭債権及び金銭債務

理事及び監事に対する金銭債権の総額 ６９，３２９千円

理事及び監事に対する金銭債務の総額 なし

（５）貸出金のうちリスク管理債権の合計額及びその内訳

貸出金のうち、破綻先債権額は２，０１３千円、延滞債権額は２９９，３８５

千円です。

なお、破綻先債権とは、元本又は利息の遅延が相当期間継続して

いることその他の事由により元本又は利息の取立又は弁済の見込み

がないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行っ

た部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法

人税法施行令第９６条第１項第３号のイからホまでに掲げる事由又は

同項第４号に規定する事由が生じている貸出金です。

また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債

権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支

払を猶予した貸出金以外の貸出金です。貸出金のうち、３カ月以上

延滞債権額はありません。なお、３カ月以上延滞債権とは、元本又

は利息の支払が約定支払日の翌日から３カ月以上遅延している貸出

金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものです。

貸出金のうち、貸出条件緩和債権額はありません。

注記表（令和２年度）
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なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図る

ことを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、

債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻

先債権、延滞債権及び３カ月以上延滞債権に該当しないものです。

破綻先債権額、延滞債権額、３カ月以上延滞債権額及び貸出条件

緩和債権額の合計額は３０１，３９９千円です。

なお、上記に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額です。

３．損益計算書に関する注記

（１）子会社等との事業取引による取引高の総額及び事業取引以外の取

引による取引高の総額

① 子会社等との取引による収益総額 ６３，５０１千円

うち事業取引高 ２１，７９６千円

うち事業取引以外の取引高 ４１，７０５千円

② 子会社等との取引による費用総額 ３１，１６４千円

うち事業取引高 ３０，３２６千円

うち事業取引以外の取引高 ８３８千円

（２）減損会計に関する注記

① グルーピングの方法と共用資産の概要

当組合は、支店については管理会計の単位としている支店を基

本にグルーピングし、経済施設については施設単位でグルーピン

グしています。また、本店、農業関係施設等の共同利用施設につ

いては、JA全体の共用資産としています。

② 減損損失を認識した資産または資産グループの概要

当期に減損損失を計上した固定資産は以下のとおりです。

場 所 用途 種類

旧Ａコープ山中店 賃 貸 土地・建物

片山津給油所裏地 遊 休 土 地

③ 減損損失の認識に至った経緯

旧Ａコープ山中店及び片山津給油所裏地は、時価相当額が帳簿

価額まで達していないため帳簿価額を回収可能限度額まで減額し、

当期減少額を減損損失として認識しました。

④ 減損損失の金額について、特別損失に計上した金額と主な固定

資産の種類ごとの減損損失の内訳

旧Ａコープ山中店 ６４６千円（土地：６０７千円）

片山津給油所裏地 １８７千円（土地：１８７千円）

合 計 ８３３千円（土地：７９５千円）

⑤ 回収可能価額の算定方法

上記資産の回収可能価額については正味売却価額を採用してお

り、その時価は固定資産税評価に基づき算定しています。

（３）事業別収益・事業別費用の内部取引の処理方法に関する追加情報

の注記

（追加情報）

当組合は、事業別の収益及び費用について、事業間取引の相殺表

示を行っていません。よって、事業別の収益及び費用については、

事業間の内部取引も含めて表示しています。ただし、損益計算書の

事業収益、事業費用については、農業協同組合法施行規則にしたが

い、各事業間の内部損益を除去した額を記載しています。

４．金融商品に関する注記

（１）金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取り組み方針

当組合は農家組合員の皆さまや地域から預かった貯金を原資に、

農家組合員や地域内の企業や団体などへ貸付け、残った余裕金を

石川県信用農業協同組合連合会へ預けているほか、国債や地方債

などの債券による運用を行っています。

② 金融商品の内容及びそのリスク

当組合が保有する金融資産は、主として当組合管内の組合員等

に対する貸出金及び有価証券であり、貸出金は、組合員等の契約

不履行によってもたらされる信用リスクに晒されています。

また、有価証券は債券であり、純投資目的（その他有価証券）

で保有しています。これらは発行体の信用リスク、金利の変動リ

スク及び市場価格の変動リスクに晒されています。

③ 金融商品に係るリスク管理体制

イ．信用リスクの管理

当組合は、個別の重要案件又は大口案件については理事会に

おいて対応方針を決定しています。また、通常の貸出取引につ

いては、本店に審査課を設置し各支店との連携を図りながら、

与信審査を行っています。審査にあたっては、取引先のキャッ

シュ・フローなどにより償還能力の評価を行うとともに、担保

評価基準など厳格な審査基準を設けて、与信判定を行っていま

す。貸出取引において資産の健全性の維持・向上を図るため、

資産の自己査定を厳格に行っています。不良債権については管

理・回収方針を作成・実践し、資産の健全化に取り組んでいま

す。また、資産自己査定の結果、貸倒引当金については資産の

償却・引当規程に基づき必要額を計上し、資産及び財務の健全

化に努めています。

ロ．市場リスクの管理

当組合では、金利リスク、価格変動リスクなどの市場性リス

クを的確にコントロールすることにより、収益化及び財務の安

定化を図っています。このため、財務の健全性維持と収益力強

化とのバランスを重視した ALMを基本に、資産・負債の金利感

応度分析などを実施し、金融情勢の変化に機敏に対応できる柔

軟な財務構造の構築に努めています。

とりわけ、有価証券運用については、市場動向や経済見通し

などの投資環境分析及び当組合の保有有価証券ポートフォリオ

の状況や ALMなどを考慮し、理事会において運用方針を定める

とともに、経営層で構成する ALM委員会を定期的に開催して、

日常的な情報交換及び意思決定を行っています。貯金課は、理

事会で決定した運用方針及び ALM委員会で決定された方針など

に基づき、有価証券の売買やリスクヘッジを行っています。貯

金課が行った取引については企画管理課が適切な執行を行って

いるかどうかチェックし定期的にリスク量の測定を行い経営層

に報告しています。

市場リスクに係る定量的情報

当組合で保有している金融商品はすべてトレーディング目

的以外の金融商品です。当組合において、主要なリスク変数

である金利リスクの影響を受ける主たる金融商品は、預金、

貸出金、有価証券のうちその他有価証券に分類している債券、

貯金及び借入金です。

当組合では、これらの金融資産及び金融負債について、期

末後１年程度の金利の合理的な予想変動幅を用いた経済価値

の変動額を、金利の変動リスクの管理にあたっての定量的分

析に利用しています。

金利以外のすべてのリスク変数が一定であると仮定し、当

事業年度末現在、指標となる金利が０．１％上昇したものと想定

した場合には、経済価値が５８，８０８千円減少するものと把握し

ています。

当該変動額は、金利を除くリスク変数が一定の場合を前提

としており、金利とその他のリスク変数の相関を考慮してい

ません。

また、金利の合理的な予想変動幅を超える変動が生じた場

合には、算定額を超える影響が生じる可能性があります。

ハ．資金調達に係る流動性リスクの管理

当組合では、資金繰りリスクについては、運用・調達につい

て月次の資金計画を作成し、安定的な流動性の確保に努めてい

ます。また、市場流動性リスクについては、投資判断を行う上

での重要な要素と位置付け、商品ごとに異なる流動性（換金性）

を把握したうえで、運用方針などの策定の際に検討を行ってい

ます。

④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価（時価に代わるものを含む）には、市場価格に

基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された

価額（これに準ずる価額を含む）が含まれています。当該価額の

算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（２）金融商品の時価等に関する事項

① 金融商品の貸借対照表計上額及び時価等

当年度末における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、

次のとおりです。

なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものにつ

いては、次表には含めず③に記載しています。
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（単位：千円）

種 類 貸借対照表
計 上 額 時 価 差 額

預 金 ９５，９４１，２３６ ９５，９４２，０９７ ８６１

有 価 証 券 ６，５７１，２５０ ６，５７１，２５０ －

貸 出 金
（貸倒引当金控除後） ２１，９００，９９７ ２２，３８８，９８９ ４８７，９９２

貸 出 金 ２２，０７６，１５７

貸 倒 引 当 金 １７５，１５９

資 産 計 １２４，４１３，４８３ １２４，９０２，３３６ ４８８，８５３

貯 金 １２０，８４２，７８６ １２０，８７５，７９１ ３３，００４

負 債 計 １２０，８４２，７８６ １２０，８７５，７９１ ３３，００４

（注） 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除

しています。

② 金融商品の時価の算定方法

【資産】

イ．預金

満期のない預金については、時価は帳簿価額と近似している

ことから、当該帳簿価額によっています。

満期のある預金については、期間に基づく区分ごとに、円

Libor・スワップレートで割り引いた現在価値を時価に代わる金

額として算定しています。

ロ．有価証券

債券は取引金融機関等から提示された価格によっています。

ハ．貸出金

貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を

反映するため、貸出先の信用状態が実行後大きく異なっていな

い限り、時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額

によっています。

一方、固定金利によるものは、貸出金の種類及び期間に基づ

く区分ごとに、元利金の合計額を円 Libor・スワップレートで割

り引いた額から貸倒引当金を控除して時価に代わる金額として

算定しています。

また、延滞債権・期限の利益を喪失した債権等について、帳

簿価額から貸倒引当金を控除した額を時価に代わる金額として

います。

【負債】

イ．貯金

要求払貯金については、決算日に要求された場合の支払額（帳

簿価額）を時価とみなしています。また、定期性貯金について

は、期間に基づく区分ごとに、将来のキャッシュ・フローを円

Libor・スワップレートで割り引いた現在価値を時価に代わる金

額として算定しています。

③ 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は次の

とおりであり、これらは①の金融商品の時価情報には含まれてい

ません。

（単位：千円）
貸借対照表計上額

外 部 出 資 ４，４９７，５６０

（注） 外部出資のうち、市場価格のない株式については、時価を把

握することが極めて困難であると認められるため、時価開示の

対象とはしていません。

④ 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

（単位：千円）

種類 １年以内 １年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内 ５年超

預 金 ９５，９４１，２３６ － － － － －

有価証券 － － － － － ６，５７１，２５０

その他
有価証
券のう
ち満期
がある
もの

－ － － － － ６，５７１，２５０

貸 出 金 ２，８１９，５３５ ２，９８０，１９９ １，７４３，２４８ １，３３４，９９４ １，０３７，５１０ １１，９２３，１６７

合 計 ９８，７６０，７７１ ２，９８０，１９９ １，７４３，２４８ １，３３４，９９４ １，０３７，５１０ １８，４９４，４１７

（注）１．貸出金のうち、当座貸越４１８，６８３千円については「１年以内」

に含めています。

２．貸出金のうち３カ月以上延滞債権・期限の利益を喪失した

債権等２３７，４９９千円は償還の予定が見込まれないため、含めて

いません。

⑤ 有利子負債の決算日後の返済予定額

（単位：千円）

種類 １年以内 １年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内 ５年超

貯 金 ９１，６１０，７１４ １５，９５４，１０８ １０，４８３，９８０ ５０９，６６１ ８０９，１５４ １，４７５，１６６

合 計 ９１，６１０，７１４ １５，９５４，１０８ １０，４８３，９８０ ５０９，６６１ ８０９，１５４ １，４７５，１６６

（注） 貯金のうち、要求払貯金については「１年以内」に含めて開

示しています。

５．有価証券に関する注記

（１）有価証券の時価及び評価差額に関する事項

有価証券の時価及び評価差額に関する事項は次のとおりです。

その他有価証券

その他有価証券において、種類ごとの取得原価又は償却原価、

貸借対照表計上額及びこれらの差額については、次のとおりです。

（単位：千円）
取得原価又
は償却原価

貸借対照表
計 上 額 差 額

貸借対照表
計上額が取
得原価又は
償却原価を
超えるもの

国 債 １，３９８，７０４ １，５７０，０４０ １７１，３３５

地 方 債 ２，９９９，５９９ ３，４８０，５４０ ４８０，９４０

政府保証債 ２９８，６６３ ３４３，８２０ ４５，１５６

社 債 ６００，０００ ６８３，４１０ ８３，４１０

受 益 証 券 １００，０００ １００，２００ ２００

小 計 ５，３９６，９６７ ６，１７８，０１０ ７８１，０４２

貸借対照表
計上額が取
得原価又は
償却原価を
超えないも
の

国 債 － － －

地 方 債 － － －

政府保証債 － － －

社 債 ２００，０００ １９５，２４０ ▲ ４，７６０

受 益 証 券 ２００，０００ １９８，０００ ▲ ２，０００

小 計 ４００，０００ ３９３，２４０ ▲ ６，７６０

合 計 ５，７９６，９６７ ６，５７１，２５０ ７７４，２８２

（注） 上記評価差額から繰延税金負債２１３，６２４千円を差し引いた額

５６０，６５８千円が、「その他有価証券評価差額金」に含まれていま

す。

（２）当事業年度中に売却したその他有価証券

当事業年度中において、売却した有価証券はありません。

（３）当事業年度中において、保有目的が変更となった有価証券

当事業年度中において、保有目的が変更となった有価証券はあり

ません。

（４）当事業年度中において、減損処理を行った有価証券

当事業年度中において、非上場株式９９９千円の減損処理を行ってい

ます。

時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式の減損

処理にあたっては、財政状態の悪化により実質価額が著しく低下し

た場合には、回復可能性等を考慮して減損処理を行っています。

６．退職給付に関する注記

（１）退職給付制度の概要

職員の退職給付にあてるため、退職給与規程に基づき、退職一時

金制度を採用しています。また、この制度に加え、同規程に基づき

退職給付の一部にあてるため全国農林漁業団体共済会との契約に基

づく退職金共済制度を採用しています。

なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係

る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法

を適用しています。

（２）退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表

（単位：千円）
期首における退職給付引当金 １１１，８８５

退 職 給 付 費 用 １０，４４８

退 職 給 付 の 支 払 額 ▲ ５，１７９

期末における退職給付引当金 １１７，１５４
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（３）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された

退職給付引当金の調整表

（単位：千円）
退 職 給 付 債 務 １，１３６，３６８

特 定 退 職 金 共 済 制 度 ▲ １，０１９，２１３

未 積 立 退 職 給 付 債 務 １１７，１５４

退 職 給 付 引 当 金 １１７，１５４

（４）退職給付に関連する損益

（単位：千円）
勤 務 費 用 １０，４８８

退 職 給 付 費 用 計 １０，４８８

（注） 特定共済退職制度への拠出金５５，８７３千円は福利厚生費で処理

しています。

（５）特例業務負担金の将来見込額

人件費（うち福利厚生費）には、厚生年金保険制度及び農林漁業

団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組

合法等を廃止する等の法律附則第５７条の規定に基づき、旧農林共済

組合（存続組合）が行う特例年金給付等の業務に要する費用にあて

るため拠出した特例業務負担金１５，３８３千円を含めて計上しています。

なお、同組合より示された令和３年３月現在における令和１４年３

月までの特例業務負担金の将来見込額は１７１，３３９千円となっています。

７．税効果会計に関する注記

（１）繰延税金資産及び繰延税金負債の内訳

（単位：千円）
区 分 当 期

貸 倒 引 当 金 ６４，４９１
退 職 給 付 引 当 金 ３２，４０１
賞 与 引 当 金 ２５，５７８
役員退職慰労引当金 ６，０４６
減 損 損 失 １３６，２９１
そ の 他 ２５，３８６

繰 延 税 金 資 産 小 計 ２９０，１９７
評 価 性 引 当 額 ▲ ２０２，１１５

繰 延 税 金 資 産 合 計 （Ａ） ８８，０８２
その他有価証券評価差額金 ▲ ２１３，６２４
そ の 他 ▲ ５，６７３

繰 延 税 金 負 債 合 計 （Ｂ） ▲ ２１９，２９７
繰 延 税 金 負 債 の 純 額（Ａ）＋（Ｂ） ▲ １３１，２１５

（２）法定実効税率と法人税等負担率との差異の主な原因

（単位：％）
区 分 当 期

法定実効税率 ２７．６

交際費等永久に損金に算入されない項目 １．１

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 ▲ ４．４

事業分量配当金の損金算入額 ▲ ７．４

評価性引当額の増減 ▲ １．４

住民税均等割 ０．８

税額控除 ▲ １．４

その他 ▲ ０．１

税効果会計適用後の法人税等の負担率 １４．８

８．その他の注記

（１）当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約

当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、組

合員等からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された

条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けるこ

とを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は、

１，３７０，２４０千円であります。

―２３―



（注）１．事業分量配当金の基準は、以下のとおりです。
主食用米出荷数７００円／６０kg

２．次期繰越剰余金には、教育、生活・文化改善の事業に充てるための繰越額１３，０００千円が
含まれています。

３．任意積立金における目的積立金の積立目的及び積立目標額、取崩基準等は次のとおりで
す。

４．剰余金処分計算書

項 目 令和 ２ 年度 令和 ３ 年度
１．当 期 未 処 分 剰 余 金 ２，１４８，２１４ ５２９，５０８
２．任 意 積 立 金 取 崩 額 － －
３．剰 余 金 処 分 額 １，９５６，０２６ ３４１，９３２
（１）利 益 準 備 金 ５０，０００ ５０，０００
（２）任 意 積 立 金 １，８０６，４３６ １７４，８１４

施設整備積立金 ２８２，０００ １７０，０００
税 効 果 積 立 金 － ４，８１４
リスク管理積立金 ９９９ －

（３）出 資 配 当 金 ２４，３８８ ２４，２５３
（年率） （１．２５） （１．２５）

（４）事 業 分 量 配 当 金 ７５，２０１ ９２，８６４
４．次 期 繰 越 剰 余 金 １９２，１８７ １８７，５７５

種 類 積立目的 積立目標額または積立基準 取 崩 基 準

リスク管理積
立金

貸出金等不良債権の貸倒損失、有
価証券運用の評価損、処分損、預
け金の損失、固定資産の減損損
失、損害賠償義務に伴う損失、訴
訟等に伴う費用、地震・火災等の
災害に伴う修繕費用、資本的支出
に備える

積立対象資産期末帳簿価額の２５／
１０００に達する額

積立目的の事象が発生した場合に限り、目
的に沿った取崩しとして取崩す

施設整備積立
金

施設の取得、修繕、処分に備え、
自己資本を充実するため

１．取得予定施設の取得価格相当額
２．修繕に要する費用が多額な固定
資産について、取得価格の１０％以
内の額
３．施設整備及び遊休資産等の処分
に伴う、取壊費用、処分損相当額

積立目的の事象が発生した場合に限り、目
的に沿った取崩しとして取崩す

農業経営基盤
積立金

農業の経営基盤強化に資するた
め、特別措置及び臨時措置に要す
る費用もしくは支出に備えるため

販売品取り扱い高の１０／１００相当額 次の事象が発生した場合に限り、目的に
沿った取崩しとして取崩す
１．農業経営対策のための支出
２．災害対策のための支出
３．農業振興のための支出

福祉事業積立
金

高齢者福祉事業に要する費用なら
びに施設型高齢者福祉事業の実施
に備える

施設型高齢者福祉事業を行うために
要する額

施設型高齢者福祉事業実施の目標年度に達
した場合の当該金額

税効果積立金 税効果会計により発生する繰延税
金資産を自己資本に充てるため

毎事業年度に算定される税効果相当
額の増加額

過年度に積み立てた税効果相当額に減額の
要因がある場合は、当該減少額を取崩す

取得施設維持
管理積立金

取得した施設の維持・管理に必要
となる財務基盤の確保のため

施設整備積立金取崩額のうち当該施
設の償却資産に対応する金額として
計算した金額

次の事象が発生した場合に限り、目的に
沿った取崩しとして以下の金額を取り崩す
１．積立の対象となった償却資産を事業の
用に供することにより減価償却費を計上
した場合、積立金について減価償却費と
同様の方法により計算した金額
２．積立の対象となった償却資産を除却し
た場合、対応する積立金の残額

（単位：千円、％）

―２４―



令和３年度
（単位：千円）

※ ⑥⑩⑫⑮⑰は、各課に直課できない部分。
※ 上記（部門別損益計算書）の事業収益、事業費用の「計」欄は、各事業の収益、費用の単純合算値を記載しています。
一方、損益計算書の事業収益、事業費用については、農業協同組合法施行規則にしたがい、各事業間の内部損益を除去した額を記
載しています。
よって、両者は一致していません。

（注）１．共通管理費及び営農指導事業の他部門への配賦基準等
（１）共通管理費等

事業総利益割６０％、要員割４０％により各場所部門別に配賦
（２）営農指導事業

農業関連事業に１００％配賦
２．配賦割合（１の配賦基準で算出した配賦の割合）

区 分 計 信用事業 共済事業 農業関連
事 業

生活その他
事 業

営農指導
事 業

共通管理費
等

事 業 収 益 ① ４，７４３，０５９ ８４７，０５４ ６５５，７９１ １，７０３，２５２ １，５３１，２０５ ５，７５４
事 業 費 用 ② ２，７６７，９５１ １１７，７３０ ３２，６３２ １，２５３，４１２ １，３２０，２１２ ４３，９６３
事 業 総 利 益 ③
（①－②） １，９７５，１０７ ７２９，３２４ ６２３，１５９ ４４９，８４０ ２１０，９９３ ▲３８，２０９

事 業 管 理 費 ④ １，８１３，６３５ ６４８，７６３ ３８９，６２２ ４４８，８２７ ２２４，３９２ １０２，０２９
（うち減価償却費 ⑤－１） １９７，１３２ ３１，８１６ ２４，４１１ ９１，９１２ ２７，６７５ ２１，３１６
（うち人件費 ⑤－２） １，２４４，０７０ ４５１，５６７ ３１１，５３７ ２６４，５０２ １４３，３２７ ７３，１３６
※うち共通管理費 ⑥ ２１５，４３７ １４８，３００ １５７，１９３ ６９，４６１ ９，３６０ ▲５９９，７５３
（うち減価償却費 ⑦－１） ２４，７２４ ２１，１９５ １６，５８８ ６，６７４ ５，７３３ ▲７４，９１７
（うち人件費 ⑦－２） １１１，０８６ ７７，５２０ ７６，８３９ ３７，８４０ １，２８１ ▲３０４，５６８
事 業 利 益 ⑧
（③－④） １６１，４７２ ８０，５６１ ２３３，５３６ １，０１２ ▲１３，３９９ ▲１４０，２３８

事 業 外 収 益 ⑨ １５７，２２１ ５５，７２７ ３３，１３５ ４３，２８１ ２２，６６８ ２，４０８
※うち共通分 ⑩ ５５，６０７ ３２，８９３ ４３，１２９ １７，８２９ ２，４０８ ▲１５１，８６８
事 業 外 費 用 ⑪ ３４，７８９ １０，２１１ ７，７９４ １２，５５６ ３，８８９ ３３７
※うち共通分 ⑫ １０，２１１ ７，５５２ １１，８５７ ３，７６１ ３０７ ▲３３，６８９
経 常 利 益 ⑬
（⑧＋⑨－⑪） ２８３，９０３ １２６，０７７ ２５８，８７７ ３１，７３７ ５，３７９ ▲１３８，１６７

特 別 利 益 ⑭ ４，０４３ １，１２４ １，０７５ １，３０２ ５４１
※うち共通分 ⑮ １，１２４ １，０７５ １，３０２ ５４１ ▲４，０４３
特 別 損 失 ⑯ ３，０９８ ９０８ ６４２ ８７９ ６６８
※うち共通分 ⑰ ９０８ ６４２ ８７９ ３８１ ▲２，８１１
税 引 前 当 期 利 益 ⑱
（⑬＋⑭－⑯） ２８４，８４８ １２６，２９２ ２５９，３１０ ３２，１６０ ５，２５２ ▲１３８，１６７

営農指導事業分配賦額 ⑲ １３８，１６７
営農指導事業分配賦後
税 引 前 当 期 利 益 ⑳
（⑱－⑲）

２８４，８４８ １２６，２９２ ２５９，３１０ ▲１０６，００７ ５，２５２

（単位：％）

区 分 信用事業 共済事業 農業関連
事 業

生活その他
事 業

営農指導
事 業 計

共 通 管 理 費 等 ３５．９２ ２４．７３ ２６．２１ １１．５８ １．５６ １００

営 農 指 導 事 業 － － １００．００ － － １００

５．部門別損益計算書

―２５―



令和２年度
（単位：千円）

※ ⑥⑩⑫⑮⑰は、各課に直課できない部分。
※ 上記（部門別損益計算書）の事業収益、事業費用の「計」欄は、各事業の収益、費用の単純合算値を記載しています。
一方、損益計算書の事業収益、事業費用については、農業協同組合法施行規則にしたがい、各事業間の内部損益を除去した額を記
載しています。
よって、両者は一致していません。

（注）１．共通管理費及び営農指導事業の他部門への配賦基準等
（１）共通管理費等

事業総利益割６０％、要員割４０％により各場所部門別に配賦
（２）営農指導事業

農業関連事業に１００％配賦
２．配賦割合（１の配賦基準で算出した配賦の割合）

区 分 計 信用事業 共済事業 農業関連
事 業

生活その他
事 業

営農指導
事 業

共通管理費
等

事 業 収 益 ① ４，８７３，５８６ ８６８，９４７ ６６６，５３１ １，７４７，０９５ １，５８５，６１９ ５，３９２
事 業 費 用 ② ２，８９２，３２４ １１６，８５６ ３０，７８９ １，３４２，６５３ １，３５５，５０６ ４６，５１７
事 業 総 利 益 ③
（①－②） １，９８１，２６１ ７５２，０９０ ６３５，７４２ ４０４，４４１ ２３０，１１２ ▲４１，１２５

事 業 管 理 費 ④ １，７５８，９９４ ６１０，５１７ ３８４，４６９ ３６３，３０６ ３００，８０１ ９９，９００
（うち減価償却費 ⑤－１） １５３，０１９ ２０，２９７ ９，４７２ ７２，５２０ ３６，１４５ １４，５８２
（うち人件費 ⑤－２） １，２６６，９５５ ４３２，３０５ ３１９，２１８ ２２９，０７３ ２０９，８２３ ７６，５３５
※うち共通管理費 ⑥ １９３，００５ １３６，７８２ １０９，４９４ ７６，６１１ １３，０３６ ▲５２８，９３０
（うち減価償却費 ⑦－１） １３，１９４ ６，２６５ １５，２９２ ５，０６９ ５，２７９ ▲４５，１０１
（うち人件費 ⑦－２） １０６，００９ ７８，７２０ ５５，０５７ ４４，６８１ ２，５５４ ▲２８７，０２３
事 業 利 益 ⑧
（③－④） ２２２，２６７ １４１，５７２ ２５１，２７２ ４１，１３５ ▲７０，６８８ ▲１４１，０２５

事 業 外 収 益 ⑨ １３９，９０４ ５４，２０８ ３５，３８７ ２４，１６７ ２５，８８６ ２５５
※うち共通分 ⑩ ４８，８０３ ３５，３８７ ２３，９７３ ２２，５９０ ２５５ ▲１３１，００９
事 業 外 費 用 ⑪ ３１，４４４ １０，２５９ ９，２８１ ６，９９５ ４，８３７ ７０
※うち共通分 ⑫ １０，２５９ ９，１８５ ６，７８０ ４，８３７ ７０ ▲３１，１３３
経 常 利 益 ⑬
（⑧＋⑨－⑪） ３３０，７２７ １８５，５２１ ２７７，３７８ ５８，３０７ ▲４９，６４０ ▲１４０，８４０

特 別 利 益 ⑭ ２７１，５２３ ３，７８４ ２，６６９ ２６３，３２４ １，７４５ －
※うち共通分 ⑮ ３，７８４ ２，６６９ １，７３８ １，７４５ － ▲９，９３７
特 別 損 失 ⑯ ３１９，８１９ ２０，６１１ １６，３８０ ２７２，９２３ ９，８９４ １０
※うち共通分 ⑰ ２０，６１１ １６，３８０ １１，３３７ ９，７９４ １０ ▲５８，１３３
税 引 前 当 期 利 益 ⑱
（⑬＋⑭－⑯） ２８２，４３０ １６８，６９４ ２６３，６６７ ４８，７０８ ▲５７，７８９ ▲１４０，８５０

営農指導事業分配賦額 ⑲ １４０，８５０
営農指導事業分配賦後
税 引 前 当 期 利 益 ⑳
（⑱－⑲）

２８２，４３０ １６８，６９４ ２６３，６６７ ▲９２，１４２ ▲５７，７８９

（単位：％）

区 分 信用事業 共済事業 農業関連
事 業

生活その他
事 業

営農指導
事 業 計

共 通 管 理 費 等 ３６．５０ ２５．８６ ２０．７０ １４．４８ ２．４６ １００

営 農 指 導 事 業 － － １００．００ － － １００

―２６―



確認書

１．私は、当 JAの令和３年４月１日から令和４年３月３１日までの事業年度にかかるディスクロー
ジャー誌に記載した内容のうち、財務諸表作成に関するすべての重要な点において、農業協同組合法
施行規則に基づき適正に表示されていることを確認いたしました。

２．この確認を行うに当たり、財務諸表が適正に作成される以下の体制が整備され、有効に機能してい
ることを確認しております。
（１）業務分掌と所管部署が明確化され、各部署が適切に業務を遂行する体制が整備されております。
（２）業務の実施部署から独立した内部監査部門が内部管理体制の適切性・有効性を検証しており、重
要な事項については理事会等に適切に報告されております。

（３）重要な経営情報については、理事会等へ適切に付議・報告されております。

令和４年７月２９日
加賀農業協同組合
代表理事組合長 中村 眞

令和３年度の貸借対照表、損益計算書、剰余金処分計算書及び注記表は、農業協同組合法第３７条の２
第３項の規定に基づき、みのり監査法人の監査を受けております。

Ⅱ 損益の状況
１．最近の５事業年度の主要な経営指標

（単位：千円、口、人、％）

種 類 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度
経 常 収 益 ５，４２５，１７３ ５，５３２，０９１ ５，４３８，０４０ ４，８７３，５８６ ４，７４３，０５９
信 用 事 業 収 益 ９９２，０２８ ９８２，６２３ １，０１０，７２１ ８６８，９４７ ８４７，０５４
共 済 事 業 収 益 ７１２，７３５ ６８７，６５０ ６８５，７２９ ６６６，５３１ ６５５，７９１
農業関連事業収益 １，７２４，８８０ １，７８０，８９５ １，７６０，２４７ １，７４７，０９５ １，７０３，２５２
その他事業収益 １，９９５，５２９ ２，０８０，９２２ １，９７５，５８１ １，５９１，０１３ １，５３６，９５９

経 常 利 益 ３９７，５９８ ３３２，４２１ ５３５，９５４ ３３０，７２７ ２８３，９０３
当 期 剰 余 金 ３１５，５６１ ２６９，８０６ ３４８，３８３ ２４０，５１３ ２４８，６１７
出 資 金 １，９６６，４４５ １，９６４，３０５ １，９８５，８７０ １，９７５，６４０ １，９６０，８４５
（出 資 口 数） ３９３，２８９ ３９２，８６１ ３９７，１７４ ３９５，１２８ ３９２，１６９
純 資 産 額 １０，８１９，８９２ １１，０２４，１４６ １１，１５６，４０１ １１，２３５，７２７ １１，２３４，８８４
総 資 産 額 １２１，３６７，０７４ １２４，４９５，３２０ １２７，７２１，１８７ １３５，３６９，８１１ １３８，７７５，２１４
貯 金 残 高 １０８，３９５，５１２ １１０，８６４，０２５ １１４，２９３，８７３ １２１，１４２，７８６ １２５，４６６，５６３
貸 出 金 残 高 ２５，５８３，７８７ ２４，０３３，０８６ ２３，００４，００３ ２２，０７６，１５７ ２１，６６０，６６１
有 価 証 券 残 高 ８，１３６，１４０ ７，６８１，５２５ ５，９１６，５３０ ６，５７１，２５０ ７，０９９，６２０
剰 余 金 配 当 金 額 ９２，７４０ ８９，７６３ １１１，８４０ ９９，５９０ １１７，１１７
出 資 配 当 金 ２９，０８７ ２４，１４４ ２４，４５８ ２４，３８８ ２４，２５３
事業分量配当金 ６３，６５３ ６５，６１８ ８７，３８１ ７５，２０１ ９２，８６４

職 員 数 ２０１ ２０８ ２０４ ２００ １９４
単体自己資本比率 ２８．７１ ２５．８０ ２５．２０ ２３．７３ ２３．８５

６．財務諸表の正確性等にかかる確認

（注）１．経常収益は各事業収益の合計額を表しています。
２．当期剰余金は、銀行等の当期利益に相当するものです。
３．貯金残高には、譲渡性貯金を含みます。
４．信託業務の取り扱いは行っていません。
５．「単体自己資本比率」は、「農業協同組合がその経営の健全性を判断するための基準」（平成１８年金融庁・農水省告示第２号）に
基づき算出しています。

７．会計監査人の監査

―２７―



２．利益総括表
（単位：千円、％）

３．資金運用収支の内訳
（単位：千円、％）

４．受取・支払利息の増減額
（単位：千円）

項 目
令 和 ２ 年 度 令 和 ３ 年 度

平 均 残 高 利 息 利 回 平 均 残 高 利 息 利 回
資 金 運 用 勘 定 １２４，０７６，４７４ ８１８，７８９ ０．６６ １２８，１４１，６３６ ７９２，３０９ ０．６２
預 金 ９６，６８２，２９０ ５７１，９８７ ０．５９ １００，７８９，７５５ ５４８，２４７ ０．５４
有 価 証 券 ５，３１９，６７３ ８１，２８２ １．５３ ５，７７０，００１ ８５，２６０ １．４８
貸 出 金 ２２，０７４，５１１ １６５，５１９ ０．７５ ２１，５８１，８８０ １５８，８００ ０．７４

資 金 調 達 勘 定 １２１，４４７，０７３ ２８，９９７ ０．０２ １２５，９１５，６０１ ２０，０９８ ０．０２
貯金・定期積金 １１８，７８３，９９５ ２８，８９５ ０．０２ １２３，９５３，１８５ ２０，０３９ ０．０２
譲 渡 性 貯 金 ２，６５８，０８２ ４３１ ０．０２ １，９５９，４５２ ７０ ０．００
借 入 金 ４，９９５ １０１ ２．０２ ２，９６４ ６０ ２．０２

総 資 金 利 ざ や ０．１３ ０．０９

項 目 令和２年度増減額 令和３年度増減額
受 取 利 息 ▲ ２８，０３７ ▲ ２６，４８０
預 金 利 息 １６，４０１ ▲ ８，５３３
有 価 証 券 利 息 ▲ １０，５０５ ３，９７９
貸 出 金 利 息 ▲ １５，２９０ ▲ ６，７１９
そ の 他 受 入 利 息 ▲ １８，６４３ ▲ １５，２０７

支 払 利 息 ▲ ９，６９８ ▲ ９，４９０
貯 金 利 息 ▲ ９，１７０ ▲ ８，２３５
給付補�備金繰入 ▲ ７４７ ▲ ６２１
譲 渡 性 貯 金 利 息 １８２ ▲ ３６１
借 入 金 利 息 ▲ ３８ ▲ ４１
そ の 他 支 払 利 息 ７５ ▲ ２３２

差 引 ▲ １８，３３９ ▲ １６，９９０

（注） 総資金利ざや＝資金運用利回り－資金調達原価（資金調達利回り＋経費率）

（注） 増減額は前年度対比です。

項 目 令和 ２ 年度 令和 ３ 年度 増 減
資 金 運 用 収 益 ８１８，７８９ ７９２，３０９ ▲ ２６，４８０
役 務 取 引 等 収 益 ２９，９３３ ２９，２７０ ▲ ６６３
その他信用事業収益 ２０，２２３ ２５，４７４ ５，２５１
合 計 ８６８，９４７ ８４７，０５４ ▲ ２１，８９３

資 金 調 達 費 用 ３１，５６９ ２２，５１０ ▲ ９，０５９
役 務 取 引 等 費 用 ７，９７８ ７，８７３ ▲ １０５
その他信用事業費用 ７７，３０９ ８７，３４５ １０，０３６
合 計 １１６，８５６ １１７，７３０ ８７４

信 用 事 業 粗 利 益 ７５２，０９０ ７２９，３２４ ▲ ２２，７６６
信用事業粗利益率 ０．６０ ０．５６ ▲ ０．０４
事 業 粗 利 益 １，９８１，２６１ １，９７５，１０７ ▲ ６，１５４
事 業 粗 利 益 率 １．４６ １．４２ ▲ ０．０４
事 業 純 益 ２２１，２２４ １５９，６９３ ▲ ６１，５３１
実 質 事 業 純 益 ２２２，２６７ １６１，４７２ ▲ ６０，７９５
コ ア 事 業 純 益 ２２２，２６７ １５５，８７３ ▲ ６６，３９４
コ ア 事 業 純 益
（投資信託解約損益を除く） ２２２，２６７ １５５，８７３ ▲ ６６，３９４

―２８―



Ⅲ 事業の概況
１．信 用 事 業
（１）貯 金
① 種類別貯金平均残高

（単位：百万円）

② 定期貯金残高
（単位：百万円）

（２）貸 出 金
① 種類別貸出金平均残高

（単位：百万円）

② 貸出金金利条件別内訳残高
（単位：百万円）

種 類 令和 ２ 年度 令和 ３ 年度 増 減
手 形 貸 付 金 － ３７ ３７
証 書 貸 付 金 ２１，６５７ ２１，１３３ ▲ ５２４
当 座 貸 越 ４１８ ４１６ ▲ ２
金 融 機 関 貸 付 － － －
合 計 ２２，０７６ ２１，５８７ ▲ ４８９

割 引 手 形 － － －

種 類 令和 ２ 年度 令和 ３ 年度 増 減
要 求 払 貯 金 ２８，８５０ ３１，４２０ ２，５７０
当 座 貯 金 ２０９ １９２ ▲ １７
普 通 貯 金 ２８，３５０ ３０，９２３ ２，５７３
貯 蓄 貯 金 ２７７ ２９３ １６
通 知 貯 金 － － －
別 段 貯 金 １４ １３ ▲ １
そ の 他 の 貯 金 ０ ０ ０

定 期 性 貯 金 ８９，９３４ ９２，５３３ ２，５９９
定 期 貯 金 ８５，２３６ ８８，１７９ ２，９４２
財 形 貯 蓄 ５１ ４１ ▲ １０
積 立 定 期 貯 金 ６２ ６４ ２
定 期 積 金 ４，５８５ ４，２４９ ▲ ３３６
そ の 他 の 貯 金 － － －

計 １１８，７８４ １２３，９５３ ５，１６９
譲 渡 性 貯 金 ２，６５８ １，９５９ ▲ ６９９
合 計 １２１，４４２ １２５，９１３ ４，４７１

種 類 令和 ２ 年度 令和 ３ 年度 増 減
固 定 金 利 貸 出 ２０，０８３ １９，８７９ ▲ ２０４
変 動 金 利 貸 出 １，４３８ １，２０７ ▲ ２３１
そ の 他 貸 出 ５５４ ５７３ １９
合 計 ２２，０７６ ２１，６６０ ▲ ４１６

種 類 令和 ２ 年度 令和 ３ 年度 増 減
定 期 貯 金 ８６，４９３ ８９，９１０ ３，４１７
うち固定金利定期 ８６，４７６ ８９，８９３ ３，４１７
うち変動金利定期 １７ １７ ０

―２９―



③ 貸出金担保別内訳残高
（単位：百万円）

④ 債務保証見返額担保別内訳残高
（単位：百万円）

⑤ 貸出金使途別内訳残高
（単位：百万円）

⑥ 貸出金業種別残高
（単位：百万円、％）

種 類 令和 ２ 年度 令和 ３ 年度 増 減

担

保

貯 金 １，７５２ １，６８８ ▲ ６４
有 価 証 券 － － －
動 産 － － －
不 動 産 ２，７４８ ２，５０１ ▲ ２４７
そ の 他 担 保 ７０４ ６５３ ▲ ５１

計 ５，２０６ ４，８４３ ▲ ３６３

保
証

農業信用基金協会保証 １１，１５６ １１，９４７ ７９１
そ の 他 保 証 ８７７ ８８０ ３

計 １２，０３３ １２，８２７ ７９４
信 用 ４，８３５ ３，９８９ ▲ ８４６
合 計 ２２，０７６ ２１，６６０ ▲ ４１６

種 類 令和 ２ 年度 令和 ３ 年度 増 減
貯 金 等 － － －
有 価 証 券 － － －
動 産 － － －
不 動 産 － － －
そ の 他 担 保 － － －

計 － － －
信 用 － － －
合 計 － － －

種 類 令和 ２ 年度 令和 ３ 年度 増 減
設 備 資 金 １４，９９５ １５，４１３ ４１８
運 転 資 金 ７，０８１ ６，２４３ ▲ ８３８
合 計 ２２，０７６ ２１，６６０ ▲ ４１６

（注） 運転資金には「農業運転」、「事業運転」、「生活関連（自動車ローンは除く）」が該当します。

種 類 令和２年度 構 成 比 令和３年度 構 成 比 増 減

法

人

農 業 ・ 林 業 １１０ ０．５ １４９ ０．８ ３９
水 産 業 － － － － －
製 造 業 ６９ ０．３ ６２ ０．２ ▲ ７
鉱 業 ３ ０．０ ３ ０．０ ０
建 設 業 ２ ０．０ ０ ０．０ ▲ ２
不 動 産 業 ５ ０．０ ４ ０．０ ▲ １
電気・ガス・熱供給・水道業 － － － － －
運 輸 ・ 通 信 業 － － － － －
卸売・小売・飲食業 ５３ ０．２ １０４ ０．４ ５１
サ ー ビ ス 業 １７４ ０．８ １６７ ０．８ ▲ ７
金 融 ・ 保 険 業 － － － － －
地 方 公 共 団 体 ５，１６７ ２３．４ ４，２９５ １９．８ ▲ ８７２
そ の 他 １０ ０．０ １３ ０．０ ３

個 人 １６，４７６ ７４．６ １６，８６２ ７７．９ ３８６
合 計 ２２，０７６ １００．０ ２１，６６０ １００．０ ▲ ４１６

―３０―



⑦ 主要な農業関係の貸出金残高
１）営農類型別

（単位：百万円）

２）資金種類別
〔貸出金〕

（単位：百万円）

〔受託貸付金〕
（単位：百万円）

種 類 令 和 ２ 年 度 令 和 ３ 年 度 増 減
農 業 ８９０ ９３５ ４５
穀 作 ５２１ ５６６ ４５
野 菜 ・ 園 芸 ７０ ４０ ▲ ３０
果 樹 ・ 樹 園 農 業 ６４ ６５ １
工 芸 作 物 － － －
養豚・肉牛・酪農 ３ ９ ６
養 鶏 ・ 養 卵 ２ ２ ０
養 蚕 － － －
そ の 他 農 業 ２３０ ２５３ ２３

農 業 関 連 団 体 等 － － －
合 計 ８９０ ９３５ ４５

（注）１．農業関係の貸出金とは、農業者、農業法人及び農業関連団体等に対する農業生産・農業経営に必要な資金や、農産物の生産・
加工・流通に関係する事業に必要な資金等が該当します。
なお、上記⑥の貸出金の業種別残高の「農業」は、農業者や農業法人等に対する貸出金の残高です。

２．「その他農業」には、複合経営で主たる業種が明確に位置づけられない者、農業サービス業、農業所得が従となる農業者等が含
まれています。

３．「農業関連団体等」には、JAや全農とその子会社等が含まれています。

種 類 令 和 ２ 年 度 令 和 ３ 年 度 増 減
プ ロ パ ー 資 金 ５２８ ５２９ １
農 業 制 度 資 金 ２６０ ２８２ ２２
うち農業近代化資金 ２５４ ２７８ ２４
うちその他制度資金 ５ ４ ▲ １
合 計 ７８９ ８１２ ２３

（注）１．プロパー資金とは、当組合原資の資金を融資しているもののうち、制度資金以外のものをいいます。
２．農業制度資金には、①地方公共団体が直接的または間接的に融資するもの、②地方公共団体が利子補給等を行うことで JAが低
利で融資するもの、③日本政策金融公庫が直接融資するものがあり、ここでは①の転貸資金と②を対象としています。

３．その他制度資金には、農業経営改善促進資金（スーパーＳ資金）や農業経営負担軽減支援資金などが該当します。

種 類 令 和 ２ 年 度 令 和 ３ 年 度 増 減
日本政策金融公庫資金 － － －
そ の 他 － － －
合 計 － － －
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⑧ 農協法に基づく開示債権の状況及び金融再生法開示債権区分に基づく債権の保全状況
（単位：百万円）

⑨ 元本補てん契約のある信託に係る貸出金の農協法に基づく開示債権の状況

該当する取引はありません。

債 権 区 分 債 権 額
保 全 額

担 保 保 証 引 当 合 計
破産更生債権及びこ
れらに準ずる債権

令和２年度 ２７７ ９５ ７ １７４ ２７７
令和３年度 ２５９ ８８ ７ １６４ ２５９

危 険 債 権
令和２年度 ２５ ２３ ２ ０ ２５
令和３年度 ２３ ２０ ２ １ ２３

要 管 理 債 権
令和２年度 － － － － －
令和３年度 － － － － －

三月以上延滞債権
令和２年度 － － － － －
令和３年度 － － － － －

貸出条件緩和債権
令和２年度 － － － － －
令和３年度 － － － － －

小 計
令和２年度 ３０１ １１８ ９ １７４ ３０１
令和３年度 ２８２ １０８ ９ １６５ ２８２

正 常 債 権
令和２年度 ２１，７８９
令和３年度 ２１，３９１

合 計
令和２年度 ２２，０９１
令和３年度 ２１，６７３

―３２―



○ 不良債権に関わるディスクロージャーとして、農業協同組合法に基づくものと金融機能再生のための緊
急措置に関する法律（以下、「金融再生法」という。）に基づくもの（金融再生法開示債権）があり、自己
査定に基づいて決定された債務者区分に従って開示区分が決定されます。なお、当 JAは金融再生法の対
象とはなっていませんが、参考として同法の定める基準に従い債権額を掲載しております。

○ 農協法に基づく開示債権及び金融再生法開示債権の用語説明

○ 自己査定と農協法に基づく開示債権の状況及び金融再生法開示債権区分に基づく債権との関係

自己査定債務者区分 農協法に基づく開示債権の状況及び金融再生法開示債権区分に基づく債権

（総与信ベース） （信用事業与信額ベース、要管理債権は貸出金元金）

破 綻 先
破産更生債権及びこれらに準ずる債権（ア） ２５９

実 質 破 綻 先
（注１）

破 綻 懸 念 先
危 険 債 権（イ） ２３

（注１）

要注意先

要 管 理 先
要 管 理 債 権（ウ）

三月以上延滞債権 －

貸出条件緩和債権 －

（注２）

その他の要注意先

正 常 債 権（エ） ２１，３９１

正 常 先

（注１）

合 計（ア）＋（イ）＋（ウ）＋（エ） ２１，６７３

開示債権合計額（ア）＋（イ）＋（ウ） ２８２

（正常債権２１，３９１百万円を除く）

破産更生債権及びこれらに準ずる債権

破産手続き開始、更生手続き開始、再生手続き開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に
対する債権及びこれらに準ずる債権

危 険 債 権

債務者が経営破綻の状態に至ってはいないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の
回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権

要 管 理 債 権

「三月以上延滞債権」と「貸出条件緩和債権」の合計額

三 月 以 上 延 滞 債 権

元本又は利息の支払が約定日の翌日から三月以上延滞している貸出金で、破産更生債権及びこれらに準ずる
債権及び危険債権に該当しないもの

貸 出 条 件 緩 和 債 権

債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権
放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で、破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債
権及び三月以上延滞債権に該当しないもの

正 常 債 権

債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、上記に掲げる債権以外のものに区分される債権

（注１） 経済未収金等信用事業以外の債権による差額
（注２） 三月以上延滞債権又は貸出条件緩和債権以外の他の貸出金及び貸出金以外の債権による差額
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⑩ 貸倒引当金内訳
（単位：千円）

⑪ 貸出金償却額
（単位：千円）

（３）内国為替取り扱い実績
（単位：件、千円）

（４）有 価 証 券
① 保有有価証券平均残高

（単位：千円）

種 目
令 和 ２ 年 度

期 首 残 高 期中増加額
期 中 減 少 額

期 末 残 高
目 的 使 用 そ の 他

一 般 貸 倒 引 当 金 ２，５９５ １，００１ ２，５９５ １，００１
個 別 貸 倒 引 当 金 １９３，５８８ １７４，１５８ ２，９５１ １９０，６３７ １７４，１５８
合 計 １９６，１８３ １７５，１５９ ２，９５１ １９３，２３２ １７５，１５９

種 目
令 和 ３ 年 度

期 首 残 高 期中増加額
期 中 減 少 額

期 末 残 高
目 的 使 用 そ の 他

一 般 貸 倒 引 当 金 １，００１ １，７２２ １，００１ １，７２２
個 別 貸 倒 引 当 金 １７４，１５８ １６５，０３１ － １７４，１５８ １６５，０３１
合 計 １７５，１５９ １６６，７５３ － １７５，１５９ １６６，７５３

項 目 令和 ２ 年度 令和 ３ 年度
貸 出 金 償 却 額 ２，９５１ －

種 類 令和 ２ 年度 令和 ３ 年度 増 減
国 債 １，０４９，８６７ １，１６１，１３６ １１１，２６９
地 方 債 ２，９９９，５２４ ２，９９９，４２１ ▲ １０３
政 府 保 証 債 ２９８，５４５ ２９８，６４７ １０２
金 融 債 － － －
社 債 ６８８，７４３ １，０１０，８２４ ３２２，０８１
株 式 － － －
受 益 証 券 ２８２，９９３ ２９９，９７１ １６，９７８
貸 付 有 価 証 券 － － －
合 計 ５，３１９，６７３ ５，７７０，００１ ４５０，３２８

商 品 国 債 － － －

種 類
令 和 ２ 年 度 令 和 ３ 年 度

仕 向 被 仕 向 仕 向 被 仕 向
件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額

送金・振込為替 ２６，６７９ １４，１７４，６８７ １５１，１８８ ３６，７２７，０８４ ２７，４１３ １４，６８９，０９０ １５０，４８５ ３３，３８２，３８０
代金取立為替 ２ １１，２２１ １８ １４，７８６ ２ １，８３３ ３０ ８５，８３３
雑 為 替 ２，７１６ １，０９４，０９０ ２，４６９ １，３２７，６４９ ２，２５８ ７４５，８１４ ２，０３３ ９５１，２８９
合 計 ２９，３９７ １５，２８０，０００ １５３，６７５ ３８，０６９，５２０ ２９，６７３ １５，４３６，７３８ １５２，５４８ ３４，４１９，５０３
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② 保有有価証券残存期間別残高
（単位：千円）

③ 有価証券の時価情報
［売買目的有価証券］

該当する取引はありません。

［満期保有目的の債券］

該当する取引はありません。

種 類
令 和 ２ 年 度

１年以下 １年超
３年以下

３年超
５年以下

５年超
７年以下

７年超
１０年以下 １０ 年 超 期間の定め

のないもの 合 計

国 債 － － － － － １，５７０，０４０ － １，５７０，０４０
地 方 債 － － － － － ３，４８０，５４０ － ３，４８０，５４０
政府保証債 － － － － － ３４３，８２０ － ３４３，８２０
金 融 債 － － － － － － － ０
社 債 － － － １０７，７９０ － ７７０，８６０ － ８７８，６５０
株 式 － － － － － － － ０
受 益 証 券 － － － １００，２００ １９８，０００ － － ２９８，２００
貸付有価証券 － － － － － － － ０
合 計 － － － ２０７，９９０ １９８，０００ ６，１６５，２６０ － ６，５７１，２５０

種 類
令 和 ３ 年 度

１年以下 １年超
３年以下

３年超
５年以下

５年超
７年以下

７年超
１０年以下 １０ 年 超 期間の定め

のないもの 合 計

国 債 － － － － － １，６２８，８３０ － １，６２８，８３０
地 方 債 － － － － － ３，４１５，３８０ － ３，４１５，３８０
政府保証債 － － － － － ３３８，０００ － ３３８，０００
金 融 債 － － － － － － － －
社 債 － － １０６，１７０ － ４７６，２３０ ８４７，２８０ － １，４２９，６８０
株 式 － － － － － － － －
受 益 証 券 － － ９６，５３０ ９６，１２０ ９５，０８０ － － ２８７，７３０
貸付有価証券 － － － － － － － －
合 計 － － ２０２，７００ ９６，１２０ ５７１，３１０ ６，２２９，４９０ － ７，０９９，６２０

―３５―



［その他有価証券］
（単位：千円）

④ 金銭の信託の時価情報
［運用目的の金銭の信託］

該当する取引はありません。

［満期保有目的の金銭の信託］

該当する取引はありません。

［その他の金銭の信託］

該当する取引はありません。

⑤ デリバティブ取引、金融等デリバティブ取引、有価証券関連店頭デリバティブ取引

該当する取引はありません。

種 類

令 和 ２ 年 度 令 和 ３ 年 度

貸借対照表
計上額
（Ａ）

取得原価又
は償却原価
（Ｂ）

差 額
（Ａ）－（Ｂ）

貸借対照表
計上額
（Ａ）

取得原価又
は償却原価
（Ｂ）

差 額
（Ａ）－（Ｂ）

貸借対照
表計上額
が取得原
価又は償
却原価を
超えるも
の

株 式 － － － － － －
債 券 ６，１７８，０１０ ５，３９６，９６７ ７８１，０４２ ５，５７１，１６０ ４，８９５，９０８ ６７５，２５１
国 債 １，５７０，０４０ １，３９８，７０４ １７１，３３５ １，１４５，５８０ ９９７，５０１ １４８，０７８
地 方 債 ３，４８０，５４０ ２，９９９，５９９ ４８０，９４０ ３，４１５，３８０ ２，９９９，６３２ ４１５，７４７
短期社債 － － － － － －
社 債 ６８３，４１０ ６００，０００ ８３，４１０ ６７２，２００ ６００，０００ ７２，２００

その他の証券 ４４４，０２０ ３９８，６６３ ４５，３５７ ３３８，０００ ２９８，７７４ ３９，２２５
小 計 ６，１７８，０１０ ５，３９６，９６７ ７８１，０４２ ５，５７１，１６０ ４，８９５，９０８ ６７５，２５１

貸借対照
表計上額
が取得原
価又は償
却原価を
超えない
もの

株 式 － － － － － －
債 券 ３９３，２４０ ４００，０００ ▲ ６，７６０ １，５２８，４６０ １，５９９，７３８ ▲ ７１，２７８
国 債 － － － ４８３，２５０ ４９９，７３８ ▲ １６，４８８
地 方 債 － － － － － －
短期社債 － － － － － －
社 債 １９５，２４０ ２００，０００ ▲ ４，７６０ ７５７，４８０ ８００，０００ ▲ ４２，５２０

その他の証券 １９８，０００ ２００，０００ ▲ ２，０００ ２８７，７３０ ３００，０００ ▲ １２，２７０
小 計 ３９３，２４０ ４００，０００ ▲ ６，７６０ １，５２８，４６０ １，５９９，７３８ ▲ ７１，２７８

合 計 ６，５７１，２５０ ５，７９６，９６７ ７７４，２８２ ７，０９９，６２０ ６，４９５，６４７ ６０３，９７２
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２．共済取り扱い実績
（１）長期共済新契約高・長期共済保有高

（単位：千円）

（２）医療系共済の共済金額保有高
（単位：千円）

（３）介護共済・生活障害共済・特定重度疾病共済の共済金額保有高
（単位：千円）

（４）年金共済の年金保有高
（単位：千円）

（注） 金額は、保障金額（がん共済はがん死亡共済金額、医療共済及び定期医療共済は死亡給付金額（付加された定期特約金額等を含
む）、年金共済は付加された定期特約金額）を表示しています。

項 目
令 和 ２ 年 度 令 和 ３ 年 度

新 契 約 高 保 有 高 新 契 約 高 保 有 高

医 療 共 済
６１７ ６０，４６３ ７５ ４４，５８０

４０２，４９３ ４５４，７３０
が ん 共 済 １３７ １３，４３６ ５１９ １３，２２４
定 期 医 療 共 済 － １，８６６ － １，５１８

合 計
７５４ ７５，７６５ ５９４ ５９，３２２

４０２，４９３ ４５４，７３０

（※）が付いている項目は、令和３年度開示分より区分して記載することとしたため、令和２年度の記載はございません。
（注） 医療共済の金額は上段に入院共済金額、下段に治療共済金額、がん共済及び定期医療共済の金額は入院共済金額です。

項 目
令 和 ２ 年 度 令 和 ３ 年 度

新 契 約 高 保 有 高 新 契 約 高 保 有 高
年 金 開 始 前 ３９５，０１５ ２，５９７，６５０ １２９，４５２ ２，５８６，７７７
年 金 開 始 後 － ５０１，３０３ － ５０６，８１２
合 計 ３９５，０１５ ３，０９８，９５４ １２９，４５２ ３，０９３，５９０

（注） 金額は、年金金額（利率変動型年金にあっては、最低保証年金金額）を表示しています。

種 類
令 和 ２ 年 度 令 和 ３ 年 度

新 契 約 高 保 有 高 新 契 約 高 保 有 高
介 護 共 済 ３１８，３０３ ２，６８１，１７９ ３２３，９５８ ２，８５１，７２６
生活障害共済（一時金型） １，６５８，６００ ２，９６１，０００ １，３７０，７００ ４，０４４，７００
生活障害共済（定期年金型） ８，８００ ４３，５６０ ９，５００ ４６，７６０
特定重度疾病共済 ７２８，７００ ７１１，７００ ４１９，１００ １，０４５，７００

（注） 金額は、介護共済は介護共済金額、生活障害共済は生活障害共済金額または生活障害年金年額、特定重度疾病共済は特定重度疾
病共済金額を表示しています。

種 類
令 和 ２ 年 度 令 和 ３ 年 度

新 契 約 高 保 有 高 新 契 約 高 保 有 高

生
命
総
合
共
済

終 身 共 済 ３，０２６，２５１ １０１，１４２，１６３ ２，５５７，６４４ ９２，４１７，５８８
定期生命共済 １，５２５，６００ ２，４２６，４００ １，４３３，２００ ３，６０９，１００
養老生命共済 ４８６，６００ ２２，０２８，５０９ ３２８，８００ １９，６２０，６３３
うちこども共済 ３６８，１００ １１，１８９，０５２ ２６３，３００ １０，５６８，６８５
医 療 共 済 ６７，４００ ４，１４１，２００ ９９，２００ ３，４００，４００
が ん 共 済 － ３７０，０００ － ３５５，０００
定期医療共済 － ４３５，５００ － ３３６，８００
介 護 共 済 ２１６，６５７ １，３５２，２６２ ２６１，６０６ １，５９３，７６９
年 金 共 済 － ２５，０００ － ５，０００

建 物 更 生 共 済 １９，０７８，３１０ １５８，６０５，１７０ １３，５７６，９７０ １５４，７２９，８１３
合 計 ２４，４００，８１９ ２９０，５２６，２０７ １８，２５７，４２１ ２７６，０６８，１０４

（※）

（※）
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（５）短期共済新契約高
（単位：千円）

３．その他事業の実績
（１）購買品取り扱い高

（単位：千円）

（２）受託販売品取り扱い高
（単位：千円）

（３）保管事業取り扱い実績
（単位：千円）

種 類 令和 ２ 年度 令和 ３ 年度
火 災 共 済 ４０，３３８ ３７，４１１
自 動 車 共 済 ５１７，８０９ ４９３，８２３
傷 害 共 済 ８６６ ９６０
団体定期生命共済 － －
定額定期生命共済 － －
賠 償 責 任 共 済 ２６７ ２６２
自 賠 責 共 済 ５５，８９０ ５２，６９１
合 計 ６１５，１７２ ５８５，１４９

項 目
令 和 ２ 年 度 令 和 ３ 年 度

取り扱い高 手 数 料 取り扱い高 手 数 料
生 産 資 材 ２，３９１，２８１ ２８７，８９２ ２，５８８，９４６ ２８６，７１４
生 活 物 資 ４０２，０１１ １１４，５３０ ３６０，４０１ １０６，０２６
合 計 ２，７９３，２９３ ４０２，４２３ ２，９４９，３４７ ３９２，７４０

（注） 金額は受入共済掛金を表示しています。

項 目 令和 ２ 年度 令和 ３ 年度

収
益

保 管 料 １９，８９１ ２０，０８９
荷 役 料 ８２７ １，６２４
その他の収益 ６，１３４ ７，５７２

費
用

保 管 材 料 費 ２，９７４ １，９９２
保 管 労 務 費 ７，４５５ ７，１４１
その他の費用 ７，８８９ ８，２１２

差 引 ８，５３３ １１，９３９

項 目
令 和 ２ 年 度 令 和 ３ 年 度

取り扱い高 手 数 料 取り扱い高 手 数 料
米 ２，０７９，８０７ １０３，８１２ １，５８４，８２２ １３３，５４３

米 以 外 の 農 産 物 １，０５２，３９３ ５３，７４０ １，０６８，２９２ ５４，７８４
畜 産 物 １５，４１５ １７ １５，８９１ １７
合 計 ３，１４７，６１６ １５７，５６９ ２，６６９，００６ １８８，３４５
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（４）加工事業取り扱い実績
（単位：千円）

（５）利用事業取り扱い実績
（単位：千円）

（６）指導事業の収支内訳
（単位：千円）

種 類
令 和 ２ 年 度 令 和 ３ 年 度

販 売 高 手 数 料 販 売 高 手 数 料
大 地 の 華 他 ２，０７０ － ２，１３４ －
合 計 ２，０７０ － ２，１３４ －

種 類
令 和 ２ 年 度 令 和 ３ 年 度

取り扱い数量・金額 手 数 料 取り扱い数量・金額 手 数 料
カントリーエレベーター ２，８５７ｔ ４２，７３１ ３，１９４ｔ ４５，５４０
南部ライスセンター １，３５０ｔ １８，５５６ １，２７５ｔ １７，０１９
西部ライスセンター １，２２６ｔ １６，８５４ １，２１０ｔ １６，２７１
育 苗 セ ン タ ー １１６，８３３枚 ５１，００８ １１３，９４６枚 ４９，５６３
無人ヘリコプター ５，２４１ha ５６，２９４ ５，０９１ha ５５，３８０
合 計 １８５，４４３ １８３，７７３

項 目 令和 ２ 年度 令和 ３ 年度

収

入

賦 課 金 － －
指導事業補助金 ３，８２８ ３，５１０
実 費 収 入 １，６４２ ２，２４３
その他の収入 － －

支

出

営 農 改 善 費 ４２，０３７ ３８，０６５
生活文化事業費 ６５７ ６５１
教 育 情 報 費 ４，２８１ ４，２０３
協力団体育成費 ２，６３２ ２，２０３
農 政 活 動 費 ４０２ ３５７
６次産業推進費 ８１４ ９７３
販売促進活動費 ３，１０１ ３，３６７

差 引 ▲ ４８，４５７ ▲ ４４，０６８
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項 目 内 容
発行主体 加賀農業協同組合
資本調達手段の種類 普通出資
コア資本に係る基礎項目に算入した額 １，９６０百万円（前年度 １，９７５百万円）

Ⅳ 経営諸指標
１．利 益 率

（単位：％）

２．貯貸率・貯証率
（単位：％）

Ⅴ 自己資本の充実の状況
１．自己資本の状況

◇自己資本比率の状況
当 JAでは、多様化するリスクに対応するとともに、組合員や利用者のニーズに応えるため、財務
基盤の強化を経営の重要課題として取り組んでいます。内部留保に努めるとともに、不良債権処理及
び業務の効率化に取り組んだ結果、令和４年３月末における自己資本比率は、２３．８５％となりました。

◇経営の健全性の確保と自己資本の充実
当 JAの自己資本は、組合員の普通出資によっています。
○ 普通出資による資本調達額

当 JAは、「自己資本比率算出要領」を制定し、適正なプロセスにより正確な自己資本比率を算出
して、当 JAが抱える信用リスクやオペレーショナル・リスクの管理及びこれらのリスクに対応した
十分な自己資本の維持を図るとともに、内部留保の積み増しにより自己資本の充実に努めています。

項 目 令和 ２ 年度 令和 ３ 年度 増 減
総資産経常利益率 ０．２４ ０．２０ ▲ ０．０４
資 本 経 常 利 益 率 ３．１４ ２．６７ ▲ ０．４７
総資産当期純利益率 ０．１７ ０．１７ ０．００
資本当期純利益率 ２．２９ ２．３４ ０．０５

（注）１．総資産経常利益率＝経常利益／総資産（債務保証見返を除く）平均残高×１００
２．資本経常利益率＝経常利益／純資産勘定平均残高×１００
３．総資産当期純利益率＝当期剰余金（税引後）／総資産（債務保証見返を除く）平均残高×１００
４．資本当期純利益率＝当期剰余金（税引後）／純資産勘定平均残高×１００

区 分 令和 ２ 年度 令和 ３ 年度 増 減

貯 貸 率
期 末 １８．２２ １７．３０ ▲ ０．９２
期中平均 １８．５８ １７．４１ ▲ １．１７

貯 証 率
期 末 ５．４２ ５．６７ ０．２５
期中平均 ４．４７ ４．６５ ０．１８

（注）１．貯貸率（期 末）＝貸出金残高／貯金残高×１００
２．貯貸率（期中平均）＝貸出金平均残高／貯金平均残高×１００
３．貯証率（期 末）＝有価証券残高／貯金残高×１００
４．貯証率（期中平均）＝有価証券平均残高／貯金平均残高×１００
５．貯金には、譲渡性貯金を含めています。
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２．自己資本の構成に関する事項
（単位：百万円、％）

項 目 前期末 当期末
コア資本に係る基礎項目
普通出資又は非累積的永久優先出資に係る組合員
資本の額

１０，５７５ １０，６８０

うち、出資金及び資本準備金の額 １，９７５ １，９６０
うち、再評価積立金の額 － －
うち、利益剰余金の額 ８，７０７ ８，８４３
うち、外部流出予定額（▲） ▲ ９９ ▲ １１７
うち、上記以外に該当するものの額 ▲ ８ ▲ ７

コア資本に係る基礎項目の額に算入される引当金
の合計額

１ １

うち、一般貸倒引当金コア資本算入額 １ １
うち、適格引当金コア資本算入額 － －

適格旧資本調達手段の額のうちコア資本に係る基
礎項目の額に含まれる額

－ －

公的機関による資本の増強に関する措置を通じて
発行された資本調達手段の額のうち、コア資本に
係る基礎項目の額に含まれる額

－ －

土地再評価額と再評価直前の帳簿価額の差額の
４５％に相当する額のうち、コア資本に係る基礎項
目の額に含まれる額

－ －

コア資本に係る基礎項目の額 （イ） １０，５７６ １０，６８２
コア資本に係る調整項目
無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライ
ツに係るものを除く。）の額の合計額

１ １

うち、のれんに係るものの額 － －
うち、のれん及びモーゲージ・サービシング・
ライツに係るもの以外の額

１ １

繰延税金資産（一時差異に係るものを除く。）の額 － －
適格引当金不足額 － －
証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額 － －
負債の時価評価により生じた時価評価差額であっ
て自己資本に算入される額

－ －

前払年金費用の額 － －
自己保有普通出資等（純資産の部に計上されるも
のを除く。）の額

－ －

意図的に保有している他の金融機関等の対象資本
調達手段の額

－ －

少数出資金融機関等の対象普通出資等の額 － －
特定項目に係る１０％基準超過額 － －
うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該
当するものに関連するものの額

－ －

うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係
る無形固定資産に関連するものの額

－ －

うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限
る。）に関連するものの額

－ －

特定項目に係る１５％基準超過額 － －
うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該
当するものに関連するものの額

－ －

うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係
る無形固定資産に関連するものの額

－ －

うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限
る。）に関連するものの額

－ －
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（単位：百万円、％）

項 目 前期末 当期末
コア資本に係る調整項目の額 （ロ） １ １
自己資本
自己資本の額 （ハ）＝（イ）－（ロ） １０，５７５ １０，６８０
リスク・アセット等
信用リスク・アセットの額の合計額 ４０，８２３ ４１，０９７
うち、経過措置により、リスク・アセットの額
に算入される額の合計額

４０，８２３ ４１，０９７

うち、他の金融機関等向けエクスポージャー － －
うち、土地再評価額と再評価直前の帳簿価額
の差額に係るものの額

－ －

うち、上記以外に該当するものの額 － －
オペレーショナル・リスク相当額の合計額を８％
で除して得た額

３，７３０ ３，６７５

信用リスク・アセット調整額 － －
オペレーショナル・リスク相当額調整額 － －
リスク・アセット等の額の合計額 （ニ） ４４，５５３ ４４，７７３
自己資本比率
自己資本比率 （ハ）／（ニ） ２３．７３ ２３．８５

（注）１．「農業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準」（平成１８年金融庁・農水省告示第２号）に基づき算出しています。
２．当 JAは、信用リスク・アセット額の算出にあたっては標準的手法、適格金融資産担保の適用については信用リスク削減手法の
簡便手法を、オペレーショナル・リスク相当額の算出にあたっては基礎的手法を採用しています。

３．当 JAが有するすべての自己資本とリスクを対比して、自己資本比率を計算しています。

―４２―



３．自己資本の充実度に関する事項

信用リスクに対する所要自己資本の額及び区分ごとの内訳
（単位：百万円）

信用リスク・アセット

令 和 ２ 年 度 令 和 ３ 年 度
エクスポー
ジャーの期
末残高

リスク・ア
セット額

所要自己
資本額

エクスポー
ジャーの期
末残高

リスク・ア
セット額

所要自己
資本額

ａ ｂ＝ａ×４％ ａ ｂ＝ａ×４％
現 金 ２６０ － － ２６４ － －
我が国の中央政府及び中央銀行向け １，４０１ － － １，４９９ － －
外国の中央政府及び中央銀行向け － － － － － －
国 際 決 済 銀 行 等 向 け － － － － － －
我 が 国 の 地 方 公 共 団 体 向 け ７，７１４ － － ６，８８０ － －
外国の中央政府等以外の公共部門向け － － － － － －
国 際 開 発 銀 行 向 け － － － － － －
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 向 け ３００ ３０ １ ３００ ３０ １
我 が 国 の 政 府 関 係 機 関 向 け ４００ １０ ０ ４００ １０ ０
地 方 三 公 社 向 け １００ ０ － １００ ０ －
金融機関及び第一種金融商品取引業者向け ９５，９４４ １９，１８９ ７６８ ９９，８７２ １９，９７４ ７９９
法 人 等 向 け １，０４９ ８２８ ３３ １，５８８ １，０７６ ４３
中 小 企 業 等 向 け 及 び 個 人 向 け ３，４５５ １，５２０ ６１ ３，３８６ １，４６１ ５８
抵 当 権 付 住 宅 ロ ー ン ８１６ ２６７ １１ ７２０ ２３５ ９
不 動 産 取 得 等 事 業 向 け ６３７ ５６７ ２３ ６７２ ５４９ ２２
三 月 以 上 延 滞 等 ２５５ １０１ ４ ２５７ １０６ ４
取 立 未 済 手 形 － － － － － －
信 用 保 証 協 会 等 に よ る 保 証 付 １１，１６２ １，０８４ ４３ １１，９５２ １，１６５ ４７
株式会社地域経済活性化支援機構等に
よる保証付 － － － － － －

共 済 約 款 貸 付 － － － － － －
出 資 等 ３６２ ３６２ １４ ３６３ ３６３ １５
（うち出資等のエクスポージャー） ３６２ ３６２ １４ ３６３ ３６３ １５
（うち重要な出資のエクスポージャー） － － － － － －

上 記 以 外 １０，７５５ １６，８６４ ６７５ ９，９３９ １６，１２３ ６４５
（うち他の金融機関等の対象資本等
調達手段のうち対象普通出資等及
びその他外部 TLAC関連調達手段
に該当するもの以外のものに係る
エクスポージャー）

－ － － － － －

（うち農林中央金庫又は農業協同組
合連合会の対象資本調達手段に係
るエクスポージャー）

４，１３６ １０，３４０ ４１４ ４，１３６ １０，３４０ ４１４

（うち特定項目のうち調整項目に算
入されない部分に係るエクスポー
ジャー）

８３ ２０８ ８ ９５ ２３８ １０

（うち総株主等の議決権の百分の十
を超える議決権を保有している他
の金融機関等に係るその他外部
TLAC関連調達手段に関するエク
スポージャー）

－ － － － － －

（うち総株主等の議決権の百分の十
を超える議決権を保有していない
他の金融機関等に係るその他外部
TLAC関連調達手段に係る５％基
準額を上回る部分に係るエクス
ポージャー）

－ － － － － －

（うち上記以外のエクスポージャー） ６，５３５ ６，３１６ ２５３ ５，７０８ ５，５４５ ２２２

―４３―



（単位：百万円）

信用リスク・アセット

令 和 ２ 年 度 令 和 ３ 年 度
エクスポー
ジャーの期
末残高

リスク・ア
セット額

所要自己
資本額

エクスポー
ジャーの期
末残高

リスク・ア
セット額

所要自己
資本額

ａ ｂ＝ａ×４％ ａ ｂ＝ａ×４％
証 券 化 － － － － － －
（う ち S T C 要 件 適 用 分） － － － － － －
（う ち 非 S T C 適 用 分） － － － － － －

再 証 券 化 － － － － － －
リスク・ウェイトのみなし計算が適用
されるエクスポージャー ３００ ３ ０ ３００ ３ ０

（う ち ル ッ ク ス ル ー 方 式） ３００ ３ ０ ３００ ３ ０
（う ち マ ン デ ー ト 方 式） － － － － － －
（う ち 蓋 然 性 方 式 ２５０％） － － － － － －
（う ち 蓋 然 性 方 式 ４００％） － － － － － －
（う ち フ ォ ー ル バ ッ ク 方 式） － － － － － －

経過措置によりリスク・アセットの額に
算入されるものの額 － － － － － －

他の金融機関等の対象資本調達手段に
係るエクスポージャーに係る経過措置
によりリスク・アセットの額に算入さ
れなかったものの額（▲）

－ － － － － －

標準的手法を適用するエクスポージャー別計 １３４，９１０ ４０，８２３ １，６３３ １３８，４９３ ４１，０９７ １，６４４
C V A リ ス ク 相 当 額 ÷ ８％ － － － － － －
中央清算機関関連エクスポージャー － － － － － －
合計（信用リスク・アセットの額） １３４，９１０ ４０，８２３ １，６３３ １３８，４９３ ４１，０９７ １，６４４

オペレーショナル・リスクに対する
所要自己資本の額

〈基礎的手法〉

オペレーショナル・リス
ク相当額を８％で除して
得た額

所要自己
資本額

オペレーショナル・リス
ク相当額を８％で除して
得た額

所要自己
資本額

ａ ｂ＝ａ×４％ ａ ｂ＝ａ×４％
３，７３０ １４９ ３，６７６ １４７

総所要自己資本額

リスク・アセット等
（分母）計

総所要自己
資本額

リスク・アセット等
（分母）計

総所要自己
資本額

ａ ｂ＝ａ×４％ ａ ｂ＝ａ×４％
４４，５５３ １，７８２ ４４，７７３ １，７９１

（注）１．「リスク・アセット額」の欄には、信用リスク削減効果適用後のリスク・アセット額を原エクスポージャーの種類ごとに記載し
ています。

２．「エクスポージャー」とは、リスクにさらされている資産（オフ・バランスを含む）のことをいい、具体的には貸出金や有価証
券等が該当します。

３．「三月以上延滞等」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３カ月以上延滞している債務者に係るエクスポージャー
及び「金融機関及び第一種金融商品取引業者向け」、「法人等向け」等においてリスク・ウェイトが１５０％になったエクスポージャー
のことです。

４．「出資等」とは、出資等エクスポージャー、重要な出資のエクスポージャーが該当します。
５．「証券化（証券化エクスポージャー）」とは、原資産に係る信用リスクを優先劣後構造のある二以上のエクスポージャーに階層
化し、その一部または全部を第三者に移転する性質を有する取引にかかるエクスポージャーのことです。

６．「経過措置によりリスク・アセットの額に算入されるもの」とは、土地再評価差額金に係る経過措置によるリスク・アセットの
額及び調整項目にかかる経過措置によりなお従前の例によるものとしてリスク・アセットの額に算入したものが該当します。

７．「上記以外」には、未決済取引・その他の資産（固定資産等）・間接清算参加者向け・信用リスク削減手法として用いる保証ま
たはクレジットデリバティブの免責額が含まれます。

８．当 JAでは、オペレーショナル・リスク相当額の算出にあたって、基礎的手法を採用しています。
〈オペレーショナル・リスク相当額を８％で除して得た額の算出方法（基礎的手法）〉
（粗利益（正の値の場合に限る）×１５％）の直近３年間の合計額

直近３年間のうち粗利益が正の値であった年数
÷８％

―４４―



４．信用リスクに関する事項

① 標準的手法に関する事項

当 JAでは自己資本比率算出要領にかかる信用リスク・アセット額は告示に定める標準的手法により
算出しています。また、信用リスク・アセットの算出にあたって、リスク・ウェイトの判定にあたり使
用する格付等は次のとおりです。

（ア）リスク・ウェイトの判定にあたり使用する格付は、以下の適格格付機関による依頼格付のみ使用
し、非依頼格付は使用しないこととしています。

適格格付機関
株式会社格付投資情報センター（Ｒ＆Ｉ）
株式会社日本格付研究所（ＪＣＲ）
ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク（Moody's）
Ｓ＆Ｐグローバルレーティング（Ｓ＆Ｐ）
フィッチレーティングスリミテッド（Fitch）

（イ）リスク・ウェイトの判定にあたり使用する適格格付機関の格付またはカントリー・リスク・スコ
アは、主に以下のとおりです。

エクスポージャー 適格格付機関 カントリー・リスク・スコア
金融機関向けエクスポージャー 日本貿易保険
法人等向けエクスポージャー（長期） R&I, Moody's, JCR, S&P, Fitch
法人等向けエクスポージャー（短期） R&I, Moody's, JCR, S&P, Fitch

―４５―



② 信用リスクに関するエクスポージャー（地域別、業種別、残存期間別）及び三月以上延滞エクスポー
ジャーの期末残高

（単位：百万円）

（注）１．信用リスクに関するエクスポージャーの残高には、資産（自己資本控除となるもの、リスク・ウェイトのみなし計算が適用さ
れるエクスポージャーに該当するもの、証券化エクスポージャーに該当するものを除く）並びにオフ・バランス取引及び派生商
品取引の与信相当額を含みます。

２．「貸出金等」とは、貸出金のほか、コミットメント及びその他のデリバティブ以外のオフ・バランスシート・エクスポージャー
を含んでいます。「コミットメント」とは、契約した期間及び融資枠の範囲でお客様のご請求に基づき、金融機関が融資を実行す
る契約のことをいいます。「貸出金等」にはコミットメントの融資可能残額も含めています。
３．「店頭デリバティブ」とは、スワップ等の金融派生商品のうち相対で行われる取引のものをいいます。
４．「三月以上延滞エクスポージャー」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３カ月以上延滞しているエクスポージャー
をいいます。

５．当 JAでは国内の限定されたエリアで事業活動を行っているため、地域別の区分は省略しています。

令 和 ２ 年 度 令 和 ３ 年 度
信用リスクに関するエクスポージャーの残高 三月以上

延滞エクス
ポージャー
期末残高

信用リスクに関するエクスポージャーの残高 三月以上
延滞エクス
ポージャー
期末残高

うち貸
出金等

うち
債券

うち店頭デ
リバティブ

うち貸
出金等

うち
債券

うち店頭デ
リバティブ

法

人

農 業 １２１ １１１ － － － １５８ １４８ － － －
林 業 － － － － － － － － － －
水 産 業 － － － － － － － － － －
製 造 業 ７４ ７４ － － － ６６ ６６ － － －
鉱 業 － － － － － － － － － －
建設・不動
産業 ９ ８ － － － ６ ５ － － －

電気・ガス・
熱供給・水
道業

１９ － － － － ２１９ － ２００ － －

運輸・通信業 ５１２ － ５００ － － ５１２ － ５００ － －
金融・保険業 １００，６７７ － ５００ － － １０５，００８ － ９０１ － －
卸売・小売・
飲食・サー
ビス業

４４９ ２２９ － － － ４９６ ２７７ － － ０

日本国政府・
地方公共団体 ９，５８６ ５，１７５ ４，４１２ － － ８，８１０ ４，３００ ４，５１０ － －

上 記 以 外 １７３ ６８ １００ － － １７０ ６６ １００ － －
個 人 １６，５３１ １６，５０２ － － ２５５ １６，９２６ １６，８９０ － － ２５６
そ の 他 ６，４５９ － － － － ５，８２２ － － － －
業 種 別 残 高 計 １３４，６１０ ２２，１６６ ５，５１３ － ２５５ １３８，１９３ ２１，７５３ ６，２１２ － ２５７
１ 年 以 下 ９７，００９ １，０６８ － － １０１，７２９ １，８６０ － －
１年超３年以下 ２，１５１ ２，１５１ － － １，２８２ １，２８２ － －
３年超５年以下 １，７０７ １，７０７ － － １，５７７ １，４７７ １００ －
５年超７年以下 ２，７７４ ２，６７３ １００ － ２，０１０ ２，０１０ － －
７年超１０年以下 １，１８４ １，１８４ － － １，８３４ １，３３４ ５００ －
１０ 年 超 １８，１６５ １２，７５２ ５，４１３ － １８，７７７ １３，１６６ ５，６１１ －
期限の定めのないもの １１，６２２ ６３２ － － １０，９８３ ６２４ － －
残存期間別残高計 １３４，６１０ ２２，１６６ ５，５１３ － １３８，１９３ ２１，７５２ ６，２１２ －

―４６―



③ 貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額
（単位：百万円）

④ 業種別の個別貸倒引当金の期末残高・期中増減額及び貸出金償却等の額
（単位：百万円）

⑤ 信用リスク削減効果勘案後の残高及びリスク・ウェイト１２５０％を適用する残高
（単位：百万円）

区 分

令 和 ２ 年 度 令 和 ３ 年 度

期首
残高

期 中
増加額

期中減少額
期末
残高

貸出金
償 却

期首
残高

期 中
増加額

期中減少額
期末
残高

貸出金
償 却目的

使用 その他 目的
使用 その他

法

人

農 業 － － － － － － － － － － － －
林 業 － － － － － － － － － － － －
水 産 業 － － － － － － － － － － － －
製 造 業 ５６ ５１ － ５６ ５１ － ５１ ４６ － ５１ ４６ －
鉱 業 － － － － － － － － － － － －
建設・不動
産業 ２ － － ２ － － － － － － － －

電気・ガス・
熱供給・水
道業

－ － － － － － － － － － － －

運輸・通信業 － － － － － － － － － － － －
金融・保険業 － － － － － － － － － － － －
卸売・小売・
飲食・サー
ビス業

０ ０ － ０ ０ － ０ ０ － ０ ０ －

上 記 以 外 － － － － － － － － － － － －
個 人 １９２ １８１ － １９２ １８１ － １８０ １８０ － １８０ １８０ －
業 種 別 残 高 計 ２５０ ２３２ － ２５０ ２３２ － ２３２ ２２７ － ２３２ ２２７ －

（注） 当 JAでは国内の限定されたエリアで事業活動を行っているため、地域別の区分は省略しています。

令 和 ２ 年 度 令 和 ３ 年 度
格付あり 格付なし 計 格付あり 格付なし 計

信用リ
スク削
減効果
勘案後
残高

リスク・ウェイト ０％ － １１，６９８ １１，６９８ － １０，８９９ １０，８９９
リスク・ウェイト ２％ － － － － － －
リスク・ウェイト ４％ － － － － － －
リスク・ウェイト １０％ － １１，２３７ １１，２３７ － １２，０５５ １２，０５５
リスク・ウェイト ２０％ － ９６，１６２ ９６，１６２ － １００，１３６ １００，１３６
リスク・ウェイト ３５％ － ７６１ ７６１ － ６７３ ６７３
リスク・ウェイト ５０％ ３０１ １７２ ４７３ ９０１ １７２ １，０７３
リスク・ウェイト ７５％ － ２，００３ ２，００３ － １，９１３ １，９１３
リスク・ウェイト１００％ － ８，０１８ ８，０１８ － ７，１６８ ７，１６８
リスク・ウェイト１５０％ － ３８ ３８ － ４５ ４５
リスク・ウェイト２５０％ － ４，２１９ ４，２１９ － ４，２３１ ４，２３１
そ の 他 － － － － － －

リ ス ク ・ ウ ェ イ ト １２５０％ － － － － － －
計 ３０１ １３４，３０９ １３４，６１０ ９０１ １３７，２９２ １３８，１９３

（注）１．信用リスクに関するエクスポージャーの残高には、資産（自己資本控除となるもの、リスク・ウェイトのみなし計算が適用さ
れるエクスポージャーに該当するもの、証券化エクスポージャーに該当するものを除く）並びにオフ・バランス取引及び派生商
品取引の与信相当額を含みます。

２．「格付あり」にはエクスポージャーのリスク・ウェイト判定において格付を使用しているもの、「格付なし」にはエクスポージャー
のリスク・ウェイト判定において格付を使用していないものを記載しています。なお、格付は適格格付機関による依頼格付のみ
使用しています。

３．経過措置によってリスク・ウェイトを変更したエクスポージャーについては、経過措置適用後のリスク・ウェイトによって集
計しています。また、経過措置によってリスク・アセットを算入したものについても集計の対象としています。

４．１２５０％には、非同時決済取引に係るもの、信用リスク削減手法として用いる保証又はクレジット・デリバティブの免責額に係
るもの、重要な出資に係るエクスポージャーなどリスク・ウェイト１２５０％を適用したエクスポージャーがあります。

区 分

令 和 ２ 年 度 令 和 ３ 年 度

期首
残高

期 中
増加額

期中減少額
期末
残高

期首
残高

期 中
増加額

期中減少額
期末
残高目的

使用 その他 目的
使用 その他

一 般 貸 倒 引 当 金 ２ １ ２ １ １ ２ １ ２
個 別 貸 倒 引 当 金 １９３ １７４ ２ １９０ １７４ １７４ １６５ － １７４ １６５
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５．信用リスク削減手法に関する事項

① 信用リスク削減手法に関するリスク管理の方針及び手続の概要

「信用リスク削減手法」とは、自己資本比率算出における信用リスク・アセット額の算出において、
エクスポージャーに対して一定の要件を満たす担保や保証等が設定されている場合に、エクスポー
ジャーのリスク・ウェイトに代えて、担保や保証人に対するリスク・ウェイトを適用するなど信用リス
ク・アセット額を軽減する方法です。
当 JAでは、信用リスク削減手法を「自己資本比率算出要領」にて定めています。
信用リスク削減手法として、「適格金融資産担保」、「保証」、「貸出金と自組合貯金の相殺」を適用し
ています。

適格金融資産担保付取引とは、エクスポージャーの信用リスクの全部又は一部が、取引相手又は取引
相手のために第三者が提供する適格金融資産担保によって削減されている取引をいいます。当 JAでは、
適格金融資産担保付取引について信用リスク削減手法の簡便手法を用いています。

保証については、被保証債権の債務者よりも低いリスク・ウェイトが適用される中央政府等、わが国
の地方公共団体、地方公共団体金融機構、わが国の政府関係機関、外国の中央政府以外の公共部門、国
際開発銀行、及び金融機関又は第一種金融商品取引業者、これら以外の主体で長期格付を付与している
ものを適格保証人とし、エクスポージャーのうち適格保証人に保証された被保証部分について、被保証
債権のリスク・ウェイトに代えて、保証人のリスク・ウェイトを適用しています。
ただし、証券化エクスポージャーについては、これら以外の主体で保証提供時に長期格付が A－また

は A３以上で、算定基準日に長期格付がBBB－またはBaa３以上の格付を付与しているものを適格保
証人とし、エクスポージャーのうち適格保証人に保証された被保証部分について、被保証債権のリスク・
ウェイトに代えて、保証人のリスク・ウェイトを適用しています。

貸出金と自組合貯金の相殺については、①取引相手の債務超過、破産手続開始の決定その他これらに
類する事由にかかわらず、貸出金と自組合貯金の相殺が法的に有効であることを示す十分な根拠を有し
ていること、②同一の取引相手との間で相殺契約下にある貸出金と自組合貯金をいずれの時点において
も特定することができること、③自組合貯金が継続されないリスクが監視及び管理されていること、④
貸出金と自組合貯金の相殺後の額が、監視及び管理されていること、の条件をすべて満たす場合に、相
殺契約下にある貸出金と自組合貯金の相殺後の額を信用リスク削減手法適用後のエクスポージャー額と
しています。
担保に関する評価及び管理方針は、一定のルールのもと定期的に担保確認及び評価の見直しを行って

います。なお、主要な担保の種類は自組合貯金です。
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② 信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャーの額
（単位：百万円）

６．派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する事項

該当する取引はありません。

７．証券化エクスポージャーに関する事項

該当する取引はありません。

（注）１．「エクスポージャー」とは、リスクにさらされている資産（オフ・バランスを含む）のことをいい、主なものとしては貸出金や
有価証券等が該当します。

２．「三月以上延滞等」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３カ月以上延滞している債務者に係るエクスポージャー
及び「金融機関及び第一種金融商品取引業者向け」、「法人等向け」等においてリスク・ウェイトが１５０％になったエクスポージャー
のことです。

３．「証券化（証券化エクスポージャー）」とは、原資産にかかる信用リスクを優先劣後構造のある二以上のエクスポージャーに階
層化し、その一部または全部を第三者に移転する性質を有する取引にかかるエクスポージャーのことです。

４．「上記以外」には、現金・外国の中央政府及び中央銀行向け・国際決済銀行等向け・外国の中央政府等以外の公共部門向け・国
際開発銀行向け・取立未済手形・未決済取引・その他の資産（固定資産等）が含まれます。

５．「クレジット・デリバティブ」とは、第三者（参照組織）の信用リスクを対象に、信用リスクを回避したい者（プロテクション
の買い手）と信用リスクを取得したい者（プロテクションの売り手）との間で契約を結び、参照組織に信用事由（延滞・破産な
ど）が発生した場合にプロテクションの買い手が売り手から契約に基づく一定金額を受領する取引をいいます。

区 分
令 和 ２ 年 度 令 和 ３ 年 度

適格金融
資産担保 保 証 クレジット・

デリバティブ
適格金融
資産担保 保 証 クレジット・

デリバティブ
地方公共団体金融機構向け － － － － － －
我が国の政府関係機関向け － ３００ － － ３００ －
地 方 三 公 社 向 け － １００ － － １００ －
金融機関及び第一種金融商品
取引業者向け － － － － － －

法 人 等 向 け １２ － － １２ － －
中小企業等向け及び個人向け ２３１ ２１８ － ２０９ ２６４ －
抵 当 権 付 住 宅 ロ ー ン １ － － － － －
不 動 産 取 得 等 事 業 向 け － － － ５５ － －
三 月 以 上 延 滞 等 － ０ － － ０ －
証 券 化 － － － － － －
中 央 清 算 機 関 関 連 － － － － － －
上 記 以 外 １３ － － １０ － －
合 計 ２５６ ６１８ － ２８６ ６６４ －
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８．出資その他これに類するエクスポージャーに関する事項

① 出資その他これに類するエクスポージャーに関するリスク管理の方針及び手続の概要

「出資その他これに類するエクスポージャー」とは、主に貸借対照表上の有価証券勘定及び外部出資
勘定の株式又は出資として計上されているものであり、当 JAにおいては、これらを①子会社及び関連
会社株式、②その他有価証券、③系統及び系統外出資に区分して管理しています。
①子会社及び関連会社については、経営上も密接な連携を図ることにより、当 JAの事業のより効率
的運営を目的として、株式を保有しています。これらの会社の経営については毎期の決算書類の分析の
他、毎月定期的な連絡会議を行う等適切な業況把握に努めています。
②その他の有価証券については中長期的な運用目的で保有するものであり、適切な市場リスクの把握

及びコントロールに努めています。具体的には、市場動向や経済見通しなどの投資環境分析及びポート
フォリオの状況や ALMなどを考慮し、理事会で運用方針を定めるとともに経営層で構成する ALM委
員会を定期的に開催して、日常的な情報交換及び意思決定を行っています。運用部門は理事会で決定し
た運用方針及び ALM委員会で決定された取引方針などに基づき、有価証券の売買やリスクヘッジを
行っています。運用部門が行った取引については企画管理部門が適切な執行を行っているかどうか
チェックし定期的にリスク量の測定を行い経営層に報告しています。
③系統出資については、会員としての総会等への参画を通じた経営概況の監督に加え、日常的な協議

を通じた連合会等の財務健全化を求めており、系統外出資についても同様の対応を行っています。
なお、これらの出資その他これに類するエクスポージャーの評価等については、①子会社及び関連会

社については、取得原価を記載し、毀損の状況に応じて子会社等損失引当金を、②その他有価証券につ
いては時価評価を行った上で、取得原価との評価差額については、「その他有価証券評価差額金」とし
て純資産の部に計上しています。③系統及び系統外出資については、取得原価を記載し、毀損の状況に
応じて外部出資等損失引当金を設定しています。また、評価等重要な会計方針の変更等があれば、注記
表にその旨記載することとしています。

② 出資その他これに類するエクスポージャーの貸借対照表計上額及び時価
（単位：百万円）

③ 出資その他これに類するエクスポージャーの売却及び償却に伴う損益
（単位：百万円）

④ 貸借対照表で認識され、損益計算書で認識されない評価損益の額（保有目的区分をその他有価証券と
している株式・出資の評価損益等）

（単位：百万円）

令 和 ２ 年 度 令 和 ３ 年 度
貸借対照表計上額 時価評価額 貸借対照表計上額 時価評価額

上 場 － － － －
非 上 場 ４，４９７ ４，４９７ ４，４９９ ４，４９９
合 計 ４，４９７ ４，４９７ ４，４９９ ４，４９９

令 和 ２ 年 度 令 和 ３ 年 度
評 価 益 評 価 損 評 価 益 評 価 損

－ － － －

令 和 ２ 年 度 令 和 ３ 年 度
売却益 売却損 償却額 売却益 売却損 償却額

－ － － － － －

（注）「時価評価額」は、時価のあるものは時価、時価のないものは貸借対照表計上額の合計額です。
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⑤ 貸借対照表及び損益計算書で認識されない評価損益の額（子会社・関連会社株式の評価損益等）
（単位：百万円）

９．リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャーに関する事項
（単位：百万円）

１０．金利リスクに関する事項

① 金利リスクの算定手法の概要

令和 ２ 年度 令和 ３ 年度
ルックスルー方式を適用するエクスポージャー ３００ ３００
マ ン デ ー ト 方 式を 適 用 す る エ ク ス ポ ー ジ ャ ー － －
蓋然性方式（２５０％）を適用するエクスポージャー － －
蓋然性方式（４００％）を適用するエクスポージャー － －
フォールバック方式（１２５０％）を適用するエクスポージャー － －

金利リスクとは、金利変動に伴い損失を被るリスクで、資産と負債の金利又は期間のミスマッチが存
在する中で金利が変動することにより、利益が減少ないし損失を被るリスクをいいます。
当 JAでは、金利リスク量を計算する際の基本的な事項を「金利リスク量計算要領」に、またリスク

情報の管理・報告にかかる事項を「余裕金運用リスク管理規程」に定め、適切なリスクコントロールに
努めています。具体的な金利リスク管理方針及び手続については以下のとおりです。

◇リスク管理の方針及び手続の概要
・リスク管理及び計測の対象とする金利リスクの考え方及び範囲に関する説明
当 JAでは、金利リスクを重要なリスクの一つとして認識し、適切な管理体制のもとで他の市場
リスクと一体的に管理をしています。金利リスクのうち銀行勘定の金利リスク（IRRBB）について
は、個別の管理指標の設定やモニタリング体制の整備などにより厳正な管理に努めています。

・リスク管理及びリスクの削減の方針に関する説明
当 JAは、リスク管理委員会のもと、自己資本に対する IRRBBの比率の管理や収支シミュレー

ションの分析などを行いリスク削減に努めています。
・金利リスク計測の頻度
四半期末を基準日として IRRBBを計測しています。

・ヘッジ等金利リスクの削減手法に関する説明
当 JAは、ヘッジ等による金利リスクの削減は行っていません。

◇金利リスクの算定手法の概要
当 JAでは、経済価値ベースの金利リスク量（⊿ EVE）については、金利感応ポジションにかかる
基準日時点のイールドカーブに基づき計算されたネット現在価値と、標準的な金利ショックを与えた
イールドカーブに基づき計算されたネット現在価値の差により算出しており、金利ショックの幅は、
上方パラレルシフト、下方パラレルシフト、スティープ化の３シナリオによる金利ショック（通貨ご
とに異なるショック幅）を適用しています。
・流動性貯金に割り当てられた金利改定の平均満期

流動性貯金に割り当てられた金利改定の平均満期は１．２５年です。
・流動性貯金に割り当てられた最長の金利改定満期

流動性に割り当てられた最長の金利改定満期は５年です。
・流動性貯金への満期の割り当て方法（コア貯金モデル等）及びその前提

流動性貯金への満期の割り当て方法については、金融庁が定める保守的な前提を採用しています。

令 和 ２ 年 度 令 和 ３ 年 度
評 価 益 評 価 損 評 価 益 評 価 損

－ － － －
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② 金利リスクに関する事項
（単位：百万円）

IRRBB１：金利リスク

項番
⊿ EVE ⊿ NII

前期末 当期末 前期末 当期末
１ 上方パラレルシフト ４９９ ６０５ ０ ０
２ 下方パラレルシフト ０ ０ １ １
３ スティープ化 ８１０ ８６２
４ フラット化 ０ ０
５ 短期金利上昇 ０ ０
６ 短期金利低下 ０ ０
７ 最大値 ８１０ ８６２ １ １

前期末 当期末
８ 自己資本の額 １０，５７５ １０，６８０

・固定金利貸出の期限前返済や定期貯金の早期解約に関する前提
固定金利貸出の期限前返済や定期貯金の早期解約について考慮していません。

・複数の通貨の集計方法及びその前提
通貨別に算出した金利リスクの正値を合算しています。通貨間の相関等は考慮していません。

・スプレッドに関する前提（計算にあたって割引金利やキャッシュ・フローに含めるかどうか）
一定の前提を置いたスプレッドを考慮してキャッシュ・フローを展開しています。なお、当該ス

プレッドは金利変動ショックの設定上は不変としています。
・内部モデルの使用等、⊿ EVE及び⊿NII に重大な影響を及ぼすその他の前提

内部モデルは使用していません。
・前事業年度末の開示からの変動に関する説明

⊿ EVEの算出方法に関する変更はありません。
・計測値の解釈や重要性に関するその他の説明

該当ありません。

◇⊿ EVE及び⊿NII 以外の金利リスクを計測している場合における、当該金利リスクに関する事項
当 JAでは、⊿ EVE及び⊿NII 以外の金利リスクの計算を実施していません。
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【JAの概要】

１．機構図
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２．役員（令和４年６月末）

３．組合員数
（単位：人）

４．組合員組織の状況

種 類 令和 ２ 年度 令和 ３ 年度 増 減
正 組 合 員 数 ４，２３８ ４，１７３ ▲ ６５
個 人 ４，２０２ ４，１３６ ▲ ６６
法 人 ３６ ３７ １

准 組 合 員 数 ５，３４９ ５，４７５ １２６
個 人 ５，２６１ ５，３８７ １２６
法 人 ８８ ８８ ０
合 計 ９，５８７ ９，６４８ ６１

組 織 名 構 成 員 数
生 産 組 合 １０２集落
青 壮 年 部 ５３３名
女 性 部 ８１２名
稲 作 部 会 ７０７名
大 豆 部 会 ７１名
梨 部 会 ５４名
ぶ ど う 部 会 １５名
ブ ロ ッ コ リ ー 部 会 ５０名
キ ウ イ フ ル ー ツ 部 会 ５名
か ぼ ち ゃ 部 会 ７９名
薬 草 研 究 会 １８名
花 卉 部 会 １４名
受 託 者 部 会 ６１名
産 直 部 会 ３７９名
ね ぎ 部 会 ２２名

（注） 当 JAの組合員組織を記載しています。

役 職 名 氏 名 役 職 名 氏 名
代表理事組合長 中 村 眞 理 事 久 田 登喜夫
代表理事常務 道 田 肇 〃 西 出 一 郎
常 務 理 事 高 � 利 光 〃 下 出 幸 緒
理 事 新 保 嘉 康 〃 寺 井 清 春

〃 桶 谷 誠 〃 津 川 与史寿
〃 荻 原 明 代 表 監 事 山 岸 順 一
〃 藤 野 幸 三 常 勤 監 事 小 坂 隆 男
〃 新 家 勝 次 監 事 山 � 誠
〃 阿慈知 昌 子 〃 久保出 喜太郎
〃 村 井 敦 子 〃 石 川 克 彦
〃 奥 村 哲 也

（注） 監事石川克彦は農協法第３０条第１４項に定める員外監事であります。

―５４―



５．地区

６．沿革・歩み

JA 加賀は、平成９年４月に加賀江沼一円を地区として JA加賀市、JA河南、JA山中町が合併し発足しま
した。その後、平成１０年４月に JA東谷と合併し現在の JA加賀となりました。
合併前の JA加賀市は、昭和４６年４月に加賀市内１７農協が大同合併し、県内でもトップを切って大型農協
として誕生しました。以来今日まで、大型土地基盤整備事業の推進、カントリーエレベーター、集出荷場、
農機具修理施設の建設など、農業生産の合理化コスト低減のための施設整備、営農指導体制の充実に努め、
組合員の負託に応えつつ発展を遂げてきました。一方、事業面でも貯金、共済、購買、販売など組合員や地
域住民の協力のもと順調に実績を伸ばして現在の JA加賀の基礎となっています。

①：本店
中央支店（ATM）
あぐりセンター『ふらっと』
アグリサポート加賀
JAグリーン加賀『元気村』
自動車整備工場
農機センター
ジェイエイサービス
加賀福祉サービス

②：江沼支店（ATM）
③：山中出張所
④：東支店
⑤：西支店
⑥：西駅前出張所（ATM）
⑦：南支店
⑧：北支店（ATM）
★：店舗外ATM設置場所
⑨：イオン加賀の里
⑩：アビオシティ加賀
⑪：山中出張所 富士見
⑫：南支店 山代
⑬：東支店 動橋
◆：給油所
⑭：庄給油所
⑮：山代給油所
⑯：大聖寺給油所
⑰：片山津給油所
�：小規模多機能ホーム
⑱：なんごうえがお

JAグリーン加賀『元気村』 あぐりセンター『ふらっと』
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７．店舗等のご案内
（単位：台）

店舗・施設の名称 所 在 地 の 住 所 電話番号 ATM設置台数
本 店

〒９２２－０４９７ 加賀市作見町ホ１０番地１
７３－１３１３

中 央 支 店 ７３－３９３１ ２
江 沼 支 店 〒９２２－０１０１ 加賀市山中温泉中田町ニ３２－２ ７８－０２８０ １
山 中 出 張 所 〒９２２－０１３８ 加賀市山中温泉栢野町ハ４７－１ ７８－０５２５
東 支 店 〒９２２－０３０４ 加賀市分校町ヘ２０－１ ７４－１５６２
西 支 店 〒９２２－０００４ 加賀市大聖寺上福田町ハ１４－１ ７２－０４４３
西 駅 前 出 張 所 〒９２２－０８１１ 加賀市大聖寺南町ニ６８－２ ７２－１７６３ １
南 支 店 〒９２２－０３２２ 加賀市上野町子１０３－１ ７６－０８８０
北 支 店 〒９２２－０４４２ 加賀市篠原町６０９－１ ７４－０１４７ １

（注） ATM稼働時間 全日８時００分～２１時００分

店舗外のATM設置場所 所 在 地 の 住 所 ATM設置台数 営業日（平日・土・日）
①山中出張所 富士見 〒９２２－０１２１ 加賀市山中温泉富士見町ム４－１ １ 平日・土・日・祝日
②南支店 山 代 〒９２２－０２５４ 加賀市山代温泉通り６６ １ 平日・土・日・祝日
③東支店 動 橋 〒９２２－０３３１ 加賀市動橋町ネ３０ １ 平日・土・日・祝日
④イオン加賀の里 〒９２２－００１３ 加賀市上河崎町４７－１ １ 平日・土・日・祝日
⑤アビオシティ加賀 〒９２２－０４２３ 加賀市作見町ル２５－１ １ 平日・土・日・祝日

（注） ATM稼働時間
①～③について…終日：８時００分～２１時００分
④について…終日：９時００分～２１時００分
⑤について…終日：９時３０分～２０時００分
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【連結情報】
１．グループの概況
（１）グループの事業系統図

（２）子会社等の状況

１．事業の概況
令和３年度の当組合の連結決算は、子会社１社を連結し、持分法を適用しています。
連結決算の内容は、連結経常収益２９７，６５３千円、連結当期剰余金２５０，４００千円、連結純資産１１，４４４，２６１千

円、連結総資産１３８，７７０，０１８千円で、連結自己資本比率は２４．１１％となりました。
２．連結子会社の事業概況

ジェイエイサービス㈱
当社は、葬祭事業を営み、売上高は２６１，１７７千円（対前年比１２５．３％）を計上し、当期利益は２１，７８３千
円（対前年比１８５．２％）となりました。

（３）連結事業概況

（４）最近５年間の連結事業年度の主要な経営指標
（単位：千円、％）

JA 加賀のグループは、当 JA、子会社３社、関連法人等１社で構成されています。
このうち、当年度及び前年度において連結自己資本比率を算出する対象となる連結子会社は１社です。

本店・支店 ７支店 ２出張所

子会社

うち連結子会社

３社

１社

ジェイエイサービス㈱
㈱加賀福祉サービス
㈱アグリサポート加賀
ジェイエイサービス㈱加賀農業協同組合

子法人等
うち連結子法人等

なし
なし

関連法人等
うち持分法対象会社

１社
なし

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度
連結経常収益（事業収益） ５，７３６，５２８ ５，８５２，７６３ ５，７５４，５１９ ５，０７９，２６５ ５，０００，６２３
信 用 事 業 収 益 ９９１，９８８ ９８２，５７９ １，０１０，６２３ ８６８，９１２ ８４７，００５
共 済 事 業 収 益 ７１２，７３５ ６８７，６５０ ６８５，７２９ ６６６，５３１ ６５５，７９１
農業関連事業収益 １，７２４，８８０ １，７８８，２９９ １，７６６，００８ １，７５２，４８７ １，７０９，００６
そ の 他 事 業 収 益 ２，３０６，９２４ ２，３９４，２３３ ２，２９２，１５８ １，７９１，３３３ １，７８８，８１８

連 結 経 常 利 益 ４１８，６５６ ３５６，５６０ ５５５，７０４ ３３８，８１１ ２９７，６５３
連 結 当 期 剰 余 金 ３１８，６１１ ２７８，５６５ ３５１，４８９ ２４２，２７５ ２５０，４００
連 結 純 資 産 額 １１，０１３，８５６ １１，２２６，８７０ １１，３６２，２３２ １１，４４３，３２１ １１，４４４，２６１
連 結 総 資 産 額 １２１，４５８，３８９ １２４，５８９，３９５ １２７，８２１，５１１ １３５，３６６，４５８ １３８，７７０，０１８
連 結 自 己 資 本 比 率 ３０．４６ ２６．０９ ２５．４５ ２３．９９ ２４．１１

（注）「連結自己資本比率」は、「農業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準」（平成１８年金融庁・農水省告示第２号）に
基づき算出しています。

名 称 業 務 内 容 所在地 設立年月日 資本金
（千円）

他の子会社等
の議決権比率

ジェイエイサービス㈱ 葬祭に関する貸与、販売及び葬祭用
品の取り扱い

加賀市作見町ト
８番地１ Ｈ７．４．１ ２５，０００ １００．０％

㈱加賀福祉サービス 居宅介護支援事業、訪問介護事業、
訪問看護事業、輸送事業、福祉事業

加賀市作見町ホ
５６－１ Ｈ１１．８．１ ２０，８００ ８６．５％

㈱アグリサポート加賀 農作業の受託及び委託、農地の借り
受け、農業機械銀行業務

加賀市作見町ホ
３４－１ Ｈ２８．２．１２ １０，０００ ９９．０％

㈱加賀ガスサービス
センター

液化石油ガスの供給及び消費に関す
る設備の保安業務

加賀市加茂町
２９１番地１ Ｈ９．４．３０ ６３，０００ ３０．３％

（注） 組合グループ出資比率は、当該会社に対する組合を除く、組合の子会社等の出資比率
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（５）連結貸借対照表
（単位：千円） （単位：千円）

資 産 の 部
科 目 令和２年度 令和３年度

１．信用事業資産 １２４，７５６，７２７ １２８，８０４，２４６
（１）現金 ２６０，３８９ ２６４，５５７
（２）預金 ９５，９４１，２３６ ９９，８７１，０５７
（３）買入金銭債権 － －
（４）商品有価証券 － －
（５）金銭の信託 － －
（６）有価証券 ６，５７１，２５０ ７，０９９，６２０
（７）貸出金 ２２，０７６，１５７ ２１，６６０，６６１
（８）その他の信用事業資産 ８２，８５４ ７５，１０４
（９）債務保証見返 － －
（１０）貸倒引当金 ▲１７５，１５９ ▲１６６，７５３
２．共済事業資産 ３０，２４１ ２９，３７７
（１）共済貸付金 － －
（２）その他の共済事業資産 ３０，２４１ ２９，３７７
（３）貸倒引当金 － －
３．経済事業資産 １，１００，５１０ １，００８，４３３
（１）受取手形 ２，２２６ ７１５
（２）経済事業未収金 ８５３，２６３ ７６３，９６０
（３）棚卸資産 ２６８，１５０ ２６１，６２７
（４）その他の経済事業資産 ３４，４３４ ４４，０２５
（５）貸倒引当金 ▲５７，５６４ ▲６１，８９６
４．雑資産 ７９７，２９８ ３６６，１２６
５．固定資産 ４，２０２，５９６ ４，０７９，６３９
（１）有形固定資産 ４，２００，７６４ ４，０７７，８０７

建物 ４，７４９，８１２ ４，７４９，７６３
機械装置 １，７２３，４１５ １，７０１，２６８
土地 １，６２０，２３２ １，６１９，０９７
リース資産 ２６，１５６ ４０，２０９
建設仮勘定 － ４０，６９４
その他の有形固定資産 １，１９１，６９８ １，１９８，６９７
減価償却累計額 ▲５，１１０，５５０ ▲５，２７１，９２３

（２）無形固定資産 １，８３２ １，８３２
のれん － －
リース資産 － －
その他の無形固定資産 １，８３２ １，８３２

６．外部出資 ４，４７２，５６０ ４，４７４，３００
（１）外部出資 ４，４７２，５６０ ４，４７４，３００
（２）外部出資等損失引当金 － －
７．退職給付に係る資産 － －
８．繰延税金資産 ６，５２２ ７，８９４
９．繰延資産 － －

資産の部合計 １３５，３６６，４５８ １３８，７７０，０１８

負 債 の 部
科 目 令和２年度 令和３年度

１．信用事業負債 １２１，３２２，６７９ １２５，４７１，６１１
（１）貯金 １２０，５９９，１６９ １２４，９００，７０５
（２）譲渡性貯金 ３００，０００ ３００，０００
（３）借入金 ３，６１５ １，７３２
（４）その他の信用事業負債 ４１９，８９４ ２６９，１７３
（５）債務保証 － －
２．共済事業負債 ６００，６０８ ５６７，２４９
（１）共済借入金 － －
（２）共済資金 ３３６，２６１ ２９６，０６４
（３）その他の共済事業負債 ２６４，３４７ ２７１，１８４
３．経済事業負債 ７７７，４３１ ６８１，７１４
（１）支払手形及び経済事業未払金 ３９０，９７８ ３９１，７５９
（２）その他の経済事業負債 ３８６，４５３ ２８９，９５４
４．設備借入金 － －
５．雑負債 ８２３，５２０ ２４７，０５１
（１）未払法人税等 １１，２８４ ２４，１１０
（２）リース債務 － －
（３）資産除去債務 ２，６４０ ２，６４０
（４）その他の負債 ８０９，５９６ ２２０，３０１
６．諸引当金 ２６７，６８１ ２７８，７１６
（１）賞与引当金 ９５，１８０ ９５，７８９
（２）退職給付に係る負債 １３２，７１１ １３７，６８６
（３）役員退職慰労引当金 ２１，８５９ ２８，５１３
（４）ポイント引当金 １７，９２９ １６，７２７
７．繰延税金負債 １３１，２１５ ７９，４１２

負債の部合計 １２３，９２３，１３７ １２７，３２５，７５６
純 資 産 の 部

１．組合員資本 １０，８８２，６６３ １１，００６，９２５
（１）出資金（資本金） １，９７５，６４０ １，９６０，８４５
（２）資本剰余金 － －
（３）利益剰余金 ８，９１５，６１８ ９，０５３，３４５
（４）処分未済持分 ▲８，５４５ ▲７，２１５
（５）子会社の所有する親組合出資金 ▲５０ ▲５０
２．評価・換算差額等 ５６０，６５８ ４３７，３３６
（１）その他有価証券評価差額金 ５６０，６５８ ４３７，３３６
（２）退職給付に係る調整累計額 － －
３．非支配株主持分 － －

純資産の部合計 １１，４４３，３２１ １１，４４４，２６１
負債・純資産の部合計 １３５，３６６，４５８ １３８，７７０，０１８
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（６）連結損益計算書
（単位：千円）

科 目 令和 ２ 年度 令和 ３ 年度
１．事業総利益 ２，０７３，３２８ ２，０９０，３９９
（１）信用事業収益 ８６８，９１２ ８４７，００５

資金運用収益 ８１８，７８９ ７９２，３０９
（うち預金利息） （４６１，３２６） （４５２，７９３）
（うち有価証券利息） （８１，２８２） （８５，２６０）
（うち貸出金利息） （１６５，５１９） （１５８，８００）
（うちその他受入利息） （１１０，６６１） （９５，４５４）
役務取引等収益 ２９，８９８ ２９，２２１
その他事業直接収益 － ３，８１９
その他経常収益 ２０，２２３ ２１，６５４

（２）信用事業費用 １１６，８４０ １１７，７２１
資金調達費用 ３１，５５３ ２２，５０２
（うち貯金利息） （２７，１３５） （１８，９７８）
（うち給付補填備金繰入） （１，７４３） （１，１２２）
（うち借入金利息） （１０１） （６０）
（うちその他支払利息） （２，５７１） （２，３４０）
役務取引等費用 ７，９７８ ７，８７３
その他事業直接費用 － －
その他経常費用 ７７，３０９ ８７，３４５
（うち貸倒引当金繰入額） － －
（うち貸倒引当金戻入額） （▲ １８，０７２） （▲ ８，４０６）
（うち貸出金償却） － －

信用事業総利益 ７５２，０７１ ７２９，２８４
（３）共済事業収益 ６６６，５３１ ６５５，７９１

共済付加収入 ５８９，４２２ ５７２，５６８
共済貸付金利息 － －
その他の収益 ７７，１０９ ８３，２２３

（４）共済事業費用 ３０，７８９ ３２，６３２
共済借入金利息 － －
共済推進費及び共済保全費 ９，２９１ １１，９０９
その他の費用 ２１，４９７ ２０，７２３

共済事業総利益 ６３５，７４２ ６２３，１５９
（５）購買事業収益 ３，１３５，８４６ ３，０５２，４３０

購買品供給高 ３，００１，７８４ ２，８８９，６５２
購買手数料 － １９，００６
修理サービス料 ９２，９９１ ９３，３５５
その他の収益 ４１，０７０ ５０，４１５

（６）購買事業費用 ２，６３１，７５９ ２，５３９，７７０
購買品供給原価 ２，５０５，５２４ ２，３９８，７１９
購買供給費 － －
修理サービス費 － －
その他の費用 １２６，２３４ １４１，０５０

購買事業総利益 ５０４，０８７ ５１２，６６０
（７）販売事業収益 １８１，２７５ ２１３，５８７

販売品販売高 － －
販売手数料 １６６，１０１ １９６，８７２
その他の収益 １５，１７３ １６，７１５

（８）販売事業費用 ２７，６２４ ２４，２３７
販売品販売原価 － －
販売費 － －
その他の費用 ２７，６２４ ２４，２３７

販売事業総利益 １５３，６５１ １８９，３５０
（９）その他事業収益 ２２６，６９８ ２３１，８０６
（１０）その他事業費用 １９８，９２２ １９５，８６１
その他事業総利益 ２７，７７６ ３５，９４５

２．事業管理費 １，８１７，６１７ １，８７７，７０４
（１）人件費 １，３１１，２４０ １，２９３，０２０
（２）その他事業管理費 ５０６，３７７ ５８４，６８４
事業利益 ２５５，７１１ ２１２，６９４

３．事業外収益 １１４，５４４ １１９，７４９
（１）受取雑利息 ３３ ２５
（２）受取出資配当金 ７１，０７９ ７２，７８９
（３）持分法による投資益 － －
（４）その他の事業外収益 ４３，４３１ ４６，９３４

４．事業外費用 ３１，４４４ ３４，７８９
（１）支払雑利息 － －
（２）持分法による投資損 － －
（３）その他の事業外費用 ３１，４４４ ３４，７８９
経常利益 ３３８，８１１ ２９７，６５３

５．特別利益 ２７１，５２３ ４，０４３
（１）固定資産処分益 ９，９３７ ２，６３４
（２）負ののれん発生益 － －
（３）その他の特別利益 ２６１，５８６ １，４０９

６．特別損失 ３１９，８１９ ３，０９８
（１）固定資産処分損 ５７，４００ ８７１
（２）減損損失 ８３３ ８１８
（３）その他の特別損失 ２６１，５８６ １，４０９
税金等調整前当期利益 ２９０，５１５ ２９８，５９８
法人税、住民税及び事業税 ３１，９４４ ４９，３９９
法人税等調整額 １６，２９５ ▲ １，２０１
法人税等合計 ４８，２３９ ４８，１９８
当期利益 ２４２，２７５ ２５０，４００
非支配株主に帰属する当期利益 － －
当期剰余金 ２４２，２７５ ２５０，４００

（注） 連結事業収益は、銀行等の連結経常収益に相当するものです。
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（７）連結キャッシュ・フロー計算書
〔間接法により表示する場合〕 （単位：千円）

科 目 令和 ２ 年度 令和 ３ 年度
１．事業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期利益（又は税金等調整前当期損失） ２９０，５１５ ２９８，５９８
減価償却費 １４９，８５６ １９７，８５６
減損損失 ８３３ ８１８
のれん償却額 － －
貸倒引当金の増減額（▲は減少） ▲ １９，５９８ ▲ ４，０８５
賞与引当金の増減額（▲は減少） ▲ ４，１０２ ６０８
退職給付に係る負債の増減額（▲は減少） ６，５５１ ４，９７５
その他引当金等の増減額（▲は減少） ３，７２１ ５，４５１
信用事業資金運用収益 ▲ ８１８，４６４ ▲ ７９１，９４２
信用事業資金調達費用 ３１，５５３ ２，２５０
共済貸付金利息 － －
共済借入金利息 － －
受取雑利息及び受取出資配当金 ▲ ７１，１１３ ▲ ７２，８１４
支払雑利息 － －
為替差損益 － －
有価証券関係損益（▲は益） ▲ ３２５ ▲ ４，１８７
固定資産売却損益（▲は益） ２９，６９０ ▲ ２，０５０
外部出資関係損益（▲は益） ９９９ －
賃貸資産に係る減価償却費 １５，０５９ １５，９５４
固定資産圧縮損 ２６１，５８６ １，４０９
固定資産処分費用 １７，７７２ ２８７
資産除去債務関連損益 － －
一般補助金収益 ▲ ２６１，５８６ ▲ １，４０９
特定資産特別勘定関係損益 － －

（信用事業活動による資産及び負債の増減）
貸出金の純増（▲）減 ９２７，８４６ ４１５，４９５
預金の純増（▲）減 ▲ ６，０９１，０００ ▲ ４，０００，０００
貯金の純増減（▲） ６，８５９，５３１ ４，３０１，５３５
信用事業借入金の純増減（▲） ▲ １，８６９ ▲ １，８８３
その他の信用事業資産の純増（▲）減 ４，６７９ ９８９
その他の信用事業負債の純増減（▲） １４２，８８６ ▲ １４７，９０３

（共済事業活動による資産及び負債の増減）
共済貸付金の純増（▲）減 － －
共済借入金の純増減（▲） － －
共済資金の純増減（▲） ▲ ５９，３３６ ▲ ４０，１９６
その他の共済事業資産の純増（▲）減 ３３５ ９１１
その他の共済事業負債の純増減（▲） ９，１１１ ６，８３７

（経済事業活動による資産及び負債の増減）
受取手形及び経済事業未収金の純増（▲）減 ▲ ３８，６９１ ９８，９６６
経済受託債権の純増（▲）減 － －
棚卸資産の純増（▲）減 ９，８９０ ６，５２２
支払手形及び経済事業未払金の純増減（▲） ４７，４８１ ▲ ２，３７２
経済受託債務の純増減（▲） １５，２９９ ▲ １３２，５３０
その他の経済事業資産の純増（▲）減 ２，３８９ ▲ ９，５９０
その他の経済事業負債の純増減（▲） ▲ ４，０３８ １２，９６４
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（単位：千円）

科 目 令和 ２ 年度 令和 ３ 年度
（その他の資産及び負債の増減）

その他の資産の純増（▲）減 ▲ １７３，１１１ ４２７，０１４
その他の負債の純増減（▲） ７５２，２６９ ▲ ６３２，７１２
未払消費税の純増減（▲） ▲ １９，３９２ ４７，２１７
信用事業資金運用による収入 ８２４，９２６ ７９８，７０２
信用事業資金調達による支出 ▲ ３７，６２３ ▲ ２５，３１８
共済貸付金利息による収入 ▲ ５５ ▲ ４７
共済借入金利息による支出 － －
事業分量配当金の支払額 ▲ ８７，３８１ ▲ ７５，２０１
小 計 ２，７１７，０９７ ７２１，３７２

雑利息及び出資配当金の受取額 ７１，１１３ ７２，８１４
雑利息の支払額 － －
法人税等の支払額 ▲ ２０３，７７２ ▲ ３４，４１４

事業活動によるキャッシュ・フロー ２，５８４，４３８ ７５９，７７２

２．投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出 ▲ ７０１，４５６ ▲ １，０９９，７３２
有価証券の売却等による収入 － ４０５，２４０
固定資産の取得による支出 ▲ １，４６８，７７１ ▲ ９０，０６２
固定資産の売却による収入 １１，８４２ ３，２００
補助金の受入による収入 － １，４０９
外部出資による支出 ▲ １，６８０ ▲ １，７４０
外部出資の売却等による収入 － －
固定資産の処分に伴う支出 ▲ １７，７７２ ▲ ２８７
資産除去債務の履行による支出 ▲ ９４８ －
連結範囲の変更を伴う子会社及び子
会社法人等の株式の取得による支出 － －

連結範囲の変更を伴う子会社及び子
会社法人等の株式の売却による収入 － －

投資活動によるキャッシュ・フロー ▲ ２，１７８，７８５ ▲ ７８１，９７２

３．財務活動によるキャッシュ・フロー
設備借入れによる収入 － －
設備借入金の返済による支出 － －
出資の増額による収入 ４８，３００ ４７，３７５
出資の払戻しによる支出 ▲ ５８，５３０ ▲ ６２，１７０
持分の取得による支出 ▲ ８，５５０ ▲ ８，３００
持分の譲渡による収入 ２，９３５ ９，６３０
リース債務の返済による支出 ▲ ３，７５６ ▲ ５，９５８
出資配当金の支払額 ▲ ２４，４５８ ▲ ２４，３８７
非支配株主への配当金支払額 － －
連結範囲の変更を伴わない子会社及び
子会社法人等の株式の取得による支出 － －

連結範囲の変更を伴わない子会社及び
子会社法人等の株式の売却による収入 － －

財務活動によるキャッシュ・フロー ▲ ４４，０５９ ▲ ４３，８１１

４．現金及び現金同等物に係る換算差額 － －
５．現金及び現金同等物の増加額（又は減少額） ３６７，３１４ ▲ ６６，０１１
６．現金及び現金同等物の期首残高 ４１６，３１１ ７８３，６２６
７．現金及び現金同等物の期末残高 ７８３，６２６ ７１７，６１４
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（８）連結注記表（令和３年度）

１．連結決算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記
（１）連結の範囲に関する事項
① 連結子会社の数 １社 ジェイエイサービス株式会社
② 非連結子会社の数 ２社 株式会社加賀福祉サービス、

株式会社アグリサポート加賀
③ 非連結関連法人の数 １社 株式会社加賀ガスサービスセンター
連結の範囲から除いた理由
非連結子会社は、いずれも小規模であり、合計の総資産、売上高、
当期純損益のうち持分に見合う額及び利益剰余金のうち持分に見合
う額等は、いずれも連結財務諸表に 重要な影響を与えていないた
め、連結対象から除外しています。

（２）持分法の適用に関する事項
持分法を適用する非連結子会社及び関連法人はありません。

（３）連結される子会社及び子法人等の事業年度に関する事項
連結される子会社の事業年度末は、連結決算日と一致しています。

（４）のれんの償却方法及び償却期間に関する事項
該当事項はありません。

（５）剰余金処分項目等の取扱いに関する事項
連結剰余金計算書は、連結会計期間において確定した剰余金処分に
基づいて作成しています。

（６）連結キャッシュ・フロー計算書における現金及び現金同等物の範囲
貸借対照表上の現金並びに当座預金、普通預金、通知預金の合計額
としています。

２．重要な会計方針に係る事項に関する注記
（１）次に掲げる資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券（株式形態の外部出資を含む）の評価基準及び評価方法
・その他有価証券
イ．時価のあるもの……………時価法（評価差額は全部純資産直

入法により処理し、売却原価は移
動平均法により算定）

ロ．市場価格のない株式等……移動平均法による原価法
② 棚卸資産の評価基準及び評価方法
・購買品（生産資材・燃料等）……総平均法による原価法（貸借対照

表価額は収益性の低下に基づく簿
価切下げの方法）

・購買品（農機・自動車）…………個別法による原価法（貸借対照表
価額は収益性の低下に基づく簿価
切下げの方法）

・購買品（小売店舗品、部品等）…売価還元法による原価法（貸借対
照表価額は収益性の低下に基づく
簿価切下げの方法）

・その他の棚卸資産………………主として総平均法による原価法
（貸借対照表価額は収益性の低下
に基づく簿価切下げの方法）

（２）固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産
定率法を採用しています。ただし、平成１０年４月１日以降に取得
した建物（建物附属設備を除く）並びに平成２８年４月１日以降に取
得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しています。
なお、主な耐用年数は以下のとおりです。
建物 ６年～５０年、機械装置 ３年～１５年

② 無形固定資産
定額法を採用しています。
なお、主な耐用年数は以下の通りです。
自組合利用のソフトウェア ５年

③ リース資産
・所有権移転ファイナンス・
リース取引に係るリース資産

…リース期間を耐用年数とし、残
存価額を零とする定額法を採用
しています。

（３）引当金の計上基準
① 貸倒引当金
貸倒引当金は、予め定めている資産の自己査定の基準、経理規程
及び資産の償却・引当規程に則り、次のとおり計上しています。
正常先債権及び要注意先債権（要管理債権を含む）については、
今後１年間の予想損失額又は今後３年間の予想損失額を見込んで計
上しており、予想損失額は主に１年間又は３年間の貸倒実績を基礎
とした貸倒実績率等の過去の一定期間における平均値に基づき損失
率を求め、算定しています。
破綻懸念先債権については、債権額から担保の処分可能見込額及
び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の

支払能力を総合的に判断して必要と認められる額を引当てています。
このうち債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フ
ローを合理的に見積もることができる債権については、当該キャッ
シュ・フローを当組合の貸出シェアで按分した金額と債権の帳簿価
額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除
した残額との差額を引当てています。
実質破綻先債権及び破綻先債権については、債権の帳簿価額から
担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、そ
の残額を引き当てています。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、企画管理部署が
資産査定を実施し、当該部署から独立した内部監査及び監事の監査
を受けています。

② 賞与引当金
職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のう
ち当事業年度負担分を計上しています。

③ 退職給付に係る負債
職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債
務及び年金資産の見込額に基づき計上しています。
なお、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付
に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡
便法を適用しています。

④ 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えて、役員退職慰労金支給規程に基
づく期末要支給額を計上しています。

⑤ ポイント引当金
JAポイントサービスに基づき組合員・利用者に付与したポイン
トの使用による費用発生に備えるため、当事業年度末において将来
発生すると見込まれる額を計上しています。

（４）収益及び費用の計上基準
当組合は、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第２９号 ２０２０
年３月３１日改正）及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企
業会計基準適用指針第３０号 ２０２１年３月２６日改正）を適用しており、
約束した財又はサービスの支配が利用者等に移転した時点で、もしく
は、移転するにつれて当該財又はサービスと交換に受け取ると見込ま
れる金額で収益を認識しています。
主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の
時点は以下のとおりであります。
① 購買事業
農業生産に必要な資材と生活に必要な物資を共同購入し、組合員
に供給する事業であり、当組合は利用者等との契約に基づき、購買
品を引き渡す義務を負っています。この利用者等に対する履行義務
は、購買品の引き渡し時点で充足することから、当該時点で収益を
認識しています。
② 販売事業
組合員が生産した農畜産物を当組合が集荷して共同で業者等に販
売する事業であり、当組合は販売先等との契約に基づき、販売品を
引き渡す義務を負っています。この利用者等に対する履行義務は、
販売品の引き渡し時点で充足することから、当該時点で収益を認識
しています。
③ 保管事業
組合員が生産した米・麦・大豆等の農産物を保管・管理する事業
であり、当組合は利用者等との契約に基づき、役務提供する義務を
負っています。この利用者等に対する履行義務は、農産物の保管期
間にわたって充足することから、当該サービスの進捗度に応じて収
益を認識しています。
④ 加工事業
組合員が生産した農畜産物を原料に、加工食品等を製造して販売
する事業であり、当組合は利用者等との契約に基づき、加工した商
品を引き渡す義務を負っています。この利用者等に対する履行義務
は、商品の引き渡し時点で充足することから、当該時点で収益を認
識しています。
⑤ 利用事業
カントリーエレベータ一・ライスセンター・育苗センター・共同
選果場・保冷貯蔵庫・農産物等の施設を設置して、共同で利用する
事業であり、当組合は利用者等との契約に基づき、役務提供する義
務を負っています。
この利用者等に対する履行義務は、各種施設の利用が完了した時
点で充足することから、当該時点で収益を認識しています。

（５）消費税及び地方消費税の会計処理の方法
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっています。

―６２―



ただし、固定資産に係る控除対象外消費税等は雑資産に計上し、５
年間で均等償却を行っています。

（６）計算書類等に記載した金額の端数処理の方法
記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しており、金額が千円未満

の科目については「０」で表示しています。
（７）その他計算書類等の作成のための基本となる重要な事項
① 当組合が代理人として関与する取引の損益計算書の表示について
購買事業収益のうち、当組合が代理人として購買品の供給に関与
している場合には、純額で収益を認識して、購買手数料として表示
しています。

３．会計方針の変更に関する注記
（１）収益認識会計基準等の適用

当組合は、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第２９号 ２０２０
年３月３１日。以下「収益認識会計基準」という。）及び「収益認識に
関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第３０号 ２０２１年
３月２６日）を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービス
の支配が利用者等に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受
け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりです。
① 代理人取引に係る収益認識
財又はサービスを利用者等に移転する前に支配していない場合、
すなわち、利用者等に代わって調達の手配を代理人として行う取引
については、従来は利用者等から受け取る対価の総額を収益として
認識していましたが、利用者等から受け取る額から受入先（仕入先）
に支払う額を控除した純額で収益を認識する方法に変更しています。
② 米穀共同計算の収益認識
販売事業の米穀県域共同計算において、従来は、当組合の倉庫を
出荷した時点で収益を認識していましたが、県域全体での販売実績
進捗率に基づき収益を認識する方法に変更しています。
③ LPガスに関する収益認識
購買事業における LPガスの供給に関して、従来は、毎月の検針
日に確認した利用者等の使用量に基づいて収益を認識していました
が、決算月においては、検針日から決算日までに生じた収益を合理
的に見積もって認識する方法に変更しています。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第８４項
ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期
首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、
当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな
会計方針を適用しています。
この結果、利益剰余金の当期首残高は、１３，０８３千円減少していま
す。また、当事業年度の事業収益が２９４，１３３千円、事業費用が３０１，６８３
千円、事業利益、経常利益、及び税引前当期利益が７，５４９千円それ
ぞれ減少（増加）しています。

（２）時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第３０号 ２０１９年７
月４日。以下「時価算定会計基準」という。）等を当事業年度の期首
から適用し、時価算定会計基準第１９項及び「金融商品に関する会計基
準」（企業会計基準第１０号 ２０１９年７月４日）第４４―２項に定める経過
的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、
将来にわたって適用することといたしました。これによる当事業年度
の計算書類への影響はありません。

４．連結貸借対照表に関する注記
（１）有形固定資産に係る圧縮記帳額

有形固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳額は１，７１８，７９３
千円であり、その内訳は次のとおりです。

① 建物 ６１９，６１０千円
② 機械装置 ９５１，６２２千円
③ 土地 ２８，４３３千円
④ その他の有形固定資産 １１９，１２６千円

（２）担保に供している資産
定期預金９００，０００千円を為替決済保証金の担保に供しています。ま
た、定期預金３，０００千円を県公金収納事務取扱に係る担保に供してい
ます。

（３）役員との間の取引による役員に対する金銭債権及び金銭債務
理事及び監事に対する金銭債権の総額 ７０，１５７千円
理事及び監事に対する金銭債務の総額 なし

（４）債権のうち農業協同組合法施行規則第２０４条第１項第１号ホ（２）
（ i ）から（iv）までに掲げるものの額及びその合計金額
債権のうち、破産更生債権及びこれらに準ずる債権額は１，１６３千円、
危険債権額は２８０，５８０千円です。
なお、破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、
更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っ

ている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権です。
また、危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないも
のの、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回
収及び利息の受取りができない可能性の高い債権（破産更生債権及び
これらに準ずる債権を除く。）です。
債権のうち、三月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権額はありませ
ん。
なお、三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の
翌日から三月以上遅延している貸出金で破産更生債権及びこれらに準
ずる債権及び危険債権に該当しないものです。
また、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図るこ
とを目的として、金利の減免、利息の支払い猶予、元本の返済猶予、
債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破産更
生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権及び三月以上延滞債権に該
当しないものです。
破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権、三月以上延滞債
権及び貸出条件緩和債権額の合計額は２８１，７４４千円です。
なお、上記に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額です。

５．連結損益計算書に関する注記
（１）減損会計に関する注記
① 資産をグループ化した方法の概要及び減損損失を認識した資産又
は資産グループの概要
当組合は、支店については管理会計の単位としている支店を基本
にグルーピングし、経済施設については施設単位でグルーピングし
ています。また、本店、農業関係施設等の共同利用施設については、
JA全体の共用資産としています。
当事業年度に減損を計上した固定資産は、以下のとおりです。

場 所 用 途 種 類

旧Ａコープ山中店 賃貸 土地・建物

② 減損損失の認識に至った経緯
旧Ａコープ山中店は、時価相当額が帳簿価額まで達していないた
め帳簿価額を回収可能限度額まで減額し、当期減少額を減損損失と
して認識しました。
③ 減損損失の金額について、特別損失に計上した金額と主な固定資
産の種類ごとの減損損失の内訳
旧Ａコープ山中店 ８１８千円（土地：７６９千円）

④ 回収可能価額の算定方法
上記資産の回収可能価額については正味売却価額を採用しており、
その時価は固定資産税評価に基づき算定しています。

６．金融商品に関する注記
（１）金融商品の状況に関する事項
① 金融商品に対する取組方針
当組合は農家組合員や地域から預かった貯金を原資に、農家組合
員や地域内の企業や団体などへ貸付け、残った余裕金を石川県信用
農業協同組合連合会へ預けているほか、国債や地方債などの債券に
よる運用を行っています。
② 金融商品の内容及びそのリスク
当組合が保有する金融資産は、主として当組合管内の組合員等に
対する貸出金及び有価証券であり、貸出金は、組合員等の契約不履
行によってもたらされる信用リスクに晒されています。
また、有価証券は債券であり、満期保有目的及び純投資目的（そ
の他有価証券）で保有しています。これらは発行体の信用リスク、
金利の変動リスク及び市場価格の変動リスクに晒されています。
事業債権である経済事業未収金は、組合員等の信用リスクに晒さ
れています。
③ 金融商品に係るリスク管理体制
イ．信用リスクの管理
当組合は、個別の重要案件又は大口案件については理事会にお
いて対応方針を決定しています。また、通常の貸出取引について
は、本店に審査課を設置し各支店との連携を図りながら、与信審
査を行っています。審査にあたっては、取引先のキャッシュ・フ
ローなどにより償還能力の評価を行うとともに、担保評基準など
厳格な審査基準を設けて、与信判定を行っています。貸出取引に
おいて資産の健全性の維持・向上を図るため、資産の自己査定を
厳格に行っています。不良債権については管理・回収方針を作
成・実践し、資産の健全化に取り組んでいます。また、資産自己
査定の結果、貸倒引当金については資産の償却・引当規程に基づ
き必要額を計上し、資産及び財務の健全化に努めています。
ロ．市場リスクの管理
当組合では、金利リスク、価格変動リスクなどの市場性リスク
を的確にコントロールすることにより、収益化及び財務の安定化
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を図っています。このため、財務の健全性維持と収益力強化との
バランスを重視した ALMを基本に、資産・負債の金利感応度分
析などを実施し、金融情勢の変化に機敏に対応できる柔軟な財務
構造の構築に努めています。
とりわけ、有価証券運用については、市場動向や経済見通しな
どの投資環境分析及び当組合の保有有価証券ポートフォリオの状
況や ALMなどを考慮し、理事会において運用方針を定めるとと
もに、経営層で構成する ALM委員会を定期的に開催して、日常
的な情報交換及び意思決定を行っています。金融課は、理事会で
決定した運用方針及び ALM委員会で決定された方針などに基づ
き、有価証券の売買やリスクヘッジを行っています。金融課が行っ
た取引については企画管理課が適切な執行を行っているかどうか
チェックし定期的にリスク量の測定を行い経営層に報告していま
す。
（市場リスクに係る定量的情報）
当組合で保有している金融商品はすべてトレーディング目的
以外の金融商品です。当組合において、主要なリスク変数であ
る金利リスクの影響を受ける主たる金融商品は、預金、貸出金、
有価証券のうちその他有価証券に分類している債券、貯金及び
借入金です。
当組合では、これらの金融資産及び金融負債について、期末
後１年程度の金利の合理的な予想変動幅を用いた経済価値の変
動額を、金利の変動リスクの管理にあたっての定量的分析に利
用しています。
金利以外のすべてのリスク変数が一定であると仮定し、当事
業年度末現在、指標となる金利が０．１％上昇したものと想定し
た場合には、経済価値が７１，０２９千円減少するものと把握してい
ます。
当該変動額は、金利を除くリスク変数が一定の場合を前提と
しており、金利とその他のリスク変数の相関を考慮していませ
ん。
また、金利の合理的な予想変動幅を超える変動が生じた場合
には、算定額を超える影響が生じる可能性があります。

ハ．資金調達に係る流動性リスクの管理
当組合では、資金繰りリスクについては、運用・調達について
月次の資金計画を作成し、安定的な流動性の確保に努めています。
また、市場流動性リスクについては、投資判断を行う上での重要
な要素と位置付け、商品ごとに異なる流動性（換金性）を把握し
たうえで、運用方針などの策定の際に検討を行っています。

④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価（時価に代わるものを含む）には、市場価格に基
づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額
（これに準ずる価額を含む）が含まれています。当該価額の算定に
おいては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等
によった場合、当該価額が異なることもあります。

（２）金融商品の時価等に関する事項
① 金融商品の貸借対照表計上額及び時価等
当事業年度末における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額
は、次のとおりです。
なお、市場価格のない株式等は、次表には含めていません。

（単位：千円）
貸借対照表計上額
（Ａ）

時 価
（Ｂ）

差 額
（Ｂ）－（Ａ）

預 金 ９９，８７１，０５７ ９９，８７１，７６７ ７１０

有 価 証 券 ７，０９９，６２０ ７，０９９，６２０ －

貸 出 金 ２１，６６０，６６１

貸倒引当金（＊１） ▲ １６６，７５３

貸倒引当金控除後 ２１，４９３，９０７ ２１，８８８，５３０ ３９４，６２２

資 産 計 １２８，４６４，５８４ １２８，８５９，９１７ ３９５，３３３

貯 金 １２４，９００，７０５ １２４，８９１，４７０ ９，２３４

負 債 計 １２４，９００，７０５ １２４，８９１，４７０ ９，２３４

（＊１） 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除
しています。

② 金融商品の時価の算定に用いた評価技法の説明
【資産】
イ．預金
満期のない預金については、時価は帳簿価額と近似しているこ
とから、当該帳簿価額によっています。満期のある預金について
は、期間に基づく区分ごとに、リスクフリーレートである翌日物
金利スワップ（Overnight Index Swap 以下OIS という）のレー
トで割り引いた現在価値を時価に代わる金額として算定していま

す。デリバティブを内包した期日前解約特約付預金は、元利金の
合計を同様の新規預け入れを行った場合に想定される利率で割り
引いた現在価値と、取引金融機関から提示された内包されるデリ
バティブ部分の時価により算定しています。
ロ．有価証券
債券は取引金融機関等から提示された価格によっています。
投資信託は、公表されている基準価格、または、取引金融機関
等から掲示された価格によっており、「時価の算定に関する会計
基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第３１号 ２０１９年７月４
日）第２６項に従い、経過措置を適用しています。
ハ．貸出金
貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反
映するため、貸出先の信用状態が実行後大きく異なっていない限
り、時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額によっ
ています。
一方、固定金利によるものは、貸出金の種類及び期間に基づく
区分ごとに、元利金の合計額をリスクフリーレートであるOIS
のレートで割り引いた額から貸倒引当金を控除して時価に代わる
金額としています。
また、延滞の生じている債権・期限の利益を喪失した債権等に
ついて、帳簿価額から貸倒引当金を控除した額を時価に代わる金
額としています。

【負債】
イ．貯金
要求払貯金については、決算日に要求された場合の支払額（帳
簿価額）を時価とみなしています。また、定期性貯金については、
期間に基づく区分ごとに、将来のキャッシュ・フローをリスクフ
リーレートであるOIS のレートで割り引いた現在価値を時価に
代わる金額として算定しています。

③ 市場価格のない株式等
市場価格のない株式等は次のとおりであり、これらは①の金融商
品の時価情報には含まれていません。

（単位：千円）
貸借対照表計上額

外 部 出 資（＊１） ４，４７４，３００

外 部 出 資 等 損 失 引 当 金 －

外部出資等損失引当金控除後 ４，４７４，３００

（＊１） 外部出資のうち、市場において取引されていない株式や出資
金等については、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」
企業会計基準適用指針第１９号 ２０１９年７月４日）第５項に基づ
き、時価開示の対象とはしていません。

④ 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
（単位：千円）

１年以内 １年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内 ５年超

預 金 ９９，８７１，０５７ － － － － －

有価証券 － － － － ２０２，７００ ６，８９６，９２０

その他
有価証
券のう
ち満期
がある
もの

－ － － － ２０２，７００ ６，８９６，９２０

貸 出 金
（＊１，２）

３，５８６，６４１ １，８４３，８８５ １，４４２，８９１ １，１３６，０８４ １，４２０，４８９ １２，００７，２９２

合 計 １０３，４５７，６９８ １，８４３，８８５ １，４４２，８９１ １，１３６，０８４ １，６２３，１８９ １８，９０４，２１２

（＊１） 貸出金のうち、当座貸越４５５，６１６千円については「１年以内」
に含めています。また、期限のない場合は「５年超」に含めて
います。

（＊２） 貸出金のうち３カ月以上延滞が生じている債権・期限の利益
を喪失した債権等２２３，３７６千円は償還の予定が見込まれていな
いため、含めていません。

⑤ 有利子負債の決算日後の返済予定額
（単位：千円）

１年以内 １年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内 ５年超

貯 金
（＊１） １０２，７１３，６５５ １０，３３２，４６８ ９，１６７，０５８ ８８８，８９５ ５６６，５８４ １，２３１，９８４

合 計 １０２，７１３，６５５ １０，３３２，４６８ ９，１６７，０５８ ８８８，８９５ ５６６，５８４ １，２３１，９８４

（＊１） 貯金のうち、要求払貯金については「１年以内」に含めて開
示しています。
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７．有価証券に関する注記
（１）有価証券の時価及び評価差額に関する事項

有価証券の時価及び評価差額に関する事項は次のとおりです。
① その他有価証券
その他有価証券において、種類ごとの取得原価又は償却原価、貸
借対照表計上額及びこれらの差額については、次のとおりです。

（単位：千円）
貸借対照表
計 上 額
（Ａ）

取得原価又
は償却原価
（Ｂ）

差 額
（Ａ）－（Ｂ）

貸借対照表
計上額が取
得原価又は
償却原価を
超えるもの

国 債 １，１４５，５８０ ９９７，５０１ １４８，０７８

地 方 債 ３，４１５，３８０ ２，９９９，６３２ ４１５，７４７

政府保証債 ３３８，０００ ２９８，７７４ ３９，２２５

社 債 ６７２，２００ ６００，０００ ７２，２００

受 益 証 券 － － －

小 計 ５，５７１，１６０ ４，８９５，９０８ ６７５，２５１

貸借対照表
計上額が取
得原価又は
償却原価を
超えないも
の

国 債 ４８３，２５０ ４９９，７３８ ▲ １６，４８８

地 方 債 － － －

政府保証債 － － －

社 債 ７５７，４８０ ８００，０００ ▲ ４２，５２０

受 益 証 券 ２８７，７３０ ３００，０００ ▲ １２，２７０

小 計 １，５２８，４６０ １，５９９，７３８ ▲ ７１，２７８

合 計 ７，０９９，６２０ ６，４９５，６４７ ６０３，９７２

（純額で評価差益の場合）
（＊） なお、上記差額から繰延税金負債１６６，６３６千円を差し引いた額

４３７，３３６千円が、「その他有価証券評価差額金」に含まれています。
（２）当年度中に売却したその他有価証券

当年度中に売却したその他有価証券は次のとおりです。
（単位：千円）

売 却 額 売 却 益 売 却 損

国 債 ４０５，２４０ ３，８１９ －

（３）当事業年度中において、保有目的が変更となった有価証券
当事業年度中において、保有目的が変更となった有価証券はありま
せん。

８．退職給付に関する注記
（１）採用している退職給付制度の概要

職員の退職給付に充てるため、退職給与規程に基づき、退職一時金
制度を採用しています。また、この制度に加え、同規程に基づき退職
給付の一部に充てるため全共連との契約による確定給付型年金制度
（または全国農林漁業団体共済会との契約による退職金共済制度）を
採用しています。
なお、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に
係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法
を適用しています。

（２）退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表
（単位：千円）

期首における退職給付に係る負債 １３２，７１１

退 職 給 付 費 用 １０，８４２

退 職 給 付 の 支 払 額 ▲ ５，８６６

期末における退職給付に係る負債 １３７，６８６

（３）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退
職給付に係る負債の調整表

（単位：千円）
退 職 給 付 債 務 １，１７０，６３９

特 定 退 職 金 共 済 制 度 ▲ １，０３２，９５２

未 積 立 退 職 給 付 債 務 １３７，６８６

退 職 給 付 に 係 る 負 債 １３７，６８６

（４）退職給付に関連する損益
（単位：千円）

勤 務 費 用 １０，８４２

臨時に支払った割増退職金 －

退 職 給 付 費 用 １０，８４２

特定退職金共済制度への拠出金５４，５２５千円は「福利厚生費」で処理
しています。

（５）特例業務負担金の将来見込額
人件費（うち福利厚生費）には、厚生年金保険制度及び農林漁業団
体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法
等を廃止する等の法律附則第５７条の規定に基づき、旧農林共済組合（存
続組合）が行う特例年金給付等の業務に要する費用に充てるため拠出
した特例業務負担金１５，０７２千円を含めて計上しています。
なお、同組合より示された令和４年３月現在における令和１４年３月
までの特例業務負担金の将来見込額は１５３，０６７千円となっています。

９．税効果会計に関する注記
（１）繰延税金資産及び繰延税金負債の内訳

（単位：千円）
当 期

繰 延 税 金 資 産

貸 倒 引 当 金 ６２，７５４

退 職 給 付 に 係 る 負 債 ３９，２０９

役 員 退 職 慰 労 引 当 金 ７，８８６

そ の 他 １９３，３５３

繰 延 税 金 資 産 小 計 ３０３，２０４

評 価 性 引 当 額 ▲ ２０２，４１３

繰 延 税 金 資 産 合 計 （Ａ） １００，７９０

繰 延 税 金 負 債

その他有価証券評価差額金 ▲ １６６，６３６

全農統合に係る合併交付金 ▲ ５，６７３

資産除去費用資産計上額 －

繰 延 税 金 負 債 合 計 （Ｂ） ▲ １７２，３０９

繰延税金資産（負債）の純額（Ａ）＋（Ｂ） ▲ ７１，５１８

（２）法定実効税率と法人税等負担率との差異の主な原因
（単位：％）
当期

法 定 実 効 税 率 ２７．６
（調整）
交際費等永久に損金に算入されない項目 ０．９
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 ▲ ５．５
評 価 性 引 当 額 の 増 減 ０．１
収 用 等 の 特 別 控 除 ０．０
住 民 税 均 等 割 ０．８
税 額 控 除 ▲ １．７
事 業 分 量 配 当 額 の 損 金 算 入 額 ▲ ８．９
税率変更に伴う繰延税金資産の修正 ０．０
そ の 他 ０．７

税効果会計適用後の法人税等の負担率 １３．９

１０．収益認識に関する注記
（収益を理解するための基礎となる情報）
「重要な会計方針に係る事項に関する注記（４）収益及び費用の計上
基準」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しています。

１１．その他の注記
（１）当座貸越契約及び貸出金に係るコミットメントライン契約

当座貸越契約及び貸出金に係るコミットメントライン契約は、組合
員等からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件
について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約
する契約です。これらの契約に係る融資未実行残高は、１，３７６，２２５千
円です。

―６５―



連結注記表（令和２年度）

１．連結決算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記
（１）連結の範囲に関する事項

① 連結子会社の数 １社 ジェイエイサービス株式会社

② 非連結子会社の数 ２社 株式会社加賀福祉サービス、

株式会社アグリサポート加賀

③ 非連結関連法人の数 １社 株式会社加賀ガスサービスセンター

連結の範囲から除いた理由

非連結子会社は、いずれも小規模であり、合計の総資産、売上

高、当期純損益のうち持分に見合う額及び利益剰余金のうち持分

に見合う額等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を与えてい

ないため、連結対象から除外しています。

非連結関連法人については、売上高は量的基準を超過していま

すが、役員の就任状況と併せて判断すると、JA以外の支配子会社

と考えられるため、連結対象から除外しています。

（２）持分法の適用に関する事項

持分法を適用する非連結子会社及び関連法人はありません。

（３）連結される子会社及び子法人等の事業年度に関する事項

連結される子会社の事業年度末は、連結決算日と一致しています。

（４）のれんの償却方法及び償却期間に関する事項

該当事項はありません。

（５）剰余金処分項目等の取り扱いに関する事項

連結剰余金計算書は、連結会計期間において確定した剰余金処分

に基づいて作成しています。

（６）連結キャッシュ・フロー計算書における現金及び現金同等物の範囲

貸借対照表上の現金並びに当座預金、普通預金、通知預金の合計

額としています。

２．重要な会計方針に係る事項に関する注記
（１）次に掲げる資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券（株式形態の外部出資を含む）の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券…償却原価法（個別法による定額法）

・その他有価証券

イ．時価のあるもの…期末日の市場価格等に基づく時価法（評

価差額は全部純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により算定）

ロ．時価のないもの…移動平均法による原価法

② 棚卸資産の評価基準及び評価方法

・購買品（生産資材・燃料等）……総平均法による原価法（貸借対

照表価額は収益性の低下に基づ

く簿価切下げの方法）

・購買品（農機・自動車）…………個別法による原価法（貸借対照

表価額は収益性の低下に基づく

簿価切下げの方法）

・購買品（小売店舗品、部品等）…売価還元法による原価法（貸借

対照表価額は収益性の低下に基

づく簿価切下げの方法）

・その他の棚卸資産………………主として総平均法による原価法

（貸借対照表価額は収益性の低下

に基づく簿価切下げの方法）

（２）固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定率法を採用しています。ただし、平成１０年４月１日以降に取

得した建物（建物附属設備を除く）並びに平成２８年４月１日以降

に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用して

います。

なお、主な耐用年数は以下のとおりです。

建物 ６年～５０年、機械装置 ３年～１５年

② 無形固定資産

定額法を採用しています。

なお、主な耐用年数は以下の通りです。

自社利用のソフトウェア ５年

（３）引当金の計上基準

① 貸倒引当金

貸倒引当金は、予め定めている資産の自己査定の基準、経理規

程及び資産の償却・引当規程に則り、次のとおり計上しています。

正常先債権及び要注意先債権（要管理債権を含む）については、

今後１年間の予想損失額又は今後３年間の予想損失額を見込んで

計上しており、予想損失額は主に１年間又は３年間の貸倒実績を

基礎とした貸倒実績率等の過去の一定期間における平均値に基づ

き損失率を求め、算定しています。

破綻懸念先債権については、債権額から担保の処分可能見込額

及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務

者の支払能力を総合的に判断して必要と認められる額を引当てて

います。このうち債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッ

シュ・フローを合理的に見積もることができる債権については、

当該キャッシュ・フローと債権の帳簿価額から担保の処分可能見

込額及び保証による回収可能見込額を控除した残額との差額を引

き当てています。

実質破綻先債権及び破綻先債権については、債権の帳簿価額か

ら担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、

その残額を引き当てています。

すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、企画管理部署

が資産査定を実施し、当該部署から独立した内部監査及び監事の

監査を受けており、その査定結果に基づいて、上記の引き当てを

行っています。

② 賞与引当金

職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の

うち当事業年度負担分を計上しています。

③ 退職給付に係る負債

職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付

債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度に発生している

と認められる額を計上しています。

なお、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給

付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用い

た簡便法を適用しています。

④ 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えて、役員退職慰労金支給規程に

基づく期末要支給額を計上しています。

⑤ ポイント引当金

JAポイントサービスに基づき組合員・利用者に付与したポイン

トの使用による費用発生に備えるため当事業年度末において将来

発生すると見込まれる額を計上しています。

（４）消費税及び地方消費税の会計処理の方法

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっています。

ただし、固定資産に係る控除対象外消費税等は雑資産に計上し、

５年間で均等償却を行っています。

（５）計算書類等に記載した金額の端数処理の方法

記載金額は、千円未満を切り捨てて（四捨五入して）表示してお

り、金額が千円未満の科目については「０」で表示しています。

３．連結貸借対照表に関する注記
（１）有形固定資産に係る圧縮記帳額

有形固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳額は１，７６４，６３６

千円であり、その内訳は次のとおりです。

① 建物 ６１９，６１０千円

② 機械装置 ９９８，８７４千円

③ 土地 ２８，４３３千円

④ その他の有形固定資産 １１７，７１７千円

（２）担保に供した資産

定期預金９００，０００千円を為替決済保証金の担保に供しています。ま

た、定期預金３，０００千円を県公金収納事務取り扱いに係る担保に供し

ています。

（３）役員との間の取引による役員に対する金銭債権及び金銭債務

理事及び監事に対する金銭債権の総額 ６９，３２９千円

理事及び監事に対する金銭債務の総額 なし

（４）貸出金のうちリスク管理債権の合計額及びその内訳

貸出金のうち、破綻先債権額は２，０１３千円、延滞債権額は２９９，３８５

千円です。

なお、破綻先債権とは、元本又は利息の遅延が相当期間継続して

いることその他の事由により元本又は利息の取立又は弁済の見込み

がないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行っ

た部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法

人税法施行令第９６条第１項第３号のイからホまでに掲げる事由又は

同項第４号に規定する事由が生じている貸出金です。
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また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債

権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支

払を猶予した貸出金以外の貸出金です。

貸出金のうち、３カ月以上延滞債権額はありません。

なお、３カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払

日の翌日から３カ月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞

債権に該当しないものです。

貸出金のうち、貸出条件緩和債権額はありません。

なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図る

ことを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、

債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻

先債権、延滞債権及び３カ月以上延滞債権に該当しないものです。

破綻先債権額、延滞債権額、３カ月以上延滞債権額及び貸出条件

緩和債権額の合計額は３０１，３９９千円です。

なお、上記に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額です。

４．連結損益計算書に関する注記
（１）減損会計に関する注記

① 資産をグループ化した方法の概要及び減損損失を認識した資産

又は資産グループの概要

当組合は、支店については管理会計の単位としている基幹支店

を基本にグルーピングし、経済施設については施設単位でグルー

ピングしています。また、本店、農業関係施設等の共同利用施設

については、JA全体の共用資産としています。

当事業年度に減損を計上した固定資産は、以下のとおりです。

場 所 用 途 種 類 その他

旧Ａコープ山中店 賃 貸 土地・建物

片山津給油所裏地 遊 休 土 地

② 減損損失の認識に至った経緯

旧Ａコープ山中店及び片山津給油所裏地は、時価相当額が帳簿

価額まで達していないため帳簿価額を回収可能限度額まで減額し、

当期減少額を減損損失として認識しました。

③ 減損損失の金額について、特別損失に計上した金額と主な固定

資産の種類ごとの減損損失の内訳

旧Ａコープ山中店 ６４６千円（土地：６０７千円）

片山津給油所裏地 １８７千円（土地：１８７千円）

合 計 ８３３千円（土地：７９５千円）

④ 回収可能価額の算定方法

上記資産の回収可能価額については正味売却価額を採用してお

り、その時価は固定資産税評価に基づき算定しています。

５．金融商品に関する注記
（１）金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取り組み方針

当組合は農家組合員や地域から預かった貯金を原資に、農家組

合員や地域内の企業や団体などへ貸付け、残った余裕金を石川県

信用農業協同組合連合会へ預けているほか、国債や地方債などの

債券による運用を行っています。

② 金融商品の内容及びそのリスク

当組合が保有する金融資産は、主として当組合管内の組合員等

に対する貸出金及び有価証券であり、貸出金は、組合員等の契約

不履行によってもたらされる信用リスクに晒されています。

また、有価証券は債券であり、満期保有目的及び純投資目的（そ

の他有価証券）で保有しています。これらは発行体の信用リスク、

金利の変動リスク及び市場価格の変動リスクに晒されています。

③ 金融商品に係るリスク管理体制

イ．信用リスクの管理

当組合は、個別の重要案件又は大口案件については理事会に

おいて対応方針を決定しています。また、通常の貸出取引につ

いては、本店に審査課を設置し各支店との連携を図りながら、

与信審査を行っています。審査にあたっては、取引先のキャッ

シュ・フローなどにより償還能力の評価を行うとともに、担保

評価基準など厳格な審査基準を設けて、与信判定を行っていま

す。貸出取引において資産の健全性の維持・向上を図るため、

資産の自己査定を厳格に行っています。不良債権については管

理・回収方針を作成・実践し、資産の健全化に取り組んでいま

す。また、資産自己査定の結果、貸倒引当金については資産の

償却・引当規程に基づき必要額を計上し、資産及び財務の健全

化に努めています。

ロ．市場リスクの管理

当組合では、金利リスク、価格変動リスクなどの市場性リス

クを的確にコントロールすることにより、収益化及び財務の安

定化を図っています。このため、財務の健全性維持と収益力強

化とのバランスを重視した ALMを基本に、資産・負債の金利感

応度分析などを実施し、金融情勢の変化に機敏に対応できる柔

軟な財務構造の構築に努めています。

とりわけ、有価証券運用については、市場動向や経済見通し

などの投資環境分析及び当組合の保有有価証券ポートフォリオ

の状況や ALMなどを考慮し、理事会において運用方針を定める

とともに、経営層で構成する ALM委員会を定期的に開催して、

日常的な情報交換及び意思決定を行っています。貯金課は、理

事会で決定した運用方針及び ALM委員会で決定された方針など

に基づき、有価証券の売買やリスクヘッジを行っています。貯

金課が行った取引については企画管理課が適切な執行を行って

いるかどうかチェックし定期的にリスク量の測定を行い経営層

に報告しています。

（市場リスクに係る定量的情報）

当組合で保有している金融商品はすべてトレーディング目

的以外の金融商品です。当組合において、主要なリスク変数

である金利リスクの影響を受ける主たる金融商品は、預金、

貸出金、有価証券のうちその他有価証券に分類している債券、

貯金及び借入金です。

当組合では、これらの金融資産及び金融負債について、期

末後１年程度の金利の合理的な予想変動幅を用いた経済価値

の変動額を、金利の変動リスクの管理にあたっての定量的分

析に利用しています。

金利以外のすべてのリスク変数が一定であると仮定し、当

事業年度末現在、指標となる金利が０．１％上昇したものと想定

した場合には、経済価値が５８，８０８千円減少するものと把握し

ています。

当該変動額は、金利を除くリスク変数が一定の場合を前提

としており、金利とその他のリスク変数の相関を考慮してい

ません。

また、金利の合理的な予想変動幅を超える変動が生じた場

合には、算定額を超える影響が生じる可能性があります。

ハ．資金調達に係る流動性リスクの管理

当組合では、資金繰りリスクについては、運用・調達につい

て月次の資金計画を作成し、安定的な流動性の確保に努めてい

ます。また、市場流動性リスクについては、投資判断を行う上

での重要な要素と位置付け、商品ごとに異なる流動性（換金性）

を把握したうえで、運用方針などの策定の際に検討を行ってい

ます。

④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価（時価に代わるものを含む）には、市場価格に

基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された

価額（これに準ずる価額を含む）が含まれています。当該価額の

算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（２）金融商品の時価等に関する事項

① 金融商品の貸借対照表計上額及び時価等

当事業年度末における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差

額は、次のとおりです。

なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものにつ

いては、次表には含めず③に記載しています。

（単位：千円）
貸借対照表計上額
（Ａ）

時 価
（Ｂ）

差 額
（Ｂ）－（Ａ）

預 金 ９５，９４１，２３６ ９５，９４２，０９７ ８６１

有 価 証 券 ６，５７１，２５０ ６，５７１，２５０ ０

貸 出 金 ２１，９００，９９７ ２２，３８８，９８９ ４８７，９９２

貸 倒 引 当 金 ▲ １７５，１５９

貸 出 金 ２２，０７６，１５７

資 産 計 １２４，４１３，４８３ １２４，９０２，３３６ ４８８，８５３

貯 金 １２０，５９９，１６９ １２０，６３２，１７４ ３３，００４

負 債 計 １２０，５９９，１６９ １２０，６３２，１７４ ３３，００４

（注） 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除

しています。
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② 金融商品の時価の算定方法

【資産】

イ．預金

満期のない預金については、時価は帳簿価額と近似している

ことから、当該帳簿価額によっています。

満期のある預金については、期間に基づく区分ごとに、リス

クフリーレートである円 Libor・スワップレートで割り引いた現

在価値を時価に代わる金額として算定しています。

ロ．有価証券

債券は取引金融機関等から提示された価格によっています。

ハ．貸出金

貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を

反映するため、貸出先の信用状態が実行後大きく異なっていな

い限り、時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額

によっています。

一方、固定金利によるものは、貸出金の種類及び期間に基づ

く区分ごとに、元利金の合計額をリスクフリーレートである円

Libor・スワップレートで割り引いた額から貸倒引当金を控除し

て時価に代わる金額としています。

また、延滞の生じている債権・期限の利益を喪失した債権等

について、帳簿価額から貸倒引当金を控除した額を時価に代わ

る金額としています。

ニ．経済事業未収金

経済事業未収金については短期間で決済されるため、時価は

帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。

また、延滞の生じている債権・期限の利益を喪失した債権等

について、帳簿価額から貸倒引当金を控除した額を時価に代わ

る金額としています。

【負債】

イ．貯金

要求払貯金については、決算日に要求された場合の支払額（帳

簿価額）を時価とみなしています。また、定期性貯金について

は、期間に基づく区分ごとに、将来のキャッシュ・フローをリ

スクフリーレートである円 Libor・スワップレートで割り引いた

現在価値を時価に代わる金額として算定しています。

③ 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は次の

とおりであり、これらは①の金融商品の時価情報には含まれてい

ません。

（単位：千円）
貸借対照表計上額

外 部 出 資 ４，４７２，５６０

（注） 外部出資のうち、市場価格のない株式については、時価を把

握することが極めて困難であると認められるため、時価開示の

対象とはしていません。

④ 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

（単位：千円）

１年以内 １年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内 ５年超

預 金 ９５，９４１，２３６ － － － － －

有価証券 － － － － － ６，５７１，２５０

その他
有価証
券のう
ち満期
がある
もの

－ － － － － ６，５７１，２５０

貸 出 金
（＊１，２） ２，８１９，５３５ ２，９８０，１９９ １，７４３，２４８ １，３３４，９９４ １，０３７，５１０ １１，９２３，１６７

合 計 ９８，７６０，７７１ ２，９８０，１９９ １，７４３，２４８ １，３３４，９９４ １，０３７，５１０ １８，４９４，４１７

（＊１） 貸出金のうち、当座貸越４１８，６８３千円については「１年以内」

に含めています。また、期限のない場合は「５年超」に含め

ています。

（＊２） 貸出金のうち３カ月以上延滞が生じている債権・期限の利

益を喪失した債権等２３７，４９９千円は償還の予定が見込まれてい

ないため、含めていません。

⑤ 有利子負債の決算日後の返済予定額

（単位：千円）

１年以内 １年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内 ５年超

貯 金 ９１，３６７，０９７ １５，９５４，１０８ １０，４８３，９８０ ５０９，６６１ ８０９，１５４ １，４７５，１６６

合計 ９１，３６７，０９７ １５，９５４，１０８ １０，４８３，９８０ ５０９，６６１ ８０９，１５４ １，４７５，１６６

（注） 貯金のうち、要求払貯金については「１年以内」に含めて開

示しています。

６．有価証券に関する注記
（１）有価証券の時価及び評価差額に関する事項

有価証券の時価及び評価差額に関する事項は次のとおりです。

① その他有価証券

その他有価証券において、種類ごとの取得原価又は償却原価、

貸借対照表計上額及びこれらの差額については、次のとおりです。

（単位：千円）
貸借対照表
計 上 額
（Ａ）

取得原価又
は償却原価
（Ｂ）

差 額
（Ａ）－（Ｂ）

貸借対照表
計上額が取
得原価又は
償却原価を
超えるもの

国 債 １，５７０，０４０ １，３９８，７０４ １７１，３３５

地 方 債 ３，４８０，５４０ ２，９９９，５９９ ４８０，９４０

政府保証債 ３４３，８２０ ２９８，６６３ ４５，１５６

社 債 ６８３，４１０ ６００，０００ ８３，４１０

受 益 証 券 １００，２００ １００，０００ ２００

小 計 ６，１７８，０１０ ５，３９６，９６７ ７８１，０４２

貸借対照表
計上額が取
得原価又は
償却原価を
超えないも
の

国 債 － － －

地 方 債 － － －

政府保証債 － － －

社 債 １９５，２４０ ２００，０００ ▲ ４，７６０

受 益 証 券 １９８，０００ ２００，０００ ▲ ２，０００

小 計 ３９３，２４０ ４００，０００ ▲ ６，７６０

合 計 ６，５７１，２５０ ５，７９６，９６７ ７７４，２８２

（注） 上記差額から繰延税金負債２１３，６２４千円を差し引いた額５６０，６５８

千円が、「その他有価証券評価差額金」に含まれています。

（２）当年度中に売却したその他有価証券

当事業年度中において、売却した有価証券はありません。

（３）当事業年度中において、保有目的が変更となった有価証券

当事業年度中において、保有目的が変更となった有価証券はあり

ません。

（４）当事業年度中において、減損処理を行った有価証券

当事業年度中において、非上場株式９９９千円の減損処理を行ってい

ます。時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式の

減損処理にあたっては、より実質価額が著しく低下した場合には、

回復可能性等を考慮して減損処理を行っています。

７．退職給付に関する注記
（１）採用している退職給付制度の概要

職員の退職給付に充てるため、退職給与規程に基づき、退職一時

金制度を採用しています。また、この制度に加え、同規程に基づき

退職給付の一部に充てるため全共連との契約による確定給付型年金

制度（または全国農林漁業団体共済会との契約による退職金共済制

度）を採用しています。

なお、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付

に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡

便法を適用しています。

（２）退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表

（単位：千円）
期首における退職給付に係る負債 １２６，１５９

退 職 給 付 費 用 １１，７３１

退 職 給 付 の 支 払 額 ▲ ５，１７９

期末における退職給付に係る負債 １３２，７１１

（３） 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された

退職給付に係る負債の調整表

（単位：千円）
退 職 給 付 債 務 １，１５１，９２５

特 定 退 職 金 共 済 制 度 ▲ １，０１９，２１３

未 積 立 退 職 給 付 債 務 １３２，７１１

退 職 給 付 に 係 る 負 債 １３２，７１１
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（４）退職給付に関連する損益

（単位：千円）
勤 務 費 用 １１，７３１

退 職 給 付 費 用 １１，７３１

特定退職金共済制度への拠出金５５，８７３千円は「福利厚生費」で処

理しています。

（５）特例業務負担金の将来見込額

人件費（うち福利厚生費）には、厚生年金保険制度及び農林漁業

団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組

合法等を廃止する等の法律附則第５７条の規定に基づき、旧農林共済

組合（存続組合）が行う特例年金給付等の業務に要する費用に充て

るため拠出した特例業務負担金１５，３８３千円を含めて計上しています。

なお、同組合より示された令和３年３月現在における令和１４年３

月までの特例業務負担金の将来見込額は１７１，３３９千円となっています。

８．税効果会計に関する注記
（１）繰延税金資産及び繰延税金負債の内訳

（単位：千円）
当 期

繰 延 税 金 資 産

貸 倒 引 当 金 ６４，４９３

退 職 給 付 に 係 る 負 債 ３７，７４５

役 員 退 職 慰 労 引 当 金 ６，０４６

そ の 他 １８８，４３４

繰 延 税 金 資 産 小 計 ２９６，７１９

評 価 性 引 当 額 ▲ ２０２，１１５

繰 延 税 金 資 産 合 計 （Ａ） ９４，６０４

繰 延 税 金 負 債

その他有価証券評価差額金 ▲ ２１３，６２４

全農統合に係る合併交付金 ▲ ５，６７３

資産除去費用資産計上額 ▲ ０

繰 延 税 金 負 債 合 計 （Ｂ） ▲ ２１９，２９７

繰延税金資産（負債）の純額（Ａ）＋（Ｂ） ▲ １２４，６９２

（２）法定実効税率と法人税等負担率との差異の主な原因

（単位：％）
当期

法 定 実 効 税 率 ２７．６
（調整）
交際費等永久に損金に算入されない項目 １．１
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 ▲ ４．４
評 価 性 引 当 額 の 増 減 ▲ １．４
収 用 等 の 特 別 控 除 ０．０
住 民 税 均 等 割 ０．８
税 額 控 除 ▲ １．４
事 業 分 量 配 当 額 の 損 金 算 入 額 ▲ ７．４
税率変更に伴う繰延税金資産の修正 ▲ ０．１
そ の 他 ▲ ０．７

税効果会計適用後の法人税等の負担率 １５．５

９．その他の注記
（１）当座貸越契約及び貸出金に係るコミットメントライン契約

当座貸越契約及び貸出金に係るコミットメントライン契約は、組

合員等からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された

条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けるこ

とを約する契約です。これらの契約に係る融資未実行残高は、

１，３７０，２４０千円です。
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（９）連結剰余金計算書
（単位：千円）

（１０）農協法に基づく開示債権
（単位：百万円）

（１１）連結事業年度の事業別経常収益等
（単位：千円）

令和 ２ 年度 令和 ３ 年度

信 用 事 業
事業収益 ８６８，９１２ ８４７，００５
経常利益 １８５，３６２ １２６，０３６
資産の額 １２４，７５６，７２８ １２８，８０４，２４６

共 済 事 業
事業収益 ６６６，５３１ ６５５，７９１
経常利益 ２７７，５１９ ２５８，８７７
資産の額 ３０，２４１ ２９，３７７

農業関連事業
事業収益 １，７５２，４８７ １，７０９，００６
経常利益 ▲ ８２，５３２ ▲ １０６，４３０
資産の額 － －

そ の 他 事 業
事業収益 １，７９１，３３３ １，７８８，８１８
経常利益 ▲ ４１，５３７ １９，１６９
資産の額 １，１００，５１０ １，００８，４３３

計
事業収益 ５，０７９，２６５ ５，０００，６２３
経常利益 ３３８，８１１ ２９７，６５３
資産の額 １２５，８８７，４８０ １２９，８４２，０５７

項 目 令和２年度 令和３年度 増 減
破産更生債権及びこれらに準ずる債権額（Ａ） ２７６ ２５８ ▲ １８
危 険 債 権 額（Ｂ） ２４ ２３ ▲ １
要 管 理 債 権 額（Ｃ）＝（Ｄ）＋（Ｅ） － － －
三 月 以 上 延 滞 債 権 額（Ｄ） － － －
貸 出 条 件 緩 和 債 権 額（Ｅ） － － －

小 計（Ｆ）＝（Ａ）＋（Ｂ）＋（Ｃ） ３０１ ２８１ ▲ ２０
正 常 債 権 額（Ｇ） ２１，７８９ ２１，３９０ ▲ ３９９

合 計（Ｈ）＝（Ｆ）＋（Ｇ） ２２，０９０ ２１，６７２ ▲ ４１８

項 目 令和 ２ 年度 令和 ３ 年度
（資本剰余金の部）
１．資本剰余金期首残高 － －
２．資 本 剰 余 金 増 加 高 － －
３．資 本 剰 余 金 減 少 高 － －
４．資本剰余金期末残高 － －
（利益剰余金の部）
１．利益剰余金期首残高 ８，７８５，１８２ ８，９１５，６１８
２．会計方針の変更による累計的影響額 － ▲ １３，０８３
３．遡及処理後利益剰余金期首残高 － ８，９０２，５３４
４．利 益 剰 余 金 増 加 高 ２４２，２７５ ２５０，４００
（１）当 期 剰 余 金 ２４２，２７５ ２５０，４００
５．利 益 剰 余 金 減 少 高 １１１，８３９ ９９，５８９
（１）支 払 配 当 金 １１１，８３９ ９９，５８９
（２）役 員 賞 与 金 － －
６．連結剰余金期末残高 ８，９１５，６１８ ９，０５３，３４５
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項 目 内 容
発行主体 加賀農業協同組合
資本調達手段の種類 普通出資
コア資本に係る基礎項目に算入した額 １，９６０百万円（前年度 １，９７５百万円）

２．連結自己資本の充実の状況

◇連結自己資本比率の状況
令和４年３月末における連結自己資本比率は、２４．１１％となりました。
連結自己資本は、組合員からの普通出資によっています。
○ 普通出資による資本調達額

当連結グループでは、適正なプロセスにより連結自己資本比率を正確に算出し、JAを中心に信用
リスクやオペレーショナル・リスクの管理及びこれらのリスクに対応した十分な自己資本の維持を図
るとともに、内部留保の積み増しにより自己資本の充実に努めています。
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（１）自己資本の構成に関する事項
（単位：百万円、％）

項 目 前期末 当期末
コア資本に係る基礎項目
普通出資又は非累積的永久優先出資に係る組合員
資本の額

１０，７８３ １０，８９０

うち、出資金及び資本剰余金の額 １，９７６ １，９６１
うち、再評価積立金の額 － －
うち、利益剰余金の額 ８，９１６ ９，０５３
うち、外部流出予定額（▲） ▲ １００ ▲ １１７
うち、上記以外に該当するものの額 ▲ ９ ▲ ７

コア資本に算入される評価・換算差額等 － －
コア資本に係る調整後非支配株主持分の額 － －
コア資本に係る基礎項目の額に算入される引当金
の合計額

１ ２

うち、一般貸倒引当金コア資本算入額 １ ２
うち、適格引当金コア資本算入額 － －

適格旧資本調達手段の額のうち、コア資本に係る
基礎項目の額に含まれる額

－ －

公的機関による資本の増強に関する措置を通じて
発行された資本調達手段の額のうち、コア資本に
係る基礎項目の額に含まれる額

－ －

土地再評価額と再評価直前の帳簿価額の差額の
４５％に相当する額のうち、コア資本に係る基礎項
目の額に含まれる額

－ －

非支配株主持分のうち、経過措置によりコア資本
に係る基礎項目の額に含まれる額

－ －

コア資本に係る基礎項目の額 （イ） １０，７８４ １０，８９２
コア資本に係る調整項目
無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライ
ツに係るものを除く。）の額の合計額

１ １

うち、のれんに係るもの（のれん相当差額を含
む。）の額

－ －

うち、のれん及びモーゲージ・サービシング・
ライツに係るもの以外の額

１ １

繰延税金資産（一時差異に係るものを除く。）の額 － －
適格引当金不足額 － －
証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額 － －
負債の時価評価により生じた時価評価差額であっ
て自己資本に算入される額

－ －

退職給付に係る資産の額 － －
自己保有普通出資等（純資産の部に計上されるも
のを除く。）の額

－ －

意図的に保有している他の金融機関等の対象資本
調達手段の額

－ －

少数出資金融機関等の対象普通出資等の額 － －
特定項目に係る１０％基準超過額 － －
うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該
当するものに関連するものの額

－ －

うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係
る無形固定資産に関連するものの額

－ －

うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限
る。）に関連するものの額

－ －
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（単位：百万円、％）

（注）１．「農業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準」（平成１８年金融庁・農水省告示第２号）に基づき算出しています。
２．当連結グループは、信用リスク・アセット額の算出にあたっては標準的手法、適格金融資産担保の適用については信用リスク
削減手法の簡便手法を、オペレーショナル・リスク相当額の算出にあたっては基礎的手法を採用しています。

３．当連結グループが有するすべての自己資本とリスクを対比して、連結自己資本比率を計算しています。

項 目 前期末 当期末
特定項目に係る１５％基準超過額 － －
うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該
当するものに関連するものの額

－ －

うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係
る無形固定資産に関連するものの額

－ －

うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限
る。）に関連するものの額

－ －

コア資本に係る調整項目の額 （ロ） １ １
自己資本
自己資本の額 （ハ）＝（イ）－（ロ） １０，７８３ １０，８９１
リスク・アセット等
信用リスク・アセットの額の合計額 ４０，８２９ ４１，１０４
うち、経過措置によりリスク・アセットの額に
算入される額の合計額

４０，８２９ ４１，１０４

うち、他の金融機関等向けエクスポージャー － －
うち、土地再評価額と再評価直前の帳簿価額
の差額に係るものの額

－ －

うち、上記以外に該当するものの額 － －
オペレーショナル・リスク相当額の合計額を８％
で除して得た額

４，１１５ ４，０５０

信用リスク・アセット調整額 － －
オペレーショナル・リスク相当額調整額 － －
リスク・アセット等の額の合計額 （ニ） ４４，９４４ ４５，１５４
連結自己資本比率
連結自己資本比率 （ハ）／（二） ２３．９９ ２４．１１
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（２）自己資本の充実度に関する事項

① 信用リスクに対する所要自己資本の額及び区分ごとの内訳
（単位：百万円）

信用リスク・アセット

令 和 ２ 年 度 令 和 ３ 年 度
エクスポー
ジャーの期
末残高

リスク・ア
セット額

所要自己
資本額

エクスポー
ジャーの期
末残高

リスク・ア
セット額

所要自己
資本額

ａ ｂ＝ａ×４％ ａ ｂ＝ａ×４％
現 金 ２６０ － － ２６４ － －
我が国の中央政府及び中央銀行向け １，４０１ － － １，４９９ － －
外国の中央政府及び中央銀行向け － － － － － －
国 際 決 済 銀 行 等 向 け － － － － － －
我 が 国 の 地 方 公 共 団 体 向 け ７，７１４ － － ６，８８０ － －
外国の中央政府等以外の公共部門向け － － － － － －
国 際 開 発 銀 行 向 け － － － － － －
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 向 け ３００ ３０ １ ３００ ３０ １
我 が 国 の 政 府 関 係 機 関 向 け ４００ １０ ０ ４００ １０ ０
地 方 三 公 社 向 け １００ ０ － １００ ０ －
金融機関及び第一種金融商品取引業者向け ９５，９４４ １９，１８９ ７６８ ９９，８７２ １９，９７４ ７６８
法 人 等 向 け １，０４９ ８２８ ３３ １，０４９ １，０７６ ３３
中 小 企 業 等 向 け 及 び 個 人 向 け ３，４５５ １，５２０ ６１ ３，４５５ １，４６１ ６１
抵 当 権 付 住 宅 ロ ー ン ８１６ ２６７ １１ ８１６ ２３５ １１
不 動 産 取 得 等 事 業 向 け ６３７ ５６７ ２３ ６３７ ５４９ ２３
三 月 以 上 延 滞 等 ２５５ １０１ ４ ２５５ １０６ ４
取 立 未 済 手 形 － － － － － －
信 用 保 証 協 会 等 に よ る 保 証 付 １１，１６２ １，０８４ ４３ １１，１６２ １，０８４ ４３
株式会社地域経済活性化支援機構等に
よる保証付 － － － － － －

共 済 約 款 貸 付 － － － － － －
出 資 等 ３３７ ３３７ １４ ３３８ ３３８ １４
（うち出資等のエクスポージャー） ３３７ ３３７ １４ ３３８ ３３８ １４
（うち重要な出資のエクスポージャー） － － － － － －

上 記 以 外 １０，７７６ １６，９００ ６７６ ９，９５７ １６，１４９ ６４６
（うち他の金融機関等の対象資本等
調達手段のうち対象普通出資等及
びその他外部 TLAC関連調達手段
に該当するもの以外のものに係る
エクスポージャー）

－ － － － － －

（うち農林中央金庫又は農業協同組
合連合会の対象資本調達手段に係
るエクスポージャー）

４，１３６ １０，３４０ ４１４ ４，１３６ １０，３４０ ４１４

（うち特定項目のうち調整項目に算
入されない部分に係るエクスポー
ジャー）

９０ ２１５ ９ １０２ ２５２ １０

（うち総株主等の議決権の百分の十
を超える議決権を保有している他
の金融機関等に係るその他外部
TLAC関連調達手段に関するエク
スポージャー）

－ － － － － －

（うち総株主等の議決権の百分の十
を超える議決権を保有していない
他の金融機関等に係るその他外部
TLAC関連調達手段に係る５％基
準額を上回る部分に係るエクス
ポージャー）

－ － － － － －

（うち上記以外のエクスポージャー） ６，５５０ ６，３４５ ２５４ ５，７２０ ５，５５６ ２２２
証 券 化 － － － － － －
（う ち S T C 要 件 適 用 分） － － － － － －
（う ち 非 S T C 適 用 分） － － － － － －

再 証 券 化 － － － － － －
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（単位：百万円）

（３）信用リスクに関する事項

① リスク管理の方法及び手続の概要

当連結グループでは、親会社以外で与信を行っていないため、連結グループにおける信用リスク管理
の方針及び手続等は定めていません。親会社における信用リスク管理の方針及び手続等の具体的内容は
単体の開示内容（P．４５）をご参照ください。

信用リスク・アセット

令 和 ２ 年 度 令 和 ３ 年 度
エクスポー
ジャーの期
末残高

リスク・ア
セット額

所要自己
資本額

エクスポー
ジャーの期
末残高

リスク・ア
セット額

所要自己
資本額

ａ ｂ＝ａ×４％ ａ ｂ＝ａ×４％
リスク・ウェイトのみなし計算が適用
されるエクスポージャー ３００ ３ ０ ３００ ３ ０

（う ち ル ッ ク ス ル ー 方 式） ３００ ３ ０ ３００ ３ ０
（う ち マ ン デ ー ト 方 式） － － － － － －
（う ち 蓋 然 性 方 式 ２５０％） － － － － － －
（う ち 蓋 然 性 方 式 ４００％） － － － － － －
（う ち フ ォ ー ル バ ッ ク 方 式） － － － － － －

経過措置によりリスク・アセットの額に
算入されるものの額 － － － － － －

他の金融機関等の対象資本調達手段に
係るエクスポージャーに係る経過措置
によりリスク・アセットの額に算入さ
れなかったものの額（▲）

－ － － － － －

標準的手法を適用するエクスポージャー別計 １３４，９０６ ４０，８３４ １，６３３ １３８，４８７ ４１，０９９ １，６４４
C V A リ ス ク 相 当 額 ÷ ８％ － － － － － －
中央清算機関関連エクスポージャー － － － － － －
合計（信用リスク・アセットの額） １３４，９０６ ４０，８３４ １，６３３ １３８，４８７ ４１，０９９ １，６４４

オペレーショナル・リスクに対する
所要自己資本の額

〈基礎的手法〉

オペレーショナル・リス
ク相当額を８％で除して
得た額

所要自己
資本額

オペレーショナル・リス
ク相当額を８％で除して
得た額

所要自己
資本額

ａ ｂ＝ａ×４％ ａ ｂ＝ａ×４％
４，１１５ １６５ ４，０５０ １６２

総所要自己資本額

リスク・アセット等
（分母）計

総所要自己
資本額

リスク・アセット等
（分母）計

総所要自己
資本額

ａ ｂ＝ａ×４％ ａ ｂ＝ａ×４％
４４，９４４ １，７９８ ４５，１５４ １，８０６

（注）１．「リスク・アセット額」の欄には、信用リスク削減効果適用後のリスク・アセット額を原エクスポージャーの種類ごとに記載し
ています。

２．「エクスポージャー」とは、リスクにさらされている資産（オフ・バランスを含む）のことをいい、具体的には貸出金や有価証
券等が該当します。

３．「三月以上延滞等」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３カ月以上延滞している債務者に係るエクスポージャー
及び「金融機関及び第一種金融商品取引業者向け」、「法人等向け」等においてリスク・ウェイトが１５０％になったエクスポージャー
のことです。

４．「出資等」とは、出資等エクスポージャー、重要な出資のエクスポージャーが該当します。
５．「証券化（証券化エクスポージャー）」とは、原資産に係る信用リスクを優先劣後構造のある二以上のエクスポージャーに階層
化し、その一部または全部を第三者に移転する性質を有する取引にかかるエクスポージャーのことです。

６．「経過措置によりリスク・アセットの額に算入されるもの」とは、土地再評価差額金に係る経過措置によるリスク・アセットの
額及び調整項目にかかる経過措置によりなお従前の例によるものとしてリスク・アセットの額に算入したものが該当します。

７．「上記以外」には、未決済取引・その他の資産（固定資産等）・間接清算参加者向け・信用リスク削減手法として用いる保証ま
たはクレジットデリバティブの免責額が含まれます。

８．当 JAでは、オペレーショナル・リスク相当額の算出にあたって、基礎的手法を採用しています。
〈オペレーショナル・リスク相当額を８％で除して得た額の算出方法（基礎的手法）〉
（粗利益（正の値の場合に限る）×１５％）の直近３年間の合計額

直近３年間のうち粗利益が正の値であった年数
÷８％
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② 標準的手法に関する事項

連結自己資本比率算出にかかる信用リスク・アセット額は告示に定める標準的手法により算出してい
ます。

③ 信用リスクに関するエクスポージャー（地域別、業種別、残存期間別）及び三月以上延滞エクスポー
ジャーの期末残高

（単位：百万円）

令 和 ２ 年 度 令 和 ３ 年 度
信用リスクに関するエクスポージャーの残高 三月以上

延滞エクス
ポージャー
期末残高

信用リスクに関するエクスポージャーの残高 三月以上
延滞エクス
ポージャー
期末残高

うち貸
出金等

うち
債券

うち店頭デ
リバティブ

うち貸
出金等

うち
債券

うち店頭デ
リバティブ

法

人

農 業 １２１ １１１ － － － １５８ １４８ － － －
林 業 － － － － － － － － － －
水 産 業 － － － － － － － － － －
製 造 業 ７４ ７４ － － － ６６ ６６ － － －
鉱 業 － － － － － － － － － －
建設・不動
産業 ９ ８ － － － ６ ５ － － －

電気・ガス・
熱供給・水
道業

１９ － － － － ２１９ － ２００ － －

運輸・通信業 ５１２ － ５００ － － ５１２ － ５００ － －
金融・保険業 １００，６７７ － ５００ － － １０５，００８ － ９０１ － －
卸売・小売・
飲食・サー
ビス業

４４９ ２２９ － － － ４９６ ２７７ － － ０

日本国政府・
地方公共団体 ９，５８６ ５，１７５ ４，４１２ － － ８，８１０ ４，３００ ４，５１０ － －

上 記 以 外 １７３ ６８ １００ － － １７０ ６６ １００ － －
個 人 １６，５３１ １６，５０２ － － ２５５ １６，９２６ １６，８９０ － － ２５６
そ の 他 ６，４５９ － － － － ５，８１６ － － － －
業 種 別 残 高 計 １３４，６０６ ２２，１６６ ５，５１３ － ２５５ １３８，１８８ ２１，７５３ ６，２１３ － ２５７
１ 年 以 下 ９７，００９ １，０６８ － － １０１，７２９ １，８６０ － －
１年超３年以下 ２，１５１ ２，１５１ － － １，２８２ １，２８２ － －
３年超５年以下 １，７０７ １，７０７ － － １，５７７ １，４７７ １００ －
５年超７年以下 ２，７７４ ２，６７３ １００ － ２，０１０ ２，０１０ － －
７年超１０年以下 １，１８４ １，１８４ － － １，８３４ １，３３４ ５００ －
１０ 年 超 １８，１６５ １２，７５２ ５，４１３ － １８，７７７ １３，１６６ ５，６１１ －
期限の定めのないもの １１，６１８ ６３２ － － １０，９７８ ６２４ － －
残存期間別残高計 １３４，６０６ ２２，１６６ ５，５１３ － １３８，１８８ ２１，７５３ ６，２１２ －

（注）１．信用リスクに関するエクスポージャーの残高には、資産（自己資本控除となるもの、リスク・ウェイトのみなし計算が適用さ
れるエクスポージャーに該当するもの、証券化エクスポージャーに該当するものを除く）並びにオフ・バランス取引及び派生商
品取引の与信相当額を含みます。

２．「貸出金等」とは、貸出金のほか、コミットメント及びその他のデリバティブ以外のオフ・バランスシート・エクスポージャー
を含んでいます。「コミットメント」とは、契約した期間及び融資枠の範囲でお客様のご請求に基づき、金融機関が融資を実行す
る契約のことをいいます。「貸出金等」にはコミットメントの融資可能残額も含めています。
３．「店頭デリバティブ」とは、スワップ等の金融派生商品のうち相対で行われる取引のものをいいます。
４．「三月以上延滞エクスポージャー」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３カ月以上延滞しているエクスポージャー
をいいます。

５．当連結グループでは国内の限定されたエリアで事業活動を行っているため、地域別の区分は省略しています。

―７６―



④ 貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額
（単位：百万円）

⑤ 業種別の個別貸倒引当金の期末残高・期中増減額及び貸出金償却等の額
（単位：百万円）

⑥ 信用リスク削減効果勘案後の残高及びリスク・ウェイト１２５０％を適用する残高
（単位：百万円）

区 分

令 和 ２ 年 度 令 和 ３ 年 度

期首
残高

期 中
増加額

期中減少額
期末
残高

貸出金
償 却

期首
残高

期 中
増加額

期中減少額
期末
残高

貸出金
償 却目的

使用 その他 目的
使用 その他

法

人

農 業 － － － － － － － － － － － －
林 業 － － － － － － － － － － － －
水 産 業 － － － － － － － － － － － －
製 造 業 ５６ ５１ － ５６ ５１ － ５１ ４６ － ５１ ４６ －
鉱 業 － － － － － － － － － － － －
建設・不動
産業 ２ － － ２ － － － － － － － －

電気・ガス・
熱供給・水
道業

－ － － － － － － － － － － －

運輸・通信業 － － － － － － － － － － － －
金融・保険業 － － － － － － － － － － － －
卸売・小売・
飲食・サー
ビス業

０ ０ － ０ ０ － ０ ０ － ０ ０ －

上 記 以 外 － － － － － － － － － － － －
個 人 １９２ １８１ － １９２ １８１ － １８０ １８０ － １８０ １８０ －
業 種 別 残 高 計 ２５０ ２３２ － ２５０ ２３２ － ２３２ ２２７ － ２３２ ２２７ －

（注） 当連結グループでは国内の限定されたエリアで事業活動を行っているため、地域別の区分は省略しています。

令 和 ２ 年 度 令 和 ３ 年 度
格付あり 格付なし 計 格付あり 格付なし 計

信用リ
スク削
減効果
勘案後
残高

リスク・ウェイト ０％ － １１，６９８ １１，６９８ － １０，８９９ １０，８９９
リスク・ウェイト ２％ － － － － － －
リスク・ウェイト ４％ － － － － － －
リスク・ウェイト １０％ － １１，２３７ １１，２３７ － １２，０５５ １２，０５５
リスク・ウェイト ２０％ － ９６，１６２ ９６，１６２ － １００，１３６ １００，１３６
リスク・ウェイト ３５％ － ７６１ ７６１ － ６７３ ６７３
リスク・ウェイト ５０％ ３０１ １７２ ４７３ ９０１ １７２ １，０７３
リスク・ウェイト ７５％ － ２，００３ ２，００３ － １，９１３ １，９１３
リスク・ウェイト１００％ － ８，０１４ ８，０１４ － ７，１５５ ７，１５５
リスク・ウェイト１５０％ － ３８ ３８ － ４５ ４５
リスク・ウェイト２５０％ － ４，２１９ ４，２１９ － ４，２３９ ４，２３９
そ の 他 － － － － － －

リ ス ク ・ ウ ェ イ ト １２５０％ － － － － － －
計 ３０１ １３４，３０５ １３４，６０６ ９０１ １３７，２８７ １３８，１８８

区 分

令 和 ２ 年 度 令 和 ３ 年 度

期首
残高

期 中
増加額

期中減少額
期末
残高

期首
残高

期 中
増加額

期中減少額
期末
残高目的

使用 その他 目的
使用 その他

一 般 貸 倒 引 当 金 ２ １ ２ １ １ ２ １ ２
個 別 貸 倒 引 当 金 １９３ １７４ ２ １９０ １７４ １７４ １６５ － １７４ １６５

（注）１．信用リスクに関するエクスポージャーの残高には、資産（自己資本控除となるもの、リスク・ウェイトのみなし計算が適用さ
れるエクスポージャーに該当するもの、証券化エクスポージャーに該当するものを除く）並びにオフ・バランス取引及び派生商
品取引の与信相当額を含みます。

２．「格付あり」にはエクスポージャーのリスク・ウェイト判定において格付を使用しているもの、「格付なし」にはエクスポージャー
のリスク・ウェイト判定において格付を使用していないものを記載しています。なお、格付は適格格付機関による依頼格付のみ
使用しています。

３．経過措置によってリスク・ウェイトを変更したエクスポージャーについては、経過措置適用後のリスク・ウェイトによって集
計しています。また、経過措置によってリスク・アセットを算入したものについても集計の対象としています。

４．１２５０％には、非同時決済取引に係るもの、信用リスク削減手法として用いる保証又はクレジット・デリバティブの免責額に係
るもの、重要な出資に係るエクスポージャーなどリスク・ウェイト１２５０％を適用したエクスポージャーがあります。

―７７―



（４）信用リスク削減手法に関する事項

連結自己資本比率の算出にあって、信用リスク削減手法を「自己資本比率算出要領」において定めて
います。信用リスク削減手法の適用及び管理方針、手続は、JAのリスク管理の方針及び手続と同様に
行っています。JAの信用リスク管理の方針及び手続等の具体的内容は、単体の開示内容（P．４８）をご
参照ください。

信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャーの額
（単位：百万円）

（５）派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する事項

該当する取引はありません。

（６）証券化エクスポージャーに関する事項

該当する取引はありません。

（７）オペレーショナル・リスクに関する事項

オペレーショナル・リスクに関するリスク管理の方針及び手続の概要

連結グループにおけるオペレーショナル・リスクの管理は、子会社においては JAのリスク管理及び
その手続に準じたリスク管理を行っています。JAのリスク管理の方針及び手続等の具体的内容は、単
体の開示内容（P．４０）をご参照ください。

区 分
令 和 ２ 年 度 令 和 ３ 年 度

適格金融
資産担保 保 証 クレジット・

デリバティブ
適格金融
資産担保 保 証 クレジット・

デリバティブ
地方公共団体金融機構向け － － － － － －
我が国の政府関係機関向け － ３００ － － ３００ －
地 方 三 公 社 向 け － １００ － － １００ －
金融機関及び第一種金融商品
取引業者向け － － － － － －

法 人 等 向 け １２ － － １２ － －
中小企業等向け及び個人向け ２３１ ２１８ － ２０９ ２６４ －
抵 当 権 付 住 宅 ロ ー ン １ － － － － －
不 動 産 取 得 等 事 業 向 け － － － ５５ － －
三 月 以 上 延 滞 等 － ０ － － ０ －
証 券 化 － － － － － －
中 央 清 算 機 関 関 連 － － － － － －
上 記 以 外 １３ － － １０ － －
合 計 ２５６ ６１８ － ２８６ ６６４ －

（注）１．「エクスポージャー」とは、リスクにさらされている資産（オフ・バランスを含む）のことをいい、主なものとしては貸出金や
有価証券等が該当します。

２．「三月以上延滞等」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３カ月以上延滞している債務者に係るエクスポージャー
及び「金融機関向け及び第一種金融商品取引業者向け」、「法人等向け」等においてリスク・ウェイトが１５０％になったエクスポー
ジャーのことです。

３．「証券化（証券化エクスポージャー）」とは、原資産にかかる信用リスクを優先劣後構造のある二以上のエクスポージャーに階
層化し、その一部または全部を第三者に移転する性質を有する取引にかかるエクスポージャーのことです。

４．「上記以外」には、現金・外国の中央政府及び中央銀行向け・国際決済銀行等向け・外国の中央政府等以外の公共部門向け・国
際開発銀行向け・取立未済手形・未決済取引・その他の資産（固定資産等）が含まれます。

５．「クレジット・デリバティブ」とは、第三者（参照組織）の信用リスクを対象に、信用リスクを回避したい者（プロテクション
の買い手）と信用リスクを取得したい者（プロテクションの売り手）との間で契約を結び、参照組織に信用事由（延滞・破産な
ど）が発生した場合にプロテクションの買い手が売り手から契約に基づく一定金額を受領する取引をいいます。

―７８―



（８）出資その他これに類するエクスポージャーに関する事項

① 出資その他これに類するエクスポージャーに関するリスク管理の方針及び手続の概要

連結グループにおける出資その他これに類するエクスポージャーに関するリスク管理は、子会社にお
いては JAのリスク管理及びその手続に準じたリスク管理を行っています。JAのリスク管理の方針及び
手続等の具体的内容は、単体の開示内容（P．５０）をご参照ください。

② 出資その他これに類するエクスポージャーの連結貸借対照表計上額及び時価
（単位：百万円）

③ 出資その他これに類するエクスポージャーの売却及び償却に伴う損益
（単位：百万円）

④ 連結貸借対照表で認識され、連結損益計算書で認識されない評価損益の額（保有目的区分をその他
有価証券としている評価損益等）

（単位：百万円）

⑤ 連結貸借対照表及び連結損益計算書で認識されない評価損益の額（子会社・関連会社株式の評価損
益等）

（単位：百万円）

（９）リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャーに関する事項
（単位：百万円）

令 和 ２ 年 度 令 和 ３ 年 度
評 価 益 評 価 損 評 価 益 評 価 損

－ － － －

令 和 ２ 年 度 令 和 ３ 年 度
評 価 益 評 価 損 評 価 益 評 価 損

－ － － －

令 和 ２ 年 度 令 和 ３ 年 度
売却益 売却損 償却額 売却益 売却損 償却額

－ － － － － －

令 和 ２ 年 度 令 和 ３ 年 度
貸借対照表計上額 時価評価額 貸借対照表計上額 時価評価額

上 場 － － － －
非 上 場 ４，４７２ ４，４７２ ４，４７４ ４，４７４
合 計 ４，４７２ ４，４７２ ４，４７４ ４，４７４

（注）「時価評価額」は、時価のあるものは時価、時価のないものは貸借対照表計上額の合計額です。

令和 ２ 年度 令和 ３ 年度
ルックスルー方式を適用するエクスポージャー ３００ ３００
マ ン デ ー ト 方 式を 適 用 す る エ ク ス ポ ー ジ ャ ー － －
蓋然性方式（２５０％）を適用するエクスポージャー － －
蓋然性方式（４００％）を適用するエクスポージャー － －
フォールバック方式（１２５０％）を適用するエクスポージャー － －

―７９―



（１０）金利リスクに関する事項

① 金利リスクの算定手法の概要

連結グループの金利リスクの算定手法は、JAの金利リスクの算定手法に準じた方法により行ってい
ます。JAの金利リスクの算定手法は、単体の開示内容（P．５１）をご参照ください。

② 金利リスクに関する事項
（単位：百万円）

IRRBB１：金利リスク

項番
⊿ EVE ⊿ NII

前期末 当期末 前期末 当期末
１ 上方パラレルシフト ４９９ ６０５ ０ ０
２ 下方パラレルシフト ０ ０ １ １
３ スティープ化 ８１０ ８６２
４ フラット化 ０ ０
５ 短期金利上昇 ０ ０
６ 短期金利低下 ０ ０
７ 最大値 ８１０ ８６２ １ １

前期末 当期末
８ 自己資本の額 １０，５７５ １０，６８０

―８０―



自己資本比率の算定に関する用語解説一覧

用 語 内 容

自己資本の額 『コア資本に係る基礎項目の額－コア資本に係る調整項目の額（経過措置適用

後の額）』を言います。

自己資本比率 自己資本の額をリスク・アセット等の総額（信用リスク・アセット額及びオペ

レーショナル・リスク相当額）で除して得た額。国内基準を採用する金融機関

では４％以上が必要とされていますが、JAバンクでは自主的な取り決めによ

り８％以上が必要とされています。

エクスポージャー リスクを有する資産並びにオフ・バランス取引及び派生商品取引（以下「資産

等」といいます。）の与信相当額のことです。

リスク・ウェイト リスクを有する資産等を保有するために必要な自己資本額を算出するためのリ

スクの大きさに応じた掛目のことです。

信用リスク・アセット額 各エクスポージャーに対して、信用リスク削減手法を適用後、対応するリスク・

ウェイトを乗じて算出した信用リスク・アセット額、CVAリスク相当額を８％

で除した額の合計額を言います。

所要自己資本額 リスクを有する資産等を保有するのに必要となる自己資本の額のことです。国

内基準では各リスク・アセットに４％を乗じた額となります。

オペレーショナル・リスク

（相当額）

金融機関の業務において不適切な処理等により生じるリスクのことを指し、不

適切な事務処理により生じる事務リスクやシステムの誤作動により生じるシス

テムリスクなどが該当します。なお、自己資本比率の算出にあたっては、一定

の手法によりオペレーショナル・リスクを数値化した額をオペレーショナル・

リスク相当額として分母に加算します。

基礎的手法 新BIS 規制においてオペレーショナル・リスク相当額を算出する最も簡易な

手法です。１年間の粗利益に０．１５を乗じた額の直近三年間の平均値によりオペ

レーショナル・リスク相当額を算出する方法です。１年間の粗利益は、事業総

利益から信用事業に係るその他経常収益、信用事業以外の事業に係るその他の

収益、国債等債券売却益・償還益、補助金受入額を控除し、信用事業に係るそ

の他経常費用、信用事業以外の事業に係るその他の費用、国債等債券売却損・

償還損・償却、役務取引等費用及び金銭の信託運用見合費用を加算して算出し

ています。

抵当権付住宅ローン 住宅ローンのうち、抵当権が第１順位かつ担保評価額が十分であるもののこと

です。

コミットメント 契約した期間・融資枠の範囲内で、お客さまのご請求に基づき、金融機関が融

資を実行することを約束する契約のことです。

証券化エクスポージャー 証券化とは、原資産に係る信用リスクを優先劣後構造のある二以上のエクス

ポージャーに階層化し、その一部又は全部を第三者に移転する性質を有する取

引のことであり、証券化エクスポージャーとは証券化に伴い第三者に移転する

資産のことです。
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用 語 内 容

CVAリスク

（Credit Value adjustment）

CVA（派生商品取引についての取引相手方の信用リスクを勘案しない場合の公

正価値評価額と信用リスクを勘案した場合の公正価値評価額との差額を言いま

す。）が変動するリスクを言います。

店頭デリバティブ 株式や金利、為替などの通常の取引から派生した比較的小さな金額で仮想的に

大きな原資産を取引する金融商品取引のうち、金融機関や証券会社の店頭で相

対で行われる取引のことです。

クレジット・デリバティブ 信用リスクをヘッジ（回避・低減）するために、債務者である会社等の信用力

を指標に将来受け渡す損益を決める取引です。

プロテクションの購入及

び提供

プロテクションの購入とは、クレジット・デリバティブ取引において信用リス

クをヘッジ（回避・低減）するための取引をいい、プロテクションの提供とは、

保証を与える取引を指します。

信用リスク削減手法 金融機関が保有している信用リスクを軽減する措置であり、新BIS 規制では、

貯金や有価証券など一定の要件を満たす担保や保証がある場合には、担保や保

証人のリスク・ウェイトに置き換えることができます。

派生商品取引 有価証券取引等から派生し、原資産の価格によりその価格が決定される商品の

ことであり、先物、オプション、スワップ取引等が該当します。

金利ショック 保有している資産や負債等に金利の変化をあてはめることです。

⊿ EVE・⊿NII ⊿ EVE とは、金利リスクのうち、金利ショックに対する経済的価値の減少額

として計測されるものをいいます。⊿NII とは、金利リスクのうち、金利ショッ

クに対する算出基準日から１２カ月を経過する日までの間の金利収益の減少額と

して計測されるものをいいます。⊿ EVEについては、６つの金利ショック・

シナリオ（上方パラレルシフト・下方パラレルシフト・スティープ化・フラッ

ト化・短期金利上昇・短期金利低下）に基づいて、⊿NII については２つの金

利ショック・シナリオ（上方パラレルシフト・下方パラレルシフト）に基づい

て計測を実施します。

上方パラレルシフト・

下方パラレルシフト

満期までの残存年数が異なる債券についての金利が、全体的に上昇することを

上方パラレルシフトといいます。反対に、金利が全体的に下落することを下方

パラレルシフトといいます。

スティープ化・フラット化 長期金利が上昇して、短期金利と長期金利との差が大きくなることをスティー

プ化といいます。反対に、長期金利が下落して、短期金利と長期金利との差が

小さくなることをフラット化といいます。
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